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総合計画とは、市町村行政の基本となる最上位の行政計画

として、地域のビジョンや将来像を具体化するための道筋

を示すものです。また、各分野における施策に方向性を与え、

施策間の一体性を確保し、市民、事業者や各種団体、国、

県など、市に関わるすべての人々が、共に理解し協力して

取り組むためのまちづくりの目標を定めるとともに、自主・

自律を基本とする責任ある行政運営を進めるための指針

「COMPASS（コンパス）」ともなるものです。
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　私たちのまち刈谷市は、カキツバタの咲く美しい自然を有し、古く

は城下町として栄え、現代に至るまで時代の先駆けとなる多くの人材

を輩出し、先人の創意工夫とたゆみない努力により、産業と文化が調

和したものづくりのまちとして飛躍的に発展してきました。

　しかし、少子高齢社会や人口減少社会の到来、地方分権の進展、市

民参加や協働意識の高まりなど、わが国の社会経済状況は大きく変化

してきており、これまで以上に自己決定と自己責任による自律した行

財政運営が求められています。このような状況の中、市民意識調査、

かりや未来会議、総合計画審議会、パブリックコメントなど、多くの

市民の皆さまのご参加をいただき、まちづくりの羅針盤となる第７次

刈谷市総合計画を策定しました。

　この計画の特色は、今ある資源を活用し、時代の変化に対応してい

くことを基本として、開発型から利用型への転換、歴史や文化の継承、

共存・協働のまちづくりという視点を柱に策定を進めてきた点にあり

ます。また、施策ごとに「共存・協働のまちづくりの考え方」という

ことで、自助として市民の役割、互助として団体・事業者などの役割、

公助として行政の役割を位置づけています。

　今後は、このような視点に立って、行政のみならず、多様な主体が、

それぞれの役割を果たしながら、将来都市像である「人が輝く　安心

快適な産業文化都市」の実現をめざし、共存・協働によるまちづくり

を推し進めてまいりたいと考えております。

　最後に、この計画策定にあたり、多くの貴重なご意見、ご提言をい

ただきました関係各位に対しまして心から感謝申し上げます。

平成 23 年 3 月
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市の木

クスノキ

刈谷市民の誓い

カキツバタ

市の花

あたたかい地方に多く自生する

常緑高木で、刈谷市の気候にも

よく適合しています。生長も早

く公害にも強いため、市内には

多くの巨木がみられます。

中部地方から北の水湿地に群生

する多年生草本で、初夏に濃紫

色の花が咲きます。市内では小

堤西池のカキツバタ群落が有名

で、国の天然記念物に指定され

ています。

　わたくしたちの刈谷市は、カキツバタの咲く美しい自然と長い歴

史の中で、産業と文化の調和のとれたまちとして発展してきました。

　わたくしたち市民は、この先人の努力をうけつぎ、希望にみちた

郷土のより発展をめざして、この誓いを定めます。

１　自然を愛し、緑にみちた美しい環境をつくります。

１　スポーツに親しみ、健康でたくましいからだをつくります。

１　教養を深め、心ゆたかな明るい家庭をつくります。

１　誠意を尽くし、明るく住みよい社会をつくります。

１　力を合わせ、青少年の希望あふれるまちをつくります。

（昭和 50年 5月 2日制定）
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総合計画とは、市町村行政の基本となる最上

位の行政計画として、地域のビジョンや将来像

を具体化するための道筋を示すものです。ま

た、各分野における施策に方向性を与え、施策

間の一体性を確保し、市民、事業者や各種団体、

国、県など、市に関わるすべての人々が、共に

理解し協力して取り組むためのまちづくりの目

標を定めるとともに、自主・自律を基本とする

責任ある行政運営を進めるための指針ともなる

ものです。

市町村には、それぞれ固有の歴史や文化と地

理的な特性があり、また産業構造や気候風土も

異なります。総合計画は、こうした地域の特性

をいかしつつ長期的な視点に立ち、時代の潮流

を見据え、市民生活の向上と地域の発展を実現

するための基本となるものでなければなりませ

ん。

本市では、先人たちの優れた先見性とたゆみ

ない努力により早くから工業化が進められ、そ

の後のモータリゼーションの進展と高度経済成

長の波に乗って順調に発展してきました。特

に、昭和 43 年には初めて本格的な総合計画が

策定され「生産文教都市」の建設をめざすとと

もに、以後５回にわたる改定を経て、その時々

にふさわしい計画的なまちづくりを進めてまい

りました。

しかしながら、全国的には、少子高齢社会や

人口減少社会の到来、市民の社会参加意識の高

まりや協働によるまちづくりの広がり、国や地

方財政のひっ迫、地方分権の進展など地域社会

を取り巻く社会経済状況が大きく変化し、市民

ニーズも多様化、複雑化しています。

こうした背景を踏まえ、時代にあった新しい

まちづくりを具現化するために、積極的な市民

参加のもと、新たな総合計画を策定しました。

１ 計画の意義と特徴

総合計画の３つの役割

まちづくりの

羅針盤

市の最上位計画であり、本市の自治の道しるべとなる“まちづくりの羅針盤”

総合計画は、本市におけるすべての計画や施策の最上位に位置づけられる計画です。自治の基本

的な考え方を定めた自治基本条例との連動のもと、めざすべき将来都市像を描き、将来都市像の

実現に向けた取組みの方向性を示す「まちづくりの羅針盤」としての役割があります。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

共存・協働の

行動指針

市民と行政の“共存・協働のまちづくりのための行動指針”

総合計画は、市民と行政が共存・協働の心を持ち、対話や交流を重ね、理解と共感を大切にし、

協力し合う関係を生み出し、めざすべき将来都市像の実現に向けてまちづくりを進めていくため、

目標を共有する「共存・協働のまちづくりのための行動指針」としての役割があります。

進行管理の

ものさし

計画的なまちづくりの達成状況を測る“進行管理のものさし”

総合計画は、本市がめざす将来都市像の実現に向けて取り組む内容を定めるとともに、その取組

みが計画的に実施されているかどうかを進行管理し、評価するための計画でもあります。目標（め

ざす姿）を明確にし、成果指標と数値目標を定めることにより、その目標の達成度を測る「進行

管理のものさし」としての役割があります。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6
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■　

１　

計
画
の
意
義
と
特
徴

用
語
解
説

総合計画の３つの役割

まちづくりの

羅針盤

市の最上位計画であり、本市の自治の道しるべとなる“まちづくりの羅針盤”

総合計画は、本市におけるすべての計画や施策の最上位に位置づけられる計画です。自治の基本

的な考え方を定めた自治基本条例との連動のもと、めざすべき将来都市像を描き、将来都市像の

実現に向けた取組みの方向性を示す「まちづくりの羅針盤」としての役割があります。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

共存・協働の

行動指針

市民と行政の“共存・協働のまちづくりのための行動指針”

総合計画は、市民と行政が共存・協働の心を持ち、対話や交流を重ね、理解と共感を大切にし、

協力し合う関係を生み出し、めざすべき将来都市像の実現に向けてまちづくりを進めていくため、

目標を共有する「共存・協働のまちづくりのための行動指針」としての役割があります。

進行管理の

ものさし

計画的なまちづくりの達成状況を測る“進行管理のものさし”

総合計画は、本市がめざす将来都市像の実現に向けて取り組む内容を定めるとともに、その取組

みが計画的に実施されているかどうかを進行管理し、評価するための計画でもあります。目標（め

ざす姿）を明確にし、成果指標と数値目標を定めることにより、その目標の達成度を測る「進行

管理のものさし」としての役割があります。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

■モータリゼーション……自動車が大衆に広く普及
し、自家用車が生活必需品となること。日本で
は、1964 年の東京オリンピックの直後からモー
タリゼーションが進んでいった。

■地方分権……国と地方公共団体が分担すべき役割
を明確にし、国の権限や財源を地方に移譲する
とともに、地方に対する国の関与の縮減を図る
こと。
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この計画は、平成 42 年（2030 年）を展望した本市のまちづくりの目標と快適な市民

生活を実現するための施策を明らかにするもので基本構想、基本計画及び実施計画で構成

されます。

２ 計画の構成と期間

■ローリング方式……施策・事業の見直しや部分的な修正を、毎年定期的に行うこと。
用
語
解
説

　基本構想は、平成 42 年

（2030 年）を目標年次とし

て、本市の将来都市像の達

成に向けたまちづくりの方

針や施策の大綱を定めるも

のです。

１）基本構想

　基本計画は、平成 32 年

（2020 年）を目標年次とし

て「基本構想」で示された

まちづくりの実現をめざ

し、根幹的事業の施策目標

と施策を明らかにするもの

で本市の行財政運営の基本

的指針となります。

２）基本計画

　実施計画は、「基本計画」で

示された施策を実現するため

に、事業の内容や実施年度を

明らかにして、各年度の行財

政運営を具体化するものです。

社会・経済の変動に対応でき

るよう毎年３か年度を計画期

間としてローリング方式によ

り策定します。

３）実施計画

基本構想

基本計画

実施計画

平成 23年

（2011 年）

平成 32年

（2020 年）

平成 42年

（2030 年）

10年間（平成 23年～ 32年）

計画期間は３年間とし、毎年

見直しを行うローリング方式

とします。

20年間（平成 23年～ 42年）
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近年、社会経済状況は様々な面で大きく変化しています。以下に、本計画において留

意すべき、時代の潮流を整理します。

３ 時代の潮流（計画策定の背景）

■　

２　

計
画
の
構
成
と
期
間　

■　

３　

時
代
の
潮
流
（
計
画
策
定
の
背
景
）

●価値観や生活様式の多様化と共生の重要性の高まり

国際化や情報化の進展、就業形態の変

化などに伴い、価値観や生活様式が多様

化しており、近年では、ゆっくりとした

時間を楽しみながら、人と人のつながり

を大切にしようというスローライフや、

地球環境保護と人間の健康を最優先し、

持続可能な社会のあり方を志向するロハ

スと呼ばれるライフスタイルなども注目

を集めており、癒し、健康、余暇など、

心の豊かさを重視する傾向が強くなって

きています。また、男女共同参画やノー

マライゼーション、多文化共生など多様

な価値観や個性を尊重し共生することの

重要性も高まっています。

一方、格差社会の進行、核家族化によ

る家族機能の低下、地域コミュニティの

弱体化などが問題になっています。

用
語
解
説

■ロハス（LOHAS）……Lifestyles Of Health And Sustainability の略で、環境や健康への意識が高い人々による、環境と共
存しながら健康的で無理のない生活を追求するライフスタイル、またはその市場のこと。

■男女共同参画……男女が性別による社会的役割に縛られることなく、両性が対等な構成員として社会に参加すること。従来の
「男は仕事、女は家庭」という固定観念に固執することなく、個人としての社会参加が尊重される。

■ノーマライゼーション……障害児・者や高齢者などを特別な存在として見るのではなく、健常者とともに社会生活を普通に過
ごすことが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方やそれに向けた運動や施策のこと。

■多文化共生……国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築き、地域社会の構成員として
共に生きていくこと。

●少子高齢社会と人口減少社会の到来

高齢者が増加する一方、出生率などの

低下により子どもの数が減少する少子高

齢化の一層の進行を背景に、わが国の総

人口は長期にわたって減少が続く見通し

となっています。国立社会保障・人口問

題研究所が平成 17 年の国勢調査結果に

基づき推計したわが国の将来人口は、平

成 18 年度から減少に転じており、すで

に人口減少社会が到来しています。

今後、労働力人口の減少や社会保障費

の負担と給付の増加などが社会経済に与

える影響について懸念されています。そ

の一方で意欲や能力のある高齢者が地域

で活躍することが期待されています。
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●安全・安心意識の高まり

東海地震や東南海地震はいつ発生しても

おかしくない状況にあることに加え、近年

局地的な集中豪雨による被害が相次いだこ

となどにより、防災に対する意識は高まり

つつあります。阪神・淡路大震災や新潟県

中越地震、中越沖地震など大規模災害の経

験と教訓をいかし、行政のみならず地域住

民やボランティアなどの協力の下、様々な

取組みが各地で展開されています。

また、犯罪の凶悪化、低年齢化、高齢者

や子どもを巻き込む犯罪の増加などによ

り、犯罪への不安が増大しています。こう

した中、地域における主体的な防災・防犯

活動などが広がっており、市民と行政の連

携が重要となっています。加えて、近年相

次いだ偽装問題や薬物混入事件により、

「食」に関する安全性の意識や健康志向が

高まっています。

●地域経済を取り巻く状況の変化

製造業を中心に幅広い産業分野で国際市

場とのつながりを強め、経済活動のグロー

バル化が一層進む中、国際間・地域間の

競争は激化しています。また、平成 20 年

９月以降の景気低迷による雇用状況の悪化

は、各方面で新たな社会問題を引き起こし

ています。

また、団塊の世代の大量退職を迎え、労

働力人口の減少が現実のものとなる中、女

性や高齢者の労働市場への参加に加え、外

国人の雇用のあり方についても議論を深

め、労働環境の整備を進めていくことが重

要となっています。

●地球環境問題の深刻化

温室効果ガスの増加による地球温暖化な

ど、地球規模での環境問題への早急な対応

が求められています。京都議定書以降の大

幅な低炭素化を見据えた世界的な議論が進

む中、わが国においても、さらなる省エネ

ルギー対策や新エネルギー利用などの取組

みが次々と打ち出されています。愛知県で

は、愛・地球博（平成 17 年）や生物多様

性条約第 10 回締約国会議（COP10：平

成 22 年）の開催などを契機に住民や事業

者の環境に対する意識が高まり、環境に関

する住民や NPO の活動が活発化していま

す。

また、経済的発展と豊かな生活様式を実

現してきたこれまでの大量生産・大量消

費・大量廃棄社会から環境に配慮した循環

型社会への転換に向けた動きが強まってお

り、国、自治体、市民、事業者それぞれの

立場から責任ある行動が求められていま

す。
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■　

３　

時
代
の
潮
流
（
計
画
策
定
の
背
景
）

■温室効果ガス……「温暖化ガス」とも呼ばれ、地上から放出
された熱を吸収して、地球の気温上昇の原因となるガスの
こと。

■京都議定書……地球温暖化防止のため、平成９年に京都で開
催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）に
おいて採択された、先進国及び市場経済移行国の温室効果
ガス排出の削減目的を定めた議定書。

■愛・地球博……平成 17 年に愛知県で開催された万国博覧会。

■生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ 10）……生物
多様性条約は、多様な生き物や生息環境を守り、その恵み
を将来にわたって利用するために結ばれた条約であり、その
10 回目の締約国会議（ＣＯＰ 10）が平成 22 年 10 月に愛
知県・名古屋市で開催された。

■ＮＰＯ……Non Profit Organization の略で、民間非営利組
織のこと。非営利すなわち営利を目的とせず公益的な市民
活動を行う民間団体の総称。

■循環型社会……製品などが廃棄物となることが抑制され、循
環資源となった場合は適正に循環的な利用が行われること
が促進され、循環的な利用が行われない循環資源について
は適正な処分が確保され、天然資源の消費を抑制し、環境
への負荷ができる限り低減される社会。

■東海地震、東南海地震……フィリピン海プレートとユーラシア
プレートのひずみにより発生する海溝型地震。東海地震は
静岡県西部・駿河湾一帯が、東南海地震は和歌山県沖が震
源と予想されており、連動して発生することも懸念されてい
る。

■阪神・淡路大震災……平成７年１月 17 日に兵庫県淡路島北
部沖の明石海峡を震源として発生したＭ 7.3、最大震度７を
観測した地震。

■新潟県中越地震……平成 16 年 10 月 23 日に新潟県小千谷市
を震源として発生したＭ 6.8、最大震度７を観測した地震。

■新潟県中越沖地震……平成 19 年 7 月 16 日に新潟県中越地
方沖を震源として発生したＭ 6.8、最大震度６強を観測した
地震。

■団塊の世代……第二次大戦後昭和 22 年〜 24 年にベビーブー
ムが起こり、年間約 270 万人が出生した。このベビーブー
ム期の世代が団塊の世代と呼ばれている。

■地方分権……国と地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、
国の権限や財源を地方に移譲するとともに、地方に対する
国の関与の縮減を図ること。

■三位一体改革……(1) 国庫補助負担金の廃止・縮減、(2) 地
方への税源移譲、(3) 地方交付税の見直し、の三つを一体
で行う改革のこと。

用
語
解
説

●市民参加・協働意識の高まり

ボランティア意識の高まりとともに、

市民活動が活発化しており、行政への市

民参加や市民と行政の協働の重要性が高

まっています。そうした中、日常生活や

身の回りで発生する問題は、まず個人や

家庭が解決にあたり（自助）、個人や家

庭で解決できない問題は地域の助け合い

で解決し（互助）、それでも解決できな

い問題は行政が解決する（公助）という

「補完性の原則」が再認識されています。

●地方分権と市町村財政

国や地方の財政のひっ迫化などに伴

い、国の構造改革や三位一体改革 、地

方の行財政改革などが推進されてきまし

た。そのような中、基礎自治体である市

町村の役割は大きなものとなり、自主性

と自律性が一層重要になっています。

住民に最も身近な市町村が、住民ニー

ズに対応したきめ細かいサービスを提供

するとともに、生活圏の拡大に対応し、

多様化する行政事務の効率化を図る上

で、近隣市町村や県との広域的な連携の

必要性が増しています。

●教育に対する関心の高まり

高等教育機関への進学率が増加する一方、子どもの学力

の低下や道徳、生活習慣など家庭や地域での教育力の低下

が懸念されており、教育全体のあり方が見直されてきていま

す。そのような状況の中、家庭・学校・地域が相互の立場や

役割を認識し連携を図る必要性が増しています。

また、出生率の低下などにより子どもの数が減少し、家

族や地域コミュニティのあり方が変化し、人間関係や社会

性の発達にゆがみが生じる問題も懸念されています。
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４ 刈谷市のすがた

１）沿　革

本市は、愛知県のほぼ中央に位置し、中

部圏の中心都市名古屋の 20 ｋｍ圏内にあっ

て、市域は南北 13.2 ｋｍ、東西 5.8 ｋｍと

南北に細長く、面積は 50.45 ｋ㎡を有して

います。

地形は、木曽山脈が南西に延びて徐々に低

くなり、本市北部の海抜 40 ｍ内外の丘陵地

となり、碧海台地となって衣浦湾に至る西三

河平野の西部、衣浦湾頭に位置しています。

市域には八ツ崎貝塚や本刈谷貝塚をはじめ

とする原始・古代の遺跡が多く存在すること

から、大昔から衣ケ浦とそこに流れ込む本市

の三大河川（境川、逢妻川、猿渡川）周辺に

人々が集落をつくり、脈々と住み続けていた

ことがわかります。

本市が都市形態をとり始めたのは、天文２

年（1533 年）水野氏が刈谷城を築いてから

です。その後、江戸時代になり、刈谷藩の成

立によって城下町として発展してきました

が、廃藩置県という明治維新の変革により刈

谷藩は廃止され、新たな発展をみます。

明治 21 年に東海道本線が開通し、刈谷駅

が設置され、大正３年には三河鉄道（現名鉄

三河線）が開通するなど、交通の要衝として

発展し、地方商業都市としての色合いを強め

ていきました。

大正末期にはトヨタ系企業の誘致により近

代産業都市としての足がかりを得るととも

に、積極的な工業化施策を推進してきました。

昭和 25 年、県下で 11 番目の市として産

声をあげた本市は、昭和 30 年には富士松村

と依佐美村の一部を合併し、ほぼ現在の市域

を形成しました。

その後、高度経済成長とモータリゼーショ

ンの進展が相まって、自動車関連産業の集積

地として飛躍的な発展をとげた本市は、愛知

県の経済発展の先駆的役割を果たすととも

に、世界をリードする創造的な産業拠点をめ

ざす愛知県の中核都市として重要な地位を確

保しています。
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■　

４　

刈
谷
市
の
す
が
た

２）刈谷市の特性

経
済
・
産
業

活発な自動車関連産業に支えられた強固な財政基盤

◇ 本市には自動車関連産業をはじめ多

くの優良企業や事業所が立地し、市

民の就労の場となっているほか、多

くの労働力が本市に流入し継続的な

人口増加をもたらしています。また、

企業や事業所からの税収は、本市の

安定した強固な財政基盤に寄与して

います。

◇ 自動車関連企業を中心とするものづ

くり産業の集積地として、第２次産

業への依存度が高い産業構造となっ

ています。

立
地
・
地
勢

名古屋都市圏の一翼を担う交通至便な中核都市

◇ 本市は、名古屋市の 20 ｋｍ圏内に

位置し、JR 東海道本線や名鉄名古

屋本線、三河線、伊勢湾岸道路や国

道１号、23 号などの幹線道路によっ

て名古屋市及び周辺都市と連絡して

おり、交通アクセスに優れた名古屋

都市圏の一翼を担う中核都市となっ

ています。

◇ 市域は南北に細長く、大部分に工場

や住宅地が広がっています。また、

北部地域には丘陵地などの自然が残

り、南部地域には農地が広がってい

ます。

生
活
環
境

都市基盤・生活関連施設の充実

◇ 土地区画整理事業や市街地再開発事

業などによる市街地整備が進み、住

宅地や公園、上下水道といった都市

生活の基本となる基盤整備は充実し

ています。

◇ 市内には、ＪＲと名鉄が乗り入れる

刈谷駅をはじめ９つの鉄道駅が設置

されているほか、市内の各施設を連

絡する公共施設連絡バスが運行し、

市民の交通手段となっています。

◇ 日常生活での自動車依存傾向は依然

として高く、市内各所で慢性的な交

通集中が生じています。

用
語
解
説

■モータリゼーション……自動車が大衆に広く普及し、自家用車が生活必需品となること。日本では、1964 年の東京オリンピックの直後か
らモータリゼーションが進んでいった。
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保
健
・
福
祉

保健・医療・子育て支援などの施設や取組みの充実

◇ 市内の総合病院と医師会が密接に病

診連携を図っており、平成 23 年に

は総合健康センターが整備されるな

ど、医療や保健に関する取組みが充

実しています。

◇ 市内の保育園 12 園（私立２園含む）

のほかに４つの子育て支援センター

（民間１か所含む）が立地している

など、子育て支援に関する各種施設

が充実しているとともに、ファミ

リーサポートセンター事業や子ども

医療費の助成など子育て支援に関す

る取組みが充実しています。

観
光
・
文
化

刈谷ハイウェイオアシスを中心とした
観光交流や文化活動の活発化

◇ 年間 800 万人を超える利用客を誇る

刈谷ハイウェイオアシスをはじめ、

万燈祭や大名行列、フローラルガー

デンよさみ、亀城公園、小堤西池の

カキツバタ群落などの観光資源があ

り、市内外からの来訪者に利用され

ています。

◇ 生涯学習センターや図書館、美術館

などの各種公共施設も充実し、市民

の文化活動などが活発に行われてい

ます。

教
育
・
ス
ポ
ー
ツ

理科・科学教育が充実した
教育環境やスポーツ活動の活発化

◇ 市内には、幼稚園が 18 園 ( 私立２園

含む )、小学校が 15 校、中学校が６

校あるほか、高等学校が５校と国立

大学が１校立地し、教育環境は充実

しています。また、昭和 32 年から毎

年開催されている「児童生徒理科研

究発表会」や、企業が開催する少年

少女発明クラブなど、理科・科学教

育が活発に行われています。

◇ 市内６中学校区のすべてに総合型地

域スポーツクラブがあるほか、バス

ケットボールやソフトボールなど国

内トップリーグに加入するチームも

多く、地域・企業で活発なスポーツ

活動が行われています。

14



人
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

まちづくり・地域づくりを支える豊富な人材

◇ 本市の人口は一貫して増加を続けており、

他都市と比べても若年人口の割合や出生率

も高く、高い人口増加率を維持しています。

◇ ボランティア活動やまちづくり活動を担う

事業者や団体、人材も多く、こうした人材

が活躍できる環境づくりのため、市民ボラ

ンティア活動支援センターの開設や情報

ネットワークの構築、平成 21 年には刈谷

市共存・協働のまちづくり推進条例が制定

されるなど、市民参加や協働によるまちづ

くりの仕組みも整えられています。

◇ 転入・転出などの社会移動が多く、単身者

など小規模な世帯が多くなっています。ま

た、人口に占める在住外国人の割合も高く

なっています。

■ハイウェイオアシス……公園と高速道路の休憩施設を一体的に整備し、高速道路からも一般道路からも利用できるようにしたエリア。

■病診連携……患者に対し、より効率的、効果的な医療を提供するために、身近な開業医（かかりつけ医）と専門的な医療機関が役割や
機能を分担し、お互いに連携すること。

■ファミリー ･サポート･センター……地域において育児の援助を受けたい人（依頼会員）と行いたい人（援助会員）が会員となり、育児
について助け合う会員組織。

■総合型地域スポーツクラブ……子どもから高齢者、障害のある人まで、様々なスポーツを愛好する人々が参加できる、地域住民が自主的・
自発的に運営する総合的なスポーツクラブ。

用
語
解
説

■　

４　

刈
谷
市
の
す
が
た
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５ まちづくりの主要課題

計画策定の背景となる時代の潮流や本市の現況・特性から、これからの本市のまちづくりにお

いて解決していくべき、重点課題を整理します。

災害や身近な地域での犯罪、事故

などの不安を軽減し、まちの安全性

を高めるとともに、高齢者や障害の

ある人、外国人など、年齢や言葉、

生活習慣などの違いによらず、誰も

が地域で支えあいながら、安心して

健康的に暮らすことができるまちづ

くりが求められています。

市内外・地域間・世代間などの様々

な交流や、文化・スポーツ・産業な

どまちの資源をいかした取組みによ

り、刈谷市全体の活力や魅力を高め

るとともに、市民の生活・交流の拠

点であり、まちの顔となる中心市街

地の活力や魅力を高めていくことが

求められています。

ゆとりある暮らしを支える生活基

盤として、自然環境の保全・再生と

ともに、自然と調和した市街地の計

画的な整備が求められています。ま

た、市民が心のゆとりや生きがいを

実感できるよう、文化・スポーツ・

学習活動などの充実が求められてい

ます。

学校や家庭、地域や事業者などと行政が一体と

なって、子育て支援施策の一層の充実や家庭・地

域の教育力の向上を図り、子どもを安心して生

み、育てられる環境づくりを進めるとともに、次

代を担う子どもや若者が社会参加などを通して自

ら成長できる環境づくりが求められています。

本市が将来にわたり持続的に発展していくた

め、地球規模で深刻化する環境問題に対応した低

炭素・循環型のまちづくりを進めるとともに、産

業の振興を図り、安定した財政力の維持・向上に

努めていくことが求められています。

市民や事業者と行政が協働でより良いまちづく

りを実践していくため、市民一人ひとりの意識や

モラルを底上げし、協働のまちづくりの担い手と

なる人材や団体を育成するとともに、地域コミュ

ニティ組織や事業者、大学などとの協働体制を構

築していくことが求められています。

市民や事業者と協働し効率的で効果的な行政経

営を行うため、市民と行政の意思の疎通を深め、信

頼関係の土台となる情報の共有化を図るとともに、職

員の意識や意欲、能力の一層の向上を図り、市民に

信頼される市役所づくりが求められています。

重点課題１

暮らしの安全・
　　　　安心の確保

重点課題2

まちの活力や
　　　　魅力の強化

重点課題3

ゆとりや生きがいの創出

重点課題4

次代を担う子ども・若者の育成

重点課題5

未来に受け継ぐ持続可能な
　　　　　　　　　まちづくり

重点課題6

市民力・地域力の向上

重点課題7

市民と行政の信頼関係の強化
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１ 刈谷市のめざす都市像

１）将来都市像

本市は、平成 14年に策定した第６次総合計

画に基づき「人にやさしい快適産業文化都市」

の実現をめざし、快適で安心した豊かな暮らし

を支える住環境や生活関連施設の整備、各種福

祉サービスや教育、文化・交流事業などの充実、

まちの活力となる産業の振興、さらには、まち

づくりへの市民参加や行政との協働を進めるた

めの土台づくり、効率的な市政運営のための行

財政改革の推進などに積極的に取り組み、一定

の成果をあげてきました。

しかし、少子高齢社会や人口減少社会の到

来、社会経済状況の変化の激しい時代を迎え、

行政のみならず多様な主体がまちづくりに参加

し、市民力や地域力を発揮できるまちづくりが

必要になってきました。今後は、第１編の総論

において時代の潮流や本市の特性などを踏まえ

て整理した課題などを解決し、市民一人ひとり

が暮らしやすさを実感でき、自らのまちに誇り

を持ち、本市が魅力あるまちとして今後も持続

的に成長し続けていくことができるよう努めて

いかなければなりません。

まちづくりにおいては、市民一人ひとりがい

きいきと自己実現を図り、自立した生活を送

り、地域社会の一員として多様な活動に主体的

に関わることにより、心豊かに輝きのある暮ら

し方ができるまちをめざすことが大切です。

そのために、生活における安心の確保と快適

な公共空間の整備を進め、市民が日常生活に対

する不安や不便さを解消することに努める必要

があります。また、製造業を中心に本市の発展

を支えてきた産業は、持続可能な都市機能の維

持発展には欠くことのできない要素であり、今

後も大切に育てていく必要があります。一方、

長い年月を経て先人たちから受け継いできた歴

史や文化は、まちの誇りであり、まちへの愛着

を育む重要な要素です。歴史や文化をきちんと

受け継ぎ、後世へと伝えていくことも大切な責

務です。

こうした思いを込めて、第７次総合計画にお

いては、将来都市像を「人が輝く　安心快適な

産業文化都市」とし、生活の安心や快適、環境

との調和を図り、本市の特性であるものづくり

地域の維持発展に努めるとともに、ふるさとの

歴史や文化を継承し、市民が主体的にまちづく

りに参加できる都市をめざします。

将来都市像 人が輝く

18



２）将来人口

基本構想の目標年次である平成 42 年

（2030 年）の人口を 167,000 人、世帯数

を 72,000 世帯と想定します。

３）まちづくりの指標

将来都市像の実現に向けて、市民満足度に

関する以下のまちづくり指標を設定します。

■　

１　

刈
谷
市
の
め
ざ
す
都
市
像

人　口

145,476
人

167,000
人

世帯数

59,398
世帯

72,000
世帯

平成 20年
（2008 年）

平成 42年
（2030 年）

人口・世帯

平成 22年
（2010 年）

平成 42年

（2030 年）

市民満足度

住みごこち

82.5％ 85％

居住意向

87.5％ 90%

市政への
満足度

85.4％ 88%

住みやすさを実感
している市民の割
合

住み続けたいと
思っている市民の
割合

市政に対して不満
と感じていない市
民の割合

安心快適な産業文化都市
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２ 土地利用構想

これまでの土地利用は、高度経済成長と急激な人口増加及びモータリゼーションの進展

に伴い、主に都市の量的な拡大を前提として進めてきました。しかし、高齢社会の到来や

環境に配慮した生活志向などの時代潮流の変化から、人口増加や経済成長に対応しつつ、

生活に必要な機能が身近なところに確保された暮らしやすさの向上などを図る都市の質的

成長へと転換していく必要があります。

土地利用は、市民生活や産業活動の基盤である都市的土地利用、農産物の生産基盤であ

る農業的土地利用及び自然環境を保全する自然的土地利用の３つに区分されます。

今後の土地利用は、本市のめざすべき将来都市像「人が輝く　安心快適な産業文化都市」

を実現するために、これらの土地利用が健全な調和を保つことを基本として、市民が安心

して快適に暮らすことができる持続可能なまちづくりをめざします。

●都市的土地利用の方向性
持続可能なまちづくりには、都市基盤の整備費や維持管理費などの都市経営コストや環

境負荷を抑える効率的な土地利用が求められています。住居系、商業系、工業系のそれぞ

れの用途区分に応じた基盤整備を図るとともに、市域における地理的条件、地域特性及び

まちづくりの熟度などを踏まえて、都市機能や生活機能などを担う拠点を、選択と集中に

より適切に配置することに努めます。

●農業的土地利用の方向性
農地は、農産物の生産基盤であるだけでなく、防災空地や緑地空間、遊水池的機能など

の多面的な役割を持っています。農業の維持発展を支えるため、ほ場や用排水施設などの

基盤整備を図るとともに、都市的土地利用や自然的土地利用との調和を保ち、現在残され

ているまとまりのある優良農地の維持・確保に努めます。

■モータリゼーション……自動車が大衆に広く普及し、自家用車が生活必需品となること。日本では、1964 年の東京オリンピックの直後か
らモータリゼーションが進んでいった。

■優良農地……10ｈａ以上の規模の一団の農地で、区画が大きく大型農業機械の使用が可能な農地。

●自然的土地利用の方向性
都市化の進展とともに、減少傾向にある貴重な樹林や親

水空間としての河川及びため池などの水辺につい

ては、生活にやすらぎやうるおいを与える

だけでなく、環境保全や防災、レクリ

エーション、景観形成などの観点

からも大きな役割を果たしていま

す。市内に残る貴重な樹林や水

辺などの自然環境を保全する

とともに、緑化の推進に努め

ます。

用
語
解
説
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３ まちづくりの基本方針と施策の体系

１）まちづくりの基本方針

将来都市像の実現に向けて取り組むまちづくりの基本的な方向性を示す５つの基本方

針を掲げます。

基本方針1 都市と自然が織りなす住みよいまちづくり

人と環境の共生する持続可能な低炭素社会や循環型社会の形成に配慮し、快

適な都市空間の整備を進めることにより、生活の質を維持・向上させること

をめざし、都市と自然が共存した魅力ある住みよいまちづくりを進めます。

基本方針2 生きる力を育み生きる喜びを実感できるまちづくり

確かな学力の定着と豊かな人間性の育成をめざし、家庭、地域との連携を深

め、特色のある学校づくりを進めるとともに、学習する意欲と能力を養い、

低年齢から生涯にわたって学習できる生涯学習都市づくりを進めます。

基本方針3 人と技術で賑わいを創り笑顔で働き続けられるまちづくり

ものづくりによって培ってきた高い技術と能力の蓄積を有効にいかしつつ、

農業、商業、工業とバランスの取れた産業の振興を図り、誰もが笑顔で働き

続けることのできる賑わいのある明るいまちづくりを進めます。

基本方針4 支えあいみんなが元気で安心して暮らせるまちづくり

行政と市民、事業者、大学などが協力・連携し、より良い保健・福祉サービ

スの維持・向上を図るとともに、災害や犯罪、交通事故などに対する安全性

を高めることにより、みんなで支えあいながら、住みなれた地域で心豊かに

安心して暮らせるまちづくりを進めます。

基本方針5 市民と行政の信頼と協働で築くまちづくり

市民と行政の双方向によるまちの環境を整備することにより、市民と行政の

信頼関係を深め、豊かで魅力あるまちの実現に向けて協働できるまちづくり

を進めます。

■低炭素社会……二酸化炭素の排出が少ない社会。

■循環型社会……製品などが廃棄物となることが抑制され、循環資源となった場合は適正に循環的な利用が行われることが促進され、
循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低
減される社会。

■　

２　

土
地
利
用
構
想　
　

■　

３　

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
と
施
策
の
体
系

用
語
解
説
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２）施策の体系

将来都市像の実現に向けて、基本方針に基づき各分野で取り組む、施策の体系を以下に

示します。

基本方針 分　　野 施　　策

1
都市と自然が織りなす住

みよいまちづくり
都 市 環 境

市街地・住環境

道路・交通

公園緑地・緑化

河川・池沼

上水道

下水道

循環型社会・環境保全

低炭素社会

2
生きる力を育み生きる喜

びを実感できるまちづく

り

教 育 文 化

学校教育

青少年育成

生涯学習

スポーツ

文化・芸術

歴史・文化財

3
人と技術で賑わいを創り

笑顔で働き続けられるま

ちづくり

産 業 振 興

農業

商工業

観光

4
支えあいみんなが元気で

安心して暮らせるまちづ

くり

福 祉 安 全

健康づくり

地域福祉

次世代育成・子育て支援

高齢者福祉

障害児・者福祉

社会保障

防災

防犯・交通安全

市民生活

5
市民と行政の信頼と協働

で築くまちづくり
計 画 推 進

参加・協働

共生・交流

情報共有

行政経営
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４ 基本構想の推進にあたって

基本構想を推進していく上で留意すべき基本的な考え方を以下に示します。

●自治基本条例との連動によるまちづくりの推進

地方分権が進む中で、地域特性を反映した個性豊かで活力ある地域社会を実現し、市

民と行政の連携と役割分担のもとで自立した市政運営を行うため、本市では、総合計画

の策定に並行して、基本構想に掲げた将来都市像の実現に向けた行動理念として自治基

本条例を定めました。自治基本条例は本計画とともに、今後のより良い刈谷市政を実現

していく上で車の両輪の役割を果たすものであり、総合計画と自治基本条例の連動性を

確保し、相互の実効性を高め合うことにより、基本構想に掲げた将来都市像の実現と市

民本位の自治のまちづくりを推進します。

●共存・協働によるまちづくりの推進

基本構想の推進に向けては、市民・事業者・市民活動団体などと行政がまちづくりの

目標を共有し、お互いに地域社会における役割を担い、相互に協力・連携していくこと

が重要です。そのために、情報を共有し、お互いの考えや想いを理解し合うことに努め

ます。

そして、市民がまちづくりの主役となり、市

民一人ひとりが主体的に共存・協働の心を持

ち、対話や交流を重ね、理解と共感を大切にし、

協力し合う関係を生み出し、将来都市像の実現

に向けて、様々な形でまちづくりに貢献する共

存・協働のまちづくりを推進します。

●達成すべき目標の明確化と進行管理の実施

基本構想に掲げた将来都市像の実現に向けて、選択と集中に基づく事務事業の実効性

の向上に努め、人材や財源など本市が有する資源の有効活用に留意するとともに、政策・

施策についてもその達成水準を示す成果指標を具体的な数値目標として設定し、行政評

価制度との連動のもとで定期的な成果の検証・評価を行い、計画の進行管理に努めます。

そのプロセスにおいては、評価委員会をはじめとする市民の参加機会の創出に努め、

透明性の確保に留意します。また、成果の検証・評価の方法についても適宜改善や改革

を進め、進行管理の実効性の確保・向上に留意します。

さらに、進行管理の結果を予算編成に活用するとともに、執行体制の視点からの点検

も行い、組織体制や職員配置計画にも活用するなど、計画、予算、組織の連携を一層強

固なものとします。

■地方分権……国と地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、国の権限や財源を地方に移譲するとともに、地方に対する国の関与
の縮減を図ること。

■　

３　
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１）計画の期間

この基本計画の計画期間は、平成 23 年（2011 年）を初年とし、平成 32 年（2020 年）

を目標年次とする 10 年間とします。

２）人口の見通し

●総人口・世帯数

本市の人口は、目標年次である平成 32 年（2020 年）には、平成 20 年（2008 年）よ

りもおよそ１万３千人増加し、15 万９千人と予測されます。

世帯数は、今後も出生数の減少、単身世帯や夫婦世帯の増加などにより世帯の小規模化

がさらに進むことを見込み、目標年次である平成 32 年（2020 年）には、平成 20 年（2008

年）よりもおよそ６千世帯多い６万５千世帯になると予測されます。
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人 推計値実績値
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※平成20年までの実績値は住民基本台帳と外国人登録の合算による人口･世帯数

推計値実績値
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●年齢別人口

本市の年齢３区分別人口は、平成

20 年（2008 年）では、年少人口（０

〜 14 歳）が 22,957 人（総人口に対

する構成比 15.8％）、生産年齢人口（15

〜 64 歳）が 101,231 人（69.6％）、

老年人口（65 歳以上）が 21,288 人

（14.6％）となっています。

今後は、出生数の減少や団塊の世代

の加齢などにより、少子高齢化が一層

進むと見込まれ、目標年次である平成

32 年（2020 年）には、年少人口が

20,900 人（13.1％）、生産年齢人口

が 106,700 人（67.1％）、老年人口が

31,400 人（19.8％）になると予測さ

れます。

●就業人口

本市の就業人口は、平成 17 年の国

勢調査では 75,516 人、15 歳以上人

口に対する就業率は 63.6％となって

います。今後は、人口増加に伴い生産

年齢人口、就業人口は増加するもの

の、高齢化が進むことにより就業率

は低下し、目標年次である平成 32 年

（2020 年）には 83,500 人、就業率

は 60.5％になると予測されます。

産業別では、第１次産業と第２次

産業は緩やかな減少傾向にあり、今

後はほぼ横ばいで推移すると見込ま

れ、平成 32 年（2020 年）には、第

１次産業は 1,100 人（総就業人口に

対する構成比 1.3％）、第２次産業は

39,800 人（47.7％）になると予測さ

れます。また、第３次産業は増加傾向

にあり、今後もこうした傾向が続くと

見込まれ、平成 32 年（2020 年）に

は 42,600 人（51.0％）になると予測

されます。

■　

第
１
章　
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推計値実績値
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■団塊の世代……第二次大戦後昭和 22 年〜 24 年にベビーブームが起こり、年間約 270 万人が出生した。このベビーブーム期の世代が
団塊の世代と呼ばれている。用

語
解
説
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３）土地利用計画

●現状と課題

これまでの本市における土地利用は、都市と農

地の大きな二つの土地利用を調整し、ゾーニング

することにより市域の整備を進めてきました。市

街化区域においては、主に住居系、商業系、工業

系という用途区分に応じた基盤整備を進めること

で、良好な市街地を形成してきました。一方、市

街化調整区域においては、農用地区域における農

業の生産基盤を中心に整備するとともに、人口増

加や経済成長に伴う土地需要に対応するため、農

地とのバランスを保ちつつ、市街化区域の拡大を

図ってきました。

しかし、全国的には人口減少社会に突入し、国

立社会保障・人口問題研究所の推計（出生中位・

死亡中位）では、わが国の総人口は平成 58 年

（2046 年）には１億人を割り込むとされていま

す。本市は、堅調な産業基盤に支えられ、今後も

人口は増加すると見込まれますが、65 歳以上の

高齢化率が一層進展することや地球環境にやさし

い都市構造への転換などに対応した土地利用も望

まれています。そのため、既存の市街化区域にお

ける土地の高度有効利用を図るとともに、製造業

を中心とした産業の維持発展と増加する人口に対

応する新たな土地の供給を行う計画的な土地利用

を進めていく必要があります。

こうした中で、今後の土地利用は、市街化区域

内の住居系、商業系、工業系といった市民生活や

産業活動の基盤である都市的土地利用、市街化調

整区域を中心とした農産物の生産基盤である農業

的土地利用、市街化区域及び市街化調整区域に点

在する緑地、樹林、河川、沼地などの自然的土地

利用に大きく区分し、市域全体の中で、これらの

土地利用が健全な調和を保つことが大切です。特

に、都市的土地利用では、都市基盤の整備費や維

持管理費といった都市経営コストや環境負荷を抑

える効率的な土地利用を進める観点からも、市民

生活に必要な都市機能が集約されたまちづくりが

求められています。

28



■　

第
１
章　

基
本
フ
レ
ー
ム

●土地利用計画

①都市的土地利用

◆機能集約型都市構造への再編

刈谷駅周辺地区は、鉄道をはじめとする本市の

中心的な交通結節点であると同時に、居住・商業・

業務・医療・福祉施設などの市民生活に必要な施

設などが多く集積された地域であることから、都

市の中心的な拠点として土地の高度利用を誘導

し、引き続き都市機能の集約を進める都市拠点と

します。また、刈谷駅を除く交通結節点などを中

心とする地域については、市民の日常生活におけ

る生活利便性の向上に寄与する機能を誘導する地

域とします。

都市拠点とそれぞれの地域は、市民生活に必要

な機能を適切に分担し、相互に連携する必要があ

ります。その連携は、鉄道やバスなどを活用した

都市交通ネットワークを形成することにより、市

民が便利で住みやすいと感じるまちづくりを推進

します。

◆既成市街地の再生

既成市街地は一定の都市基盤の整備が完了して

いますが、高齢社会の到来や低炭素社会の構築に

対応する必要性から、市内の主な地域を都市及び

生活機能を集積する様々な拠点として位置づけ、

その地域の特性や日常生活の利便性向上の観点か

ら、都市の再生や土地利用を誘導する用途地域の

再配置などに取り組みます。 

◆計画的な市街地の拡大

製造業を中心とする産業基盤に支えられ、本市

の人口は、今後も増加傾向で推移すると予想され

ることから、低炭素社会の構築に配慮し、農業的

土地利用及び自然的土地利用との調和を保ちつ

つ、新市街地を創出します。

中心市街地

本市の玄関口である刈谷駅周辺地区は、民間投資

を含む市街地再開発事業などによる都市基盤の再生

により、土地の高度利用を誘導することで、中心市

街地としての魅力や活力を創出します。

密集度の高い市街地

古くから集落が形成され、建物が密集する地域

は、道路幅員も狭く、防災安全上の観点から多くの

課題を抱えています。こうした地域は、市民の自主

的なまちづくりの取組みへの支援を通して合意形成

を図り、道路や公園などの整備を誘導し、ゆとりあ

る生活空間を創出し、安全で良好な住環境を形成し

ます。

住居系新市街地

増加する人口の定住化を促進するため、職住近接

に配慮し、道路をはじめとする既存インフラなどの

有効活用が可能な地域に、住居系新市街地を計画的

に創出します。

工業系新市街地

製造業を中心とする産業の振興は、本市の経済活

力を持続的に維持・発展させる資源であることか

ら、物流の利便性が高い地域に工業系新市街地を創

出します。

■低酸素社会……二酸化炭素の排出が少ない社会。
用
語
解
説
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②農業的土地利用

◆集団的優良農地の確保

本市の農業は水稲や果樹、露地野菜などを主体

として構成されており、名古屋市など大都市に近

く流通性に優れている利点をいかし、都市近郊型

農業が営まれています。

産業としての農業を維持・発展させるため、現

在残されているまとまりのある優良農地の維持・

確保に努めます。

◆農地の高度利用

農業経営基盤である集団的な優良農地を維持し

つつ、農業の担い手を育成し、農地の利用集積を

進めることで農業経営規模の拡大を促進します。

さらに農業生産の基礎的資源である集団的な優

良農地に対し、ほ場区画の大規模化、農道やかん

がい排水施設などの整備を進めるとともに、水稲

と小麦の二毛作など農地の高度利用を推進するこ

とで農業の生産性の向上を図ります。

◆生きがい農業の推進

市内に点在する畑を中心とした遊休農地につい

ては、市民の生きがい農業の場として活用してい

くことで、ゆとりとやすらぎの空間の拡大に努め

ます。

◆多面的機能の維持

農地は集中豪雨時の遊水池的機能や、地震発生

時の防災空地機能など農業生産機能以外にも大き

な役割を果たしていることから、自然的土地利用

との調和を図りながら、農地の持つ多面的な機能

の維持に努めます。

③自然的土地利用

◆緑地の維持保全

都市化の進展とともに減少傾向にある貴重な樹

林や親水空間としての河川及びため池などの水辺

については、環境保全や防災、レクリエーション、

景観形成などの観点から保全に努めます。

特に、国の天然記念物に指定されている小堤西

池のカキツバタ群落をはじめとした、貴重な自然

財産を有する北部の樹林や水辺などについては、

保全とともに自然に親しむことのできる空間とし

ての活用を図ります。

◆新たな緑の創出

日常のレクリエーションや地域の憩いの場とし

て、身近な公園や緑地の整備を推進します。

また、市内中部地域は、北部・南部地域に比べ、

緑被面積が少なく、積極的に緑化を図る必要があ

るため、市民や事業者との協力のもと、公共施設

や民有敷地内における緑化を推進し、新たな緑を

創出します。

◆水と緑のネットワーク

水と緑の骨格となる境川、逢妻川、猿渡川の３

河川を基軸とし、北部地域のため池群や緑地拠点

となる公園・緑地を街路樹のある道路や緑道で結

び、水と緑のネットワークを形成することによ

り、自然と都市が融合したうるおいのある都市環

境を創出します。

■優良農地……10 ｈａ以上の規模の一団の農地で、区
画が大きく大型農業機械の使用が可能な農地。用

語
解
説
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重点プロジェクト

720プラン
将来都市像の実現に向けて、７つの重

点課題に対応した重点プロジェクトを

掲げ、それぞれのプロジェクトに基づ

く 20 のプランを設定し、重点的に取

り組んでいきます。

第
２
章　

将
来
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

安全・安心
プロジェクト

〜暮らしの安全・安心の確保〜

● 安心して歩けるまちづくり

● 災害に強いまちづくり

● 自立して安心して暮らせる地域づくり

● 食育と運動で健康づくり

● 多文化共生が息づくまちづくり

活力・魅力
プロジェクト

〜まちの活力や魅力の強化〜

● 中心市街地の活力を高めるまちづくり

● 地域間・世代間などの活発な交流づくり

● 誇りと愛着のもてるまちづくり

　ゆとり・生きがい
プロジェクト

〜ゆとりや生きがいの創出〜

● 住環境と生活利便性の向上を図るまちづくり

● 市民が活動しやすい施設・環境づくり

● 自然を身近に感じるうるおいのあるまちづく

り

次世代育成
プロジェクト

〜次代を担う子ども・若者の育成〜

● 子どもを生み ･ 育てやすい環境づくり

● 子ども・若者の可能性を引き出す環境づくり

持　　続
プロジェクト

〜未来に受け継ぐ持続可能なまちづくり〜

● まちの持続的な発展を支えるバランスの取れ

た産業づくり

● 自転車や公共交通機関を利用しやすく環境に

やさしいまちづくり

● 安定した財政力を持続できるまちづくり

 市民力・地域力
プロジェクト

〜市民力・地域力の向上〜

● 一人ひとりが高い意識やモラルを持った人づ

くり

● 地域の課題を「自分ごと」で考え活動できる

人づくり

信　　頼
プロジェクト

〜市民と行政の信頼関係の強化〜

● 市民と行政が意思を通じあい情報を共有でき

る関係づくり

● 市民に信頼される市役所づくり
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重点プロジェクト

720プラン
将来都市像の実現に向けて、７つの重

点課題に対応した重点プロジェクトを

掲げ、それぞれのプロジェクトに基づ

く 20 のプランを設定し、重点的に取

り組んでいきます。

■　

第
２
章　

将
来
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

安全・安心プロジェクトに対する目標指標 現状値
目標値

2015 年 2020 年

犯罪や事故への不安がなく安心して外出できると思う市民の割合 49.7% 55% 60%

災害に強いまちと思う市民の割合 51.5% 60% 70%

地域の支えあいにより高齢者や障害者も安心して暮らせると思う市民の割合 58.3% 63% 68%

日頃から健康づくり活動を実践している市民の割合 70.4% 75% 80%

外国人と地域で共生して暮らしていると思う市民の割合 37.0% 40% 45%

活力・魅力プロジェクトに対する目標指標 現状値
目標値

2015 年 2020 年

刈谷駅周辺が活気や魅力があると思う市民の割合 49.3% 55% 65%

地域での交流や世代・分野などの垣根を越えた交流が活発であると思う市民
の割合

35.3% 45% 50%

刈谷市に誇りや愛着を感じていると思う市民の割合 74.8% 77% 80%

ゆとり・生きがいプロジェクトに対する目標指標 現状値
目標値

2015 年 2020 年

快適で便利な住環境が整備されていると思う市民の割合 74.7％ 77％ 80％

各種施設が整い、文化やスポーツ、学習活動などに取り組みやすいと思う市
民の割合

72.2％ 74％ 77％

緑や自然を身近に感じることができると思う市民の割合 65.7％ 67％ 70％

次世代育成プロジェクトに対する目標指標 現状値
目標値

2015 年 2020 年

子どもを生み ･育てやすいと思う市民の割合 75.8% 78% 80%

近所の人をみかけたらあいさつをする子どもの割合 80.7% 85% 88%

持続プロジェクトに対する目標指標 現状値
目標値

2015 年 2020 年

産業が活発であると思う市民の割合 90.2% 91% 91%

日常の移動手段として、自転車や公共交通機関の利用を心がけている市民の
割合

38.8% 41% 45%

健全な財政状況を維持していると思う市民の割合 65.7% 68% 70%

信頼プロジェクトに対する目標指標 現状値
目標値

2015 年 2020 年

市民の意見が市政に反映されていると思う市民の割合 40.4％ 45％ 50％

効率的な行政運営が行われていると思う市民の割合 50.5％ 55％ 60％

市民力・地域力プロジェクトに対する目標指標 現状値
目標値

2015 年 2020 年

市民一人ひとりの意識やモラルが高いと思う市民の割合 42.7％ 46％ 50％

地域活動やボランティア活動が活発であると思う市民の割合 57.0％ 60％ 62％

33

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画

参
考
資
料



安
全
・
安
心 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
　

〜
暮
ら
し
の
安
全
・
安
心
の
確
保
〜

P L A N  02

P L A N  03

P L A N  01 安心して歩けるまちづくり

災害に強いまちづくり

自立して安心して暮らせる地域づくり

防犯や交通安全に対する地域活動を促進するとともに、歩道や防犯灯の

整備を推進するなど、身近な地域の犯罪や事故などへの不安を軽減し、安

心して歩ける安全なまちづくりを進めます。

防災性の高い都市基盤整備を行うとともに、市民の防災意識の高揚や地

域での連携や活動を促進し、ハード、ソフトの両面から地震や風水害など

の災害に強い安全なまちづくりを進めます。

地域住民同士が日頃からあいさつを交わし、助け合う存在となれるよ

う、一人ひとりの助け合い意識の醸成や地域の風土づくりを促進し、高齢

者や障害のある人など誰もが、住みなれた地域で支えあい、自立して安心

して暮らすことができる地域づくりを進めます。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境 道路 ･ 交通 歩道 ･自転車道の整備 51

教育文化 学校教育
安全・安心で地域に開かれた学校づ
くり

67

福祉安全 防犯 ･ 交通安全

防犯 ･交通安全意識の高揚

103地域の安全性の強化

地域の安全活動の推進

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境

市街地 ･ 住環境 住環境の充実 49

河川 ･ 池沼
河川の改修

55
治水 ･雨水対策

上水道 災害対策の充実 57

下水道 下水道施設の保全と災害対策 59

福祉安全 防災

防災意識の高揚

101
災害対策本部機能の充実

防災体制の充実

災害に強いまちづくり

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

福祉安全

健康づくり 地域医療体制の充実 89

地域福祉

福祉の心の醸成

91地域福祉活動の推進

地域福祉推進体制の充実

高齢者福祉

高齢者の社会参加 ･生きがいづくり

95
高齢者世帯への生活支援

介護予防の推進

介護サービスの充実

障害児 ･ 者福祉 社会参加と自立支援 97
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P L A N  04

P L A N  05

食育と運動で健康づくり

多文化共生が息づくまちづくり

食の安全を確保し食育の推進ができる環境を整備するとともに、生活習

慣病予防やスポーツ活動を促進するなど、各種スポーツ施設や総合健康セ

ンターなどを有効に活用し、市民の健康の維持増進を支える健康づくりを

推進します。

在住外国人が安心して地域で暮らすことができるよう、教育環境の整備

や生活情報の提供などの充実を図るとともに、外国人と日本人との相互理

解や交流を促す多文化共生が息づくまちづくりを進めます。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境 公園緑地 ･ 緑化 緑地 ･緑道の整備 53

教育文化

学校教育 学校給食の充実 67

スポーツ

スポーツ活動プログラムの充実

73スポーツ施設の整備 ･充実 ･開放

スポーツ指導者の育成

産業振興 農業
農業振興の推進

81
食育の推進

福祉安全 健康づくり 健康の増進 89

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

教育文化 学校教育 教育内容の充実 67

福祉安全 市民生活 市民相談の充実 105

計画推進 共生 ･ 交流
多文化共生の推進

111
国際交流・都市間交流の推進

■　

第
２
章　

将
来
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

▼　

安
全
・
安
心

■食育……生活していく上での基本として、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、

健全な食生活を通じて人間を育てること。

■生活習慣病……高血圧、糖尿病など生活習慣（食生活、運動不足、飲酒、喫煙）が発症原因に

深く関与している疾患の総称。

■多文化共生……国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を

築き、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

用
語
解
説
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活
力
・
魅
力 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

〜
ま
ち
の
活
力
や
魅
力
の
強
化
〜

P L A N  06

P L A N  07

P L A N  08

中心市街地の活力を高めるまちづくり

地域間・世代間などの活発な交流づくり

誇りと愛着のもてるまちづくり

刈谷駅南北の駅前広場の整備などを契機として、市民の生活や交流の拠

点であり、まちの顔ともなる刈谷駅周辺や中心市街地の魅力や活力、付加

価値を一層高めていきます。

市内における地域間、世代間などの様々な交流を活発化するとともに、

近隣市町をはじめ国内外の都市との交流を深め、まちの活力を高めます。

文化、スポーツ、交流施設などの立地やものづくり産業の集積、活発な

企業スポーツ、交通アクセスの良さなど、まちの個性や魅力となっている

他都市に負けない強みをいかし、観光の振興、市の知名度やブランド力の

向上、来訪者の増加などを図り、市民が誇りと愛着をもてるまちづくりを

進めます。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境 市街地 ･ 住環境

計画的な土地利用

49
市街地の整備 ･改善

住環境の充実

まちなみ ･景観の充実

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

福祉安全
次 世 代 育 成 ･ 子
育て支援

子どもの居場所づくり 93

計画推進

参加 ･ 協働
市民活動の推進

109
地域活動の推進

共生 ･ 交流

多文化共生の推進

111国際交流・都市間交流の推進

産学官の交流 ･連携の促進

行政経営 広域行政・広域連携の推進 115

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

教育文化

スポーツ スポーツ活動プログラムの充実 73

文化 ･ 芸術 文化芸術の拠点づくり 75

歴史 ･ 文化財

刈谷城 の整備

77
歴史博物館の整備

文化財の保護・伝承・活用

歴史の啓発

産業振興 観光

「ふるさと刈谷」の魅力向上と発信

85
産業観光の推進

観光資源の発掘と活用

刈谷レストラーレ構想の推進

■産業観光……歴史的文化的価値のある産業文化財（古い機械器具、工場遺構などのいわゆる産

業遺産）、生産現場（工場、工房、農・漁場など）、産業製品を観光対象（資源）として人的

交流を促進すること。

■レストラーレ……ラテン語で「元気を回復する」、「癒す」を意味する言葉。

用
語
解
説
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■　

第
２
章　

将
来
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

▼　

活
力
・
魅
力　

▼　

ゆ
と
り
・
生
き
が
い

ゆ
と
り
・
生
き
が
い 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

〜
ゆ
と
り
や
生
き
が
い
の
創
出
〜

P L A N  09

P L A N  10

住環境と生活利便性の

　　　向上を図るまちづくり

市民が活動しやすい施設・環境づくり

ゆとりある暮らしを支える生活基盤として、既存の市街地につい

ては、市街地の整備改善や生活利便性の一層の向上などによる住環

境の維持、向上を図ります。

市民が心のゆとりや生きがいを実感し、相互の交流を深め、地域

の活性化にもつながる、文化、スポーツ、生涯学習をはじめ様々な

活動の機会を充実するとともに、活動の場となる各種施設を市民の

目線で検証し、より一層の有効活用を図ります。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境

市街地 ･ 住環境

計画的な土地利用

49
市街地の整備 ･改善

住環境の充実

まちなみ ･景観の充実

道路 ･ 交通
道路の整備

51
公共交通の充実

下水道 公共下水道の整備 59

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

教育文化

生涯学習

学習機会の充実

71学習活動の支援

生涯学習施設の利用促進

スポーツ

スポーツ活動プログラムの充実

73クラブ・団体の育成

スポーツ施設の整備 ･充実 ･開放

文化 ･ 芸術

鑑賞・体験の機会づくり

75創作・発表の機会づくり

文化芸術の拠点づくり

P L A N  11 自然を身近に感じる

　　　うるおいのあるまちづくり
市民、事業者や行政が自然に対する意識を高め、協力して様々な

取組みを実践することにより、まちにうるおいをもたらし、ゆとり

ある市民生活のためにも重要な役割を果たす自然環境を保全、再生

するとともに、身近な生活環境においても自然を感じられる緑や土

を増やします。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境

公園緑地 ･ 緑化

公園の整備 ･改善

53
緑地 ･緑道の整備

自然環境の保全と再生

緑化の推進

河川 ･ 池沼
池沼の整備 ･保全

55
水辺空間の利用
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次
世
代
育
成 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

〜
次
代
を
担
う
子
ど
も
・
若
者
の
育
成
〜

P L A N  12

P L A N  13

子どもを生み ･育てやすい環境づくり

子ども・若者の可能性を引き出す

　　　　　　　　　　　　環境づくり

次代を担う人材を育成していくため、子育て支援施策の一層の充実を図

り、子どもを安心して生み、育てられる環境づくりを進めます。

学校、幼稚園、保育園をはじめ家庭や地域の教育力を高め、子どもの健

全な心身の育成や学力の向上を図るとともに、地域や家庭、事業者、行政

などが一体となって子どもや若者の可能性を引き出す取組みを推進すると

ともに、社会参加や自立支援を通して、次世代を担う人材の育成を図りま

す。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

教育文化 青少年育成 青少年を取り巻く環境の整備 69

福祉安全

健康づくり 母子保健の推進 89

次 世 代 育 成 ･ 子
育て支援

地域における子育て支援

93
子どもが健やかに育つ環境づくり

幼稚園・保育園の整備 ･充実

子どもの居場所づくり

社会保障 福祉医療の推進 99

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

教育文化

学校教育

教育内容の充実

67
安全 ･ 安心で地域に開かれた学校づ
くり

児童生徒へのきめ細かな対応

青少年育成
家庭教育の推進

69
青少年の自立支援と社会参加の促進

産業振興 商工業 雇用・就労の安定確保 83

福祉安全
次 世 代 育 成 ･ 子
育て支援

地域における子育て支援

93子どもが健やかに育つ環境づくり

保育 ･幼児教育の充実
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■　

第
２
章　

将
来
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

▼　

次
世
代
育
成　

▼　

持　

続　

持　

続 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

〜
未
来
に
受
け
継
ぐ
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
〜

P L A N  14

P L A N  15

まちの持続的な発展を支える

　　　バランスの取れた産業づくり

自転車や公共交通機関を利用し

　やすく環境にやさしいまちづくり

持続的なまちの発展をめざすために、新規産業の誘致や創出、農

業の再活性化などにより、自動車産業に加え多様な産業の立地を促

し、バランスの取れた産業振興を図ります。

地球規模で環境問題が深刻化する中、市民、事業者や行政などが

協力して、“車中心の社会”から“人中心の社会”へと意識を転換し、

自動車と自転車や歩行者、公共交通機関が共存した地域の交通環境

を形成し、市民が自転車や公共交通機関を安心して気軽に利用する

ことができる、環境にやさしいまちづくりを進めます。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境 市街地 ･ 住環境 計画的な土地利用 49

産業振興

農業

担い手の育成

81生産基盤の強化

農業振興の推進

商工業
工業の振興

83
商業の活性化

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境

道路 ･ 交通

総合交通対策の推進

51
歩道 ･自転車道の整備

公共交通の充実

駐車場 ･駐輪場の整備

公園緑地 ･ 緑化 緑地 ･緑道の整備 53

低炭素社会
環境意識の高揚

63
地球温暖化対策の推進

P L A N  16 安定した財政力を持続できる

　　　　　　　　　　　まちづくり
安定した自主財源の確保に努めるとともに、職員のコスト意識の

向上や行政評価と連動した施策の実施など、効率的な行財政運営を

行うことにより、健全な財政状況の維持に努めます。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

計画推進 行政経営

効率的な行政運営

115健全な財政運営

広域行政 ･広域連携の推進

39
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市
民
力
・
地
域
力 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

〜
市
民
力
・
地
域
力
の
向
上
〜

■自分ごと……まちの課題を誰かが解決してくれるだろうと「他人ごと」として考えるのではな

く、自分の地域は自ら良くしていこうという気持ちを持って受けとめ、できることから自ら

行動する捉え方。

P L A N  17

P L A N  18

一人ひとりが高い意識や

　　　　　モラルを持った人づくり

地域の課題を「自分ごと」で考え

　　　　　　　活動できる人づくり

市民や事業者と行政が協働でまちづくりを実践していくため、まちづく

り全般に対する関心や意識を醸成するとともに、環境問題やごみ対策、交

通安全、防災や防犯など各種分野における意識やモラルの向上に向けた啓

発や教育を行います。

ボランティア活動や各種市民活動、各地域のコミュニティ活動などを一

層活性化し、地域の課題を「自分ごと」で考え、様々な活動に主体的に取

り組むことができる、共存 ･協働のまちづくりの担い手を育成します。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

都市環境
循環型社会 ･ 環境保全

循環型社会 ･ 環境保全意識の
高揚

61

低炭素社会 環境意識の高揚 63

教育文化
学校教育 教育内容の充実 67

青少年育成 家庭教育の推進 69

福祉安全

地域福祉 福祉の心の醸成 91

防災 防災意識の高揚 101

防犯 ･ 交通安全 防犯 ･交通安全意識の高揚 103

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

福祉安全
地域福祉 地域福祉活動の推進 91

防犯 ･ 交通安全 地域の安全活動の推進 103

計画推進 参加 ･ 協働

参加意識 ･気運の醸成

109
参加 ･協働の機会の充実

市民活動の推進

地域活動の推進

用
語
解
説
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信 
 

頼 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

〜
市
民
と
行
政
の
信
頼
関
係
の
強
化
〜

P L A N  19 市民と行政が意思を通じあい

　　情報を共有できる関係づくり
各種情報媒体を有効に活用し、行政情報の提供を充実するととも

に、市民や事業者の意見やニーズの把握、市政への反映を一層進め、

市民と行政の意思の疎通を深め、信頼関係の土台となる情報の共有

化を図ります。

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

計画推進 情報共有

情報の公開と管理

113

広報 ･広聴の充実

主
な
関
連
施
策

分　野 基本施策 施策の内容 掲載頁

計画推進 行政経営

効率的な行政運営

115

健全な財政運営

P L A N  20 市民に信頼される市役所づくり
市民や事業者との協力のもとで効率的で効果的な行政経営を行う

とともに、市民目線でより良い行政サービスを市民に提供するため

に、研修制度や人事制度の充実などにより市職員の意識や意欲、能

力の一層の向上を図り、市民に信頼される市役所づくりを推進しま

す。

■　

第
２
章　

将
来
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

▼　

市
民
力
・
地
域
力　

▼　

信
頼　
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第
３
章　

分
野
別
計
画

分野別計画

基本方針

1
（都市環境分野）

基本方針

2
（教育文化分野）

基本方針

3
（産業振興分野）

基本方針

4
（福祉安全分野）

基本方針

5
（計画推進分野）

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

河川・池沼

公園緑地・緑化

道路・交通

市街地・住環境

循環型社会・環境保全

下水道

上水道

低炭素社会

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

生涯学習

歴史・文化財

青少年育成

文化・芸術

学校教育

スポーツ

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

高齢者福祉

次世代育成・子育て支援

防犯・交通安全

地域福祉

防災

健康づくり

社会保障

市民生活

障害児・者福祉

人
と
技
術
で
賑
わ
い
を
創
り
笑
顔
で
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り

商工業

農業

観光

市
民
と
行
政
の
信
頼
と
協
働
で
築
く
ま
ち
づ
く
り

市
民
と
行
政
の
信
頼
と
協
働
で
築
く
ま
ち
づ
く
り

共生・交流

参加・協働

情報共有

行政経営

将来都市像の実現に向けて、５つの分野、30の基本施策からなる分野別計

画を策定し、各分野における施策を推進します。

42



■　

第
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章　

分
野
別
計
画　

分野別計画

基本方針

1
（都市環境分野）

基本方針

2
（教育文化分野）

基本方針

3
（産業振興分野）

基本方針

4
（福祉安全分野）

基本方針

5
（計画推進分野）

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

河川・池沼

公園緑地・緑化

道路・交通

市街地・住環境

循環型社会・環境保全

下水道

上水道

低炭素社会

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

生涯学習

歴史・文化財

青少年育成

文化・芸術

学校教育

スポーツ

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

高齢者福祉

次世代育成・子育て支援

防犯・交通安全

地域福祉

防災

健康づくり

社会保障

市民生活

障害児・者福祉

人
と
技
術
で
賑
わ
い
を
創
り
笑
顔
で
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り

商工業

農業

観光

市
民
と
行
政
の
信
頼
と
協
働
で
築
く
ま
ち
づ
く
り

共生・交流

参加・協働

情報共有

行政経営

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画
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施　

策　

の　

内　

容

共
存
・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方

消費者ニーズを把握し、農家と消費者の距離を縮め、地産地消の推進に努めます。また、農地を

貴重な憩いの空間として、農家だけではなく地域住民やボランティア団体などとも協力し、農地の

維持や保全に努めます。

▼
　
基
本
方
針
３
　
人
と
技
術
で
賑
わ
い
を
創
り
笑
顔
で
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
　
▼
　
農
業

市民の役割

農業者は後継者の育

成に努めるとともに、

農地の維持保全に努

めます。また、消費

者は地産地消に努め

るとともに、食への

理解を深めます。

団体・事業者などの役割

地産地消や食育の推進、農地の環境

保全に努めます。また、農業関係者

を中心に、農産物のブランド化の推

進や刈谷の農業のＰＲに努めます。

行政の役割

優良農地の維持管理に努め

るとともに、農業関係者と

も協力し、生産基盤の強化

や後継者育成への支援に努

めます。また、地産地消や

食育の啓発に努めます。

本市の農業は、稲作を基幹農産物としていますが、都市近郊で消費者

との距離が近いという有利な立地特性をいかし、野菜、果樹、花きなど

も生産しています。しかし、高い兼業化率と農業従事者の高齢化が進み、

産業としての農業を担う後継者不足が深刻な問題となっており、畑作地

帯を中心に遊休農地化が進んでいることから、再ほ場整備も難しい状況

にあります。

このため、農業の将来を担う後継者や新規就農者にとって、魅力的で

やりがいのある産業とするため、農業経営や新規就農のための支援策を

実施し、安定した農業経営と有効的な農地の活用を行う必要があります。

また、余暇の増大や価値観の多様化に伴い、農業に親しむライフスタ

イルやより安全な農産物へのニーズが高まっています。今後は、生きが

い活動としての農業や、地元農家が生産した安全で安心な農産物の供給

を図っていく必要があります。

さらに、食の安全を確保し、

食の大切さへの理解を深めてい

くことが求められており、食育

基本計画に基づき、関係団体や

市民、行政などが協力し、総合

的かつ計画的に食育を推進して

いく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■食育……生活していく上での基本として、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、

健全な食生活を通じて人間を育てること。

■認定農業者……農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画により、市の認定を受け

た農業者（法人含む）。

■優良農地……10ｈａ以上の規模の一団の農地で、区画が大きく大型農業機械の使用が可能な

農地。

■パイプライン……農業用水を長距離にわたって輸送するため、地下に埋設された管路。

■地産地消……地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費し

ようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組み。

3-1

農　業

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●遊休農地が解消され、農業生産基
盤である優良農地が確保されてい
ます。

●地産地消の推進により、店には地
元農家が生産した安全で新鮮な農
産物が並んでいます。

遊休農地面積

10ha ５ha ０ha

地元農産物を買うように心がけてい

る市民の割合

62.2％ 65％ 70％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●農家の収益が向上し、安定した農
業経営となっています。

●新規就農者のための支援策が整
い、農業法人や営農組織、担い手
が育っています。

●農作物の栽培や収穫体験、生きが
い活動としての農業が行われ、食
の大切さを実感しています。

農業生産法人数

2 組織 ３組織 ５組織

新規就農者数

０人 ５人 10人

食生活に気をつけている市民の割合

86.4％ 90％ 95％

刈谷農業振興地域整備計画

2011 年 2月策定

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想

2011 年～ 2020 年

刈谷市食育推進計画

2011 年～ 2020 年

関連計画

１) 担い手の育成 2013 2016 2020

①
新しい経営感覚を持った後継者の育成と、より効率的な農作業の受委託を推
進するため、生産組織が企業的経営体となるよう育成や強化を図ります。

② 認定農業者の認定を促進するとともに、担い手の育成を支援します。

③ 新規就農者のための就農支援体制を構築します。

２) 生産基盤の強化  2013 2016 2020

①
農地の高度利用や生産性の向上のため、ほ場区画の大規模化、排水路及び農
道の整備を行い、優良農地を確保します。

② 老朽化したパイプラインの布設替えを進めます。

③ 農業委員会による農地パトロールを実施し、無断転用の解消を図ります。

④
新規就農希望者へのあっせんや市民農園としての活用を通じて、遊休農地の
解消を図ります。

３) 農業振興の推進 2013 2016 2020

① 営農組合や認定農業者など担い手の経営規模の拡大に努め、農作業の効率化
と経営コストの縮減を図ります。

② 果樹、露地園芸、花きなどの栽培農家が取り組む新規栽培作物、技術導入を
支援します。

③ 農業関係団体と一体となって、農産物のブランド化を推進します。

④ 有害鳥獣駆除と家畜の防疫を推進します。

⑤ 農家が生産した安全で安心な農産物の販路拡大と地産地消のＰＲに努めます。

４) 農業に親しむライフスタイルの推進 2013 2016 2020

①
土と親しむ生活を送るため、刈谷生きがい楽農センターにて農業研修を実施
し、研修修了者には、遊休農地を活用した市民農園のあっせんを行います。

② 地元農産物の加工技術の普及を推進します。

５) 食育の推進 2013 2016 2020

①
食に関する正しい知識の啓発と健康的な食生活の普及、栄養や食生活に関す
る学習機会の充実を図ります。

②
幼稚園、保育園、小中学校の給食を通じて、親子や家族、仲間や地域との関
わりを深め、子どもの心身の健やかな発達を促します。

③
農作物の栽培や収穫体験などを通じ、自然の恩恵や食を大切にする心を育て
ます。

自　　助 互　　助 公　　助

総
　
論

基
本
構
想

基
本
計
画
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80

施策の項目

施策の体系で示した施策ごとに

項目立てをしています。

分野別計画では、施策ごとに、

現状と課題、めざす姿・目標指

標、施策の内容、共存・協働の

まちづくりの考え方などを見開

きで示しています。

現状と課題

施策に関連し、刈谷市のまちや

市民の暮らしの現状を整理し、

今後対処すべき課題をまとめた

ものです。

関連計画

施策に関連する既存の計画など

を掲げています。

めざす姿

当該施策に取り組むことによっ

て、10年後にどんな姿（生活像）

をめざすのか、まちの状態と市

民の暮らしの観点から示してい

ます。

目標指標

めざす姿の達成状況を評価する

ための指標を設定し、それぞれ

について５年後、10 年後に達

成をめざす数値目標を示してい

ます。

分野別計画の見方

用語解説
このページ内で用いられている

専門用語や難解な語句について

解説しています。
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施　

策　

の　

内　

容

共
存
・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方

消費者ニーズを把握し、農家と消費者の距離を縮め、地産地消の推進に努めます。また、農地を

貴重な憩いの空間として、農家だけではなく地域住民やボランティア団体などとも協力し、農地の

維持や保全に努めます。

▼
　
基
本
方
針
３
　
人
と
技
術
で
賑
わ
い
を
創
り
笑
顔
で
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
　
▼
　
農
業

市民の役割

農業者は後継者の育

成に努めるとともに、

農地の維持保全に努

めます。また、消費

者は地産地消に努め

るとともに、食への

理解を深めます。

団体・事業者などの役割

地産地消や食育の推進、農地の環境

保全に努めます。また、農業関係者

を中心に、農産物のブランド化の推

進や刈谷の農業のＰＲに努めます。

行政の役割

優良農地の維持管理に努め

るとともに、農業関係者と

も協力し、生産基盤の強化

や後継者育成への支援に努

めます。また、地産地消や

食育の啓発に努めます。

本市の農業は、稲作を基幹農産物としていますが、都市近郊で消費者

との距離が近いという有利な立地特性をいかし、野菜、果樹、花きなど

も生産しています。しかし、高い兼業化率と農業従事者の高齢化が進み、

産業としての農業を担う後継者不足が深刻な問題となっており、畑作地

帯を中心に遊休農地化が進んでいることから、再ほ場整備も難しい状況

にあります。

このため、農業の将来を担う後継者や新規就農者にとって、魅力的で

やりがいのある産業とするため、農業経営や新規就農のための支援策を

実施し、安定した農業経営と有効的な農地の活用を行う必要があります。

また、余暇の増大や価値観の多様化に伴い、農業に親しむライフスタ

イルやより安全な農産物へのニーズが高まっています。今後は、生きが

い活動としての農業や、地元農家が生産した安全で安心な農産物の供給

を図っていく必要があります。

さらに、食の安全を確保し、

食の大切さへの理解を深めてい

くことが求められており、食育

基本計画に基づき、関係団体や

市民、行政などが協力し、総合

的かつ計画的に食育を推進して

いく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■食育……生活していく上での基本として、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、

健全な食生活を通じて人間を育てること。

■認定農業者……農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画により、市の認定を受け

た農業者（法人含む）。

■優良農地……10ｈａ以上の規模の一団の農地で、区画が大きく大型農業機械の使用が可能な

農地。

■パイプライン……農業用水を長距離にわたって輸送するため、地下に埋設された管路。

■地産地消……地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費し

ようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組み。

3-1

農　業

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●遊休農地が解消され、農業生産基
盤である優良農地が確保されてい
ます。

●地産地消の推進により、店には地
元農家が生産した安全で新鮮な農
産物が並んでいます。

遊休農地面積

10ha ５ha ０ha

地元農産物を買うように心がけてい

る市民の割合

62.2％ 65％ 70％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●農家の収益が向上し、安定した農
業経営となっています。

●新規就農者のための支援策が整
い、農業法人や営農組織、担い手
が育っています。

●農作物の栽培や収穫体験、生きが
い活動としての農業が行われ、食
の大切さを実感しています。

農業生産法人数

2 組織 ３組織 ５組織

新規就農者数

０人 ５人 10人

食生活に気をつけている市民の割合

86.4％ 90％ 95％

刈谷農業振興地域整備計画

2011 年 2月策定

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想

2011 年～ 2020 年

刈谷市食育推進計画

2011 年～ 2020 年

関連計画

１) 担い手の育成 2013 2016 2020

①
新しい経営感覚を持った後継者の育成と、より効率的な農作業の受委託を推
進するため、生産組織が企業的経営体となるよう育成や強化を図ります。

② 認定農業者の認定を促進するとともに、担い手の育成を支援します。

③ 新規就農者のための就農支援体制を構築します。

２) 生産基盤の強化  2013 2016 2020

①
農地の高度利用や生産性の向上のため、ほ場区画の大規模化、排水路及び農
道の整備を行い、優良農地を確保します。

② 老朽化したパイプラインの布設替えを進めます。

③ 農業委員会による農地パトロールを実施し、無断転用の解消を図ります。

④
新規就農希望者へのあっせんや市民農園としての活用を通じて、遊休農地の
解消を図ります。

３) 農業振興の推進 2013 2016 2020

① 営農組合や認定農業者など担い手の経営規模の拡大に努め、農作業の効率化
と経営コストの縮減を図ります。

② 果樹、露地園芸、花きなどの栽培農家が取り組む新規栽培作物、技術導入を
支援します。

③ 農業関係団体と一体となって、農産物のブランド化を推進します。

④ 有害鳥獣駆除と家畜の防疫を推進します。

⑤ 農家が生産した安全で安心な農産物の販路拡大と地産地消のＰＲに努めます。

４) 農業に親しむライフスタイルの推進 2013 2016 2020

①
土と親しむ生活を送るため、刈谷生きがい楽農センターにて農業研修を実施
し、研修修了者には、遊休農地を活用した市民農園のあっせんを行います。

② 地元農産物の加工技術の普及を推進します。

５) 食育の推進 2013 2016 2020

①
食に関する正しい知識の啓発と健康的な食生活の普及、栄養や食生活に関す
る学習機会の充実を図ります。

②
幼稚園、保育園、小中学校の給食を通じて、親子や家族、仲間や地域との関
わりを深め、子どもの心身の健やかな発達を促します。

③
農作物の栽培や収穫体験などを通じ、自然の恩恵や食を大切にする心を育て
ます。

自　　助 互　　助 公　　助
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施策の内容

施策の展開の方向とその具体的

な内容を示しています。

■　

第
３
章　

分
野
別
計
画　

▼　

分
野
別
計
画
の
見
方　

共存・協働のまちづく

りの考え方

市民や団体・事業者などと行政

による共存・協働のもとで、施

策の内容をどのように推進して

いくのか、その基本的な考え方

とそれぞれの役割を「自助」「互

助」「公助」として示しています。

なお、本計画での「共存」とは、

年齢、性別、国籍、障害の有無

などの各々の違い並びに様々な

考え方、活動及び組織の存在を

認め合い、多様性を大切にする

ことを意味しています。

施策の評価

前期（３年）、中期（３年）、後

期（４年）ごとに施策が推進さ

れたかどうか、巻末の評価シー

ルを使って、使用者自身で評価

（セルフチェック）します。

十分に実践（推進）された。

非常に高い効果が得られた。

ある程度、実践（推進）された。

ある程度、効果が得られた。

ほとんど実践（推進）されな
かった。

ほとんど効果が得られなかっ
た。
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都市と自然が織りなす

　　　　住みよいまちづくり

基本方針1（都市環境分野）

１　市街地・住環境

２　道路・交通

３　公園緑地・緑化

４　河川・池沼

５　上水道

６　下水道

７　循環型社会・環境保全

８　低炭素社会
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都市と自然が織りなす

　　　　住みよいまちづくり

基本方針1（都市環境分野）

１　市街地・住環境

２　道路・交通

３　公園緑地・緑化

４　河川・池沼

５　上水道

６　下水道

７　循環型社会・環境保全

８　低炭素社会
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本市では、これまで土地区画整理事業による市街地の基盤整備を進

め、市街化区域への人口の定住化を進めてきました。それに伴い、人口

は増加し、82.5％の市民がアンケート調査で「住みやすい」と評価し

ています。また、刈谷駅周辺は、再開発事業により都市機能の一定の集

約化を実現し、それに呼応した商店街の活動によって、中心市街地とし

ての賑わいも創出され始めました。

一方、全国的な人口動態とは異なり、本市では今後も人口増加が見込

まれる中で、既成市街地の居住環境の高質化、まちなか居住の促進など、

地域の活性化に資する住宅や住環境の整備を進める必要があります。

また、まちづくりにおいては、エネルギーの大量消費により成り立っ

てきたこれまでの都市構造を再構築し、地球環境にも配慮し、将来にわ

たり誰もが安心して暮らすことができる取組みが求められています。

そのためには、都市における生活や活動は、

それを取り巻く自然環境に支えられていること

を再認識し、環境と共生した住環境を創出して

いくことが重要です。その過程では、行政のみ

ならず多様な主体が連携することが重要であ

り、相互に協力できるような支援を行うことが

必要です。こうしたことにより、都市の隅々に

新たな活力を生み出し、誰もが安心して快適に

生活できる魅力あふれるまちをめざします。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■ＤＩＤ地区……Densely Inhabited District の略で、人口集中地区のこと。原則、国勢調査
において、人口密度が 40 人 /ha 以上の調査区が集合し、合計人口が 5,000 人以上となる
統計地域。

■ワークショップ……参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究集会。

■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインする
こと。

■緑被率……任意の地域や地区における緑被地（樹木・芝・草花などで覆われた土地の部分）
の占める割合。地域の緑化や環境計画の策定を図る上で、重要な指標である。

第３次刈谷市都市計画マスタープラン
2011 年〜 2020 年

第２次刈谷市緑の基本計画
2011 年〜 2020 年

刈谷市住宅マスタープラン
2006 年〜 2012 年

刈谷市中心市街地活性化基本計画
2000 年 3 月 策  定

1-1

市街地

住環境

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●都市環境と自然環境が調和した、
魅力ある住みよいまちになってい
ます。

●地域の特性や規模に見合った都市
機能が集積しています。

刈谷駅周辺が活気や魅力があると思

う市民の割合

49.3% 55% 65%

市街化区域ＤＩＤ地区の人口密度

56.5 人
/ha

58.3 人
/ha

59.1 人
/ha

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●誰もが不安なく快適に生活してい
ます。

●自分たちのまちをより良くしよう
と、自分たちで考え、活動してい
ます。

快適で便利な住環境が整備されてい

ると思う市民の割合

74.7% 77% 80%

まちづくりに関するワークショップ

実施数

６か所 ７か所 ８か所
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１) 計画的な土地利用 2013 2016 2020

①
刈谷駅周辺は、賑わいあふれる都市の中心拠点として、土地の高度 ･ 有効利
用を誘導します。他の交通結節点を中心とする地域は、日常生活に必要な機
能の集約を図ります。

② 新たな土地利用の実現にあたっては、市民のまちづくり意識の醸成や合意形
成の促進に向けた自主的な取組みを支援します。

③ 市内への定住の促進や人口増加に対応した居住機能を確保するため、既存イ
ンフラの有効活用と交通利便性の高い地区に、新たな住宅地を創出します。

④ 本市の特長であるものづくりを支えるため、広域交通体系へのアクセス利便
性の高い地区に、新たな工業地を創出します。

⑤ 地域の特性や日常生活の利便性向上の観点から、都市の再生や土地利用を誘
導する用途地域の見直しに努めます。

２) 市街地の整備・改善  2013 2016 2020

① 中心市街地は、民間活力も活用し、環境と防災安全性に優れた活力と魅力あ
ふれるまちとして整備を進めます。

② 基盤未整備地区では、土地区画整理事業や地区計画制度などを活用した基盤
整備を進めます。

③ ハード ･ ソフトの両面からユニバーサルデザインを推進します。

３) 住環境の充実 2013 2016 2020

① 防災安全上問題のある既成市街地では、民間活力の活用により宅地建物の共
同化を促進し、防災性に優れた良好な住環境の整備を進めます。

② 市営住宅の整備や改修などを進め、入居者の居住性を高めます。

③ 一定の規制を行うことにより、地域環境と調和し、防災性に優れた住宅や宅
地供給を誘導します。

④ 既成市街地内の住工混在地区は、今後の社会経済情勢や都市機能の整備状況
に応じて、土地利用の純化に努めます。

⑤ 墓地の需要を把握するとともに、地域の特性や周辺環境に配慮した整備を推
進します。

４) まちなみ ･景観の充実 2013 2016 2020

① 景観法による景観計画を策定し、良好な景観資源の保全や活用と、新たな魅
力ある景観づくりを進めます。

② 道路、公園、河川、公共建築物などの都市施設や公共施設整備にあたっては、
地域景観の誘導指針となるような整備を推進します。

③ 景観意識の普及、啓発に努め、自主的な取組みを支援し、安全で快適な住環
境整備を促進します。

④
都市生活にうるおいとやすらぎを与え、住みやすい市街地を形成するため、
既成市街地や新たな居住系市街地では、敷地内の緑被率を高めるための支援
を推進します。

施　

策　

の　

内　

容

共
存
・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方

　市民がまちづくりについて主体的に考え、話し合う土壌づくりを行政が支援します。地域住
民の参加や協働意識を高め、ワークショップなどにより意見や提案を把握し、施策や事業の実
施にあたります。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

市
街
地
・
住
環
境

市民の役割

自分たちのまちをよ
り良くするため、自
分たちで考え、行動
す る こ と に 努 め ま
す。

団体・事業者などの役割

団体の目的に沿って、市民や地域の
取組みに助言を行い、まちづくりの
取組みに参加します。

行政の役割

市街地・住環境の整備に努
めるとともに、市民の主体
的な取組みに対して、財政
的 ･ 人的な支援を行います。

自　　助 互　　助 公　　助
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本市では、これまで幹線道路や駅周辺環境の改善など様々な整備を進

めてきました。しかし、市内への通勤者の増加、日常生活における移動

距離の増加など、依然として自動車の交通量は増加しており、今後もピー

ク時を中心に渋滞の発生が予想されます。さらに、市中心部には自動車

関連の事業所が集中しており、刈谷駅南北の駅前広場周辺の利便性も向

上したため、中心部への交通の集中は今後も続くことが予想されます。

一方、少子高齢化や地球規模の環境問題など都市交通を取り巻く状況

は大きく変化しており、市民の意識や行動の変化を的確に把握し、計画

及び整備に反映させることが重要です。

このため、これまでの需要追随型の道路交通施策から、環境や景観、

安全安心、交通弱者の保護優先などの新しい視点を含めた目標達成型の

道路交通施策を進めていく必要があります。

市内の自動車交通、バス及び鉄道交通は、それぞれが独自に計画や整

備を行ってきましたが、これらの交通は、自転車や歩行者の視点も含め

相互に密接に関係しています。今後は、関係者が協力して、道路整備計

画の見直しを含めた総合交通体系を確立し、交通需要マネジメント（Ｔ

ＤＭ）施策と連携した総合的な交通施策により、ユニバーサルデザイン

に配慮した都市交通環境を形成し、過度に自動車交通に依存しない歩い

て暮らせるまちづくりを実現することが求められています。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■総合交通体系……道路や公共交通を利用する人の利便を向上させ、移動費用や環境負荷を抑
制し、移動の効率化を図るため複数の交通手段を適正に組み合わせて行う移動手段のこと。

■交通需要マネジメント（ＴＤＭ）……Transportation Demand Management。車の利用者
の交通行動の変更を促すことにより、道路交通混雑を緩和する手法の体系。円滑な交通流
動の実現により、環境の改善、地域の活性化も図られる。

■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインする
こと。

■モビリティ・マネジメント（ＭＭ）……Mobility Management。一人ひとりのモビリティ（移
動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用から公共交通などを適切
に利用する）に変化することを促すコミュニケーションを中心とした交通政策。

■ＩＴＳ……Intelligent Transport Systems の略で、高度道路交通システムのこと。最先端
の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情報でネットワークすることにより、交通事
故、渋滞などといった道路交通問題の解決を目的に構築する新しい交通システム。

第３次刈谷市都市計画マスタープラン
2011 年〜 2020 年

刈谷市交通バリアフリー基本構想
2005 年３月 策   定

1-2

道　路

交　通

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●適正な交通分担により環境にやさ
しい道路交通環境が形成されてい
ます。

●交通事故の危険が少なく、安心し
て出かけることができる歩行空間
が確保されています。

自動車以外の交通分担率

24.4％ 26％ 29％

車や自転車などで移動しやすい道路

と思う市民の割合

60.2％ 63％ 66％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●渋滞が減少し、移動時間が短く
なっています。

●車が運転できない人も、不自由な
く買い物などに出かけることがで
きます。

主要区間の平均所要時間（刈谷駅〜

市内主要地点）

18.5 分 17.5 分 16.5 分

公共施設連絡バスの年間利用者数

443,615 人 500,000 人550,000 人
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市民ニーズを把握し、効果的な道路や公共交通整備を行い、市民の多様な移動手段の選択によ
り、渋滞の解消に努めるとともに、環境にやさしいまちづくりを進めます。また、刈谷市以外の道
路管理者や交通事業者及び企業などと連携し、環境にやさしい交通体系の確立を進めます。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

道
路
・
交
通

市民の役割

公共交通機関や自転
車などを積極的に利
用し、過度に自動車
に依存しない生活に
心がけます。

団体・事業者などの役割

従業員などへ公共交通の利用の働き
かけを行います。また、交通事業者
などは交通の専門家として各種施策
の助言を行います。

行政の役割

道路や公共交通環境などの
整備を推進し、適正な交通
分担、移動方法への移行を
促します。

１) 総合交通対策の推進 2013 2016 2020

①
多様な移動手段が選択できる交通施設の整備、ＴＤＭやモビリティ・マネジ
メント（ＭＭ）による公共交通へのシフトなど、環境配慮型の交通体系を推
進します。

②
ＩＴＳの導入検討など情報化社会に対応した道路機能、交通流動化に向けた
道路環境の充実を図ります。

③
バリアフリー基本構想を拡充し、新しいバリアフリー歩行空間を形成し、多
様な交通手段により快適に移動できる交通環境づくりを推進します。

２) 道路の整備 2013 2016 2020

①
自動車交通の増加を踏まえ、国道 419 号の多車線化や未整備幹線道路の早期
事業化を国や県に要望します。

② 南北間をはじめ、地域間交通流動の円滑化を促す幹線道路の整備を推進します。

③ 交通渋滞を緩和するために、幹線道路交差点の改良を推進します。

④
地域の良好な環境を創出し、緊急車両の通行を確保する生活道路の整備を推
進します。

３) 歩道・自転車道の整備  2013 2016 2020

①
電線類の地中化により歩行空間を拡大し、誰もが歩きやすい歩道の整備を推
進します。

②
ユニバーサルデザインに配慮した高齢者や障害者にやさしい道路づくりを推
進します。

③
道路形態を見直し、必要なところでは自転車と歩行者の分離を行い、安全な
道路空間を確保します。

４) 公共交通の充実 2013 2016 2020

①
市民の移動手段として、刈谷市公共施設連絡バスの利便性を高め、充実を図
ります。

② 民間活力を活用したバス事業の誘導や支援などを継続します。

③
市内鉄道駅の利便性や安全性の向上を図るため、バリアフリー化や安全対策、
駅周辺の整備を推進します。

５) 駐車場 ･駐輪場の整備 2013 2016 2020

① 駅前駐輪場を整備し、自転車利用者の利便性の向上を図ります。

②
駐車場の需要実態を踏まえ、公共駐車場を設置するとともに、地域における
共同駐車場の設置を支援します。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画
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本市は、岩ケ池公園（刈谷ハイウェイオアシス）や総合運動公園など

の都市公園をはじめ、フローラルガーデンよさみや逢妻川緑地などの公

園や緑地の整備を積極的に進めてきました。その結果、人口１人当たり

の都市公園等の面積は、県平均より高い水準となっています。

しかし、公園施設に対する市民ニーズは多様化しており、市民の意見

を反映した公園づくりが求められるとともに、公園のユニバーサルデザ

インや災害時の緊急避難場所としての機能の強化など、安全・安心に配

慮した公園の再整備が求められています。

緑豊かな自然環境は、市民生活にやすらぎとうるおいを与え、動植物

の生息域としても貴重です。小堤西池周辺の北部丘陵地帯や市内に点在

する社寺境内地などの樹林は、貴重な自然環境として、今後も一層の保

全が必要です。

緑化については、緑の募金活動を展開し、学校や地域の緑化活動を推

進するとともに、民有地の緑化に対する補助を行うなど、市民の緑化意

識の高揚に努めてきました。しかし、市街化区域内の緑地は年々減少し

ており、新たな緑地の創出に向けた制度の導入など、市民、事業者、行

政が一体となって緑化を推進していくことが必要です。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■レストラーレ……ラテン語で「元気を回復する」、「癒す」を意味する言葉。

■ハイウェイオアシス……公園と高速道路の休憩施設を一体的に整備し、高速道路からも一般
道路からも利用できるようにしたエリア。

■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインする
こと。

■ワークショップ……参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究集会。

■公園愛護会……市内の都市公園などの維持管理に協力し、公共施設愛護の精神を高揚する目
的で構成される地域団体。

第３次刈谷市都市計画マスタープラン
2011 年〜 2020 年

第２次刈谷市緑の基本計画
2011 年〜 2020 年

刈谷レストラーレ基本構想
2007 年 3 月 策  定

1-3

公園緑地

緑　化

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●安心して気軽に利用できる特色の
ある公園や緑地の整備が進んでい
ます。

●市街地に緑の多いまちになってい
ます。

公園や緑地が充実していると思う市

民の割合

69.3％ 75％ 80％

身近な公園 ･緑地の配置率

73.8％ 74％ 75％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●コミュニティや世代間での交流が
図られ、余暇や地域活動で公園を
利用しています。

●主体的に緑化に取り組んでいま
す。

●地域の公園整備の計画や維持管理
に積極的に関与しています。

緑や自然を身近に感じることができ

ると思う市民の割合

65.7％ 67％ 70％

自宅の敷地などを利用して緑化に努

めている市民の割合

72.2％ 76％ 80％

地域住民に管理されている公園数

121 か所 130 か所 140 か所
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市民アンケートやワークショップなどを通して、市民参加型の公園整備に努めます。また、地域
の公園の維持管理は、公園愛護会などの地域団体に委ね、地域のニーズに応じた管理が可能とな
るように努めます。緑化の推進においては、民有地の緑化を支援するとともに、自然環境の保全や
再生、緑化推進の活動などを行う市民活動団体の育成に努めます。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

公
園
緑
地･

緑
化

市民の役割

地域の公園整備や維
持管理に積極的に関
与します。また、自
然環境の保全に努め
るとともに、民有地
の緑化に努めます。

団体・事業者などの役割

公園愛護会を組織し、自分の住む地
域の公園の維持管理に努めます。ま
た、事業所や教育施設などの敷地内
緑化に努めます。

行政の役割

市民参加型の公園整備に努
めるとともに、活動団体な
どへの支援を行います。ま
た、個人や団体などが行う
緑化活動を支援します。

１) 公園の整備・改善 2013 2016 2020

①
亀城公園は本市の歴史 ･ 文化のシンボルとして、桜の名所である城址公
園としての整備を推進します。

②
市民会館の跡地については、市街地の貴重な緑地として緑化に努めるとと
もに、災害時の様々な復旧支援活動用空地となる広場の整備を推進します。

③
誰もが安心して利用できるユニバーサルデザインに配慮した公園整備を
推進します。

④
地域住民の意見を反映した市民参加型の公園整備に努めるとともに、災害
時の緊急避難場所としての機能を備えた公園の整備や改善を推進します。

⑤
省エネルギー型照明の設置や剪定枝の有効利用など環境に配慮するとと
もに、市民が安全に公園を利用できるよう適正な維持管理に努めます。

２) 緑地・緑道の整備  2013 2016 2020

① 市民が散策などを楽しめる緑道やサイクリングロードを整備します。

② 緑の基本計画に基づき、市域全体の緑化を推進します。

③ 明治用水中井筋の用水敷を利用し、緑道整備を進めます。

３) 自然環境の保全と再生 2013 2016 2020

①
風致地区や社寺境内地などの樹林の保全や緑地の確保を促進し、自然的
景観の維持、形成に努めます。

②
自然観察会や環境講座などを通じ、自然環境の保全について広く市民に
啓発を行い、保全活動への参加を促進します。

③
市街地周辺に広がるまとまりのある農地は、本市の特徴的な景観として
活用を図ります。

４) 緑化の推進 2013 2016 2020

①
二酸化炭素（CO2）の削減など緑化による効果やその重要性を市民に啓
発し、市内の緑化を推進します。

②
緑化推進基金を活用し、民有地における生垣設置や屋上緑化、壁面緑化
などを支援します。

③
公共施設は、良好な市街地環境の形成に向けて、積極的に緑化を推進し
ます。

④
緑化保全活動を自主的に行う市民活動団体などの育成に努め、市民、事
業者、行政が一体となった緑化推進活動を推進します。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画
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本市には、境川、逢妻川、猿渡川をはじめ県が管理する 15 の二級河

川と、市が管理する 20 の準用河川があります。

近年、これらの河川流域内では、都市化の進展に伴い市街地の保水機

能や遊水機能が低下し、増加する集中豪雨により、浸水被害の危険性が

高まっています。また、河川上流部に位置する市町の開発も進み、河川

末流部に位置する本市の河川への負荷が増大しています。そのため、浸

水被害を解消するため、県や流域関連市町と連携した総合治水対策、公

共下水道の整備や雨水流出抑制対策を進めていく必要があります。

また、二級河川境川流域及び猿渡川流域は、特定都市河川浸水被害対

策法の適用を受けたことにより、流域全体で総合的に治水対策に取り組

むことになりました。市街地内における河川整備や雨水貯留機能の確保

など、官民一体となった取組みを進める必要があります。

本市の北部地域には、農業用として利用されているため池が数多く点

在しています。これらのため池は農業用水のパイプライン化により、農

業目的での利用が減少するとともに、護岸の老朽化により改修が必要に

なっています。今後は、ため池を利用した治水機能の強化を図るととも

に、水辺空間を利用した自然とのふれあいの場づくりが求められていま

す。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■準用河川……河川法の規定の一部を準用し、市町村長が管理する河川。一級水系、二級水系、
単独水系にかかわらず設定される。

■保水機能……農地や森林土壌が、流域内において雨水を一時的に浸透 ･ 貯留する機能。

■遊水機能……河川沿いの田畑などにおいて、雨水または河川の水が流入し一時的に貯留する
機能。

■特定都市河川浸水被害対策法……著しい浸水被害が発生またはその恐れがある都市部を流れ
る河川及びその流域において、国民の生命、身体または財産を保護するため、流域水害対
策計画の策定や、雨水流出を抑制するための規制、河川管理者による雨水貯留浸透施設の
整備などの推進を定め、浸水被害対策の推進を図ることを目的とする法律。

■パイプライン……農業用水を長距離にわたって輸送するため、地下に埋設された管路。

■多自然川づくり……河川改修の 1 つで「川の働きをいかしながら複雑な地形を保全回復」「川
の働きを許容する空間を確保｣ ｢河川の連続性を保全確保｣ ｢河川風景を豊かにする」など
の発想や考え方。

刈谷市雨水総合治水対策整備計画
2002 年３月策定

境川流域総合治水対策
1982 年７月策定

1-4

河　川

池　沼

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●道路冠水による通行止めが解消さ
れ、ライフラインが確保されてい
ます。

●河川やため池を活用した散策路や
水辺空間が整備されています。

準用河川整備率

88.3％ 90％ 92％

水辺の憩いの場整備数（河川・池沼）

７か所 ８か所 11か所

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●異常気象時にも、浸水被害の不安
のない安全で安心な生活をしてい
ます。

●市民の環境保全の意識が向上し、
河川やため池の維持管理に市民が
主体的に関わっています。

総合治水対策量の達成率

35.9％ 50％ 70％

雨水貯留浸透施設の年間設置数

10 か所 30 か所 50 か所

地域住民に管理されている河川・池

沼数

９か所 12 か所 13 か所
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河川や排水路などへの負荷を抑制するため、市民や事業者などと協力して雨水貯留施設や浸透施
設などの設置を進め、都市内の治水機能の向上を図ります。また、河川やため池の整備とあわせ、
多自然川づくりの考え方により水辺空間の創出に努めるとともに、河川や排水路などの維持管理を
市民と行政が協力して行います。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

河
川
・
池
沼

市民の役割

住宅での浸透マスや
雨水貯留施設などの
設置に努めます。ま
た、河川やため池の
維持管理に積極的に
関与します。

団体・事業者などの役割

事業所やマンションなどでは雨水貯
留施設の設置に努めます。
河川やため池などの維持管理を行い
ます。

行政の役割

河川整備やため池などを活
用した貯留機能の向上を図
るとともに、公共施設など
での雨水貯留施設の設置や
道路の透水性舗装などの導
入を進めます。

１) 河川の改修 2013 2016 2020

①
境川 ･ 猿渡川水系改修促進同盟会を通じて、二級河川の改修を関係機関
に強く要望します。

② 準用河川や幹線排水路の改修を推進します。

２) 池沼の整備 ･保全  2013 2016 2020

①
ため池は、保水機能、遊水機能に優れた重要な施設であり、農業用利水
に配慮しつつ、洪水調整池としての整備を推進します。

②
洲原池、岩ケ池、草野池をはじめとする北部ため池群は、野鳥が数多く
飛来する貴重な自然環境であり、その保全に努めます。

３) 治水 ･雨水対策 2013 2016 2020

①
既成市街地の雨水の流出を抑制するため、公共施設を利用した雨水貯留
施設の設置や透水性舗装の導入など、保水機能や遊水機能の維持や回復
に努めます。

②
既成市街地の浸水を防ぐため、公共下水道雨水幹線の整備や排水機場の
更新などに努め、排水機能の向上を図ります。

③
特定都市河川浸水被害対策法の適用を受けた二級河川境川流域及び猿渡
川流域内では、民間開発における雨水貯留施設の設置を促進します。

④
雨水貯留施設や雨水浸透施設に対する補助制度を積極的にＰＲし、治水
に対する市民の意識向上に努めます。

４) 水辺空間の利用 2013 2016 2020

①
河川やため池の持つ水と緑、動植物の生息する水辺空間の回復や保全に
努め、憩いの場や社会学習の場として活用します。

②
河川改修に際しては、多自然川づくりを基本に、植生の復元や生物の生
育環境の確保に努め、水辺空間の自然環境を保全します。

③
河川の水質浄化を図るため、下水道の普及率と水洗化率の向上に取り組
み、河川やため池への生活廃水の流入を抑制します。

④
洲原池、岩ケ池などの水質浄化対策を進め、農業用利水の水質改善を図
るとともに、良好な水辺空間を創出します。

自　　助 互　　助 公　　助
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水道事業は、昭和 35 年に市内約 12,000 世帯のうち約 2,200 世帯に

給水を開始して以来、市勢の発展とともに、増加する人口や生活環境の

向上に応じて、水源浄水場や各配水場などの水道施設や管路施設の整備

を進めてきたことにより、水道普及率は平成 21 年度末で 99.8％に達し

ています。

しかし、事業開始以来 50 年が経過し、水道施設は老朽化が進んでお

り、近い将来、大規模な施設の更新や改修の必要があります。また、東

海地震や東南海地震などの大規模地震の発生も危惧されており、災害時

においても安定した水道水を供給するため、水道施設や管路施設の耐震

化を推進する必要があります。

これらの大規模な施設の更新や改修、施設の耐震化などを行うため、

長期的な財政計画と効率的な事業計画により、安定した経営基盤の強化

に努める必要があります。

また、安全でおいしい水を継続して供給するため、水質管理を徹底す

るとともに、節水意識の向上を図り、水の有効利用を進めていくことが

必要です。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■東海地震・東南海地震……フィリピン海プレートとユーラシアプレートのひずみにより発生する海
溝型地震。東海地震は静岡県西部・駿河湾一帯が、東南海地震は和歌山県沖が震源と予想さ
れており、連動して発生することも懸念されている。

■応急給水……地震や渇水などにより断水が発生した場合、緊急の水需要に応じるための臨時
の給水のこと。給水車や仮設給水栓などを用いて実施する。

■有収率……配水場から送り出された水量に対して、水道料金に換算された水量の割合。

■貯水槽水道施設……ビルやマンションなどにおいて、水道管から供給される水をいったん受
水槽に貯め、建物の利用者に飲み水などとして供給する施設の総称。

刈谷市水道ビジョン
2009 年〜 2018 年

刈谷市上水道第４期拡張変更計画
2002 年〜 2015 年

1-5

上水道

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●水道水が安定的に供給されていま
す。

●災害時に備えた応急給水体制が整
備されています。

有収率

94.2％ 96％ 96％

基幹管路の耐震化率

39.8％ 68％ 93％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●安心でおいしい水を享受していま
す。

●節水に努めています。

安心して水道が利用できると思う市

民の割合

87.9％ 89％ 91％

節水に努めている市民の割合

76.6％ 78％ 80％
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応急給水設備の整備、災害時に備えた飲料水の確保などの対策を図るとともに、各地域で応急
給水訓練を実施し、大規模地震や災害時に備えて行政、市民、地域団体などがそれぞれの役割を
果たせるよう連携を図ります。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

上
水
道

市民の役割

節水や水の有効利用
に努めます。
応急給水訓練に積極
的に参加するととも
に、日頃から水の備
蓄などに努めます。

団体・事業者などの役割

ビルやマンションなどの貯水槽水道
施設の適正な管理に努めます。災害
時に対する協力体制を確立し、応急
給水訓練の実施に努めます。

行政の役割

施設や管路などの更新や耐
震化を推進し、水道水を安
定供給します。
災害時に備えた応急給水資
器材の備蓄や応急給水訓練
の実施などの体制整備を進
めます。

１) 水源の確保と水質管理 2013 2016 2020

①
自己水源の適切な点検、清掃及び施設の更新により、取水能力の維持に
努めます。

②
水需要の予測を的確に行うことや県営水道の受水計画を適時見直すなど、
効率的かつ効果的な水源の確保に努めます。

③
水源浄水場や各配水場の水質管理を強化するとともに、ビルやマンショ
ンなどの貯水槽水道施設の適正な管理を促進します。

２) 水道水の安定供給  2013 2016 2020

① 水需要の予測を的確に行い、水需要に応じた供給水量の確保に努めます。

②
水源浄水場や各配水場の設備を適正に維持管理し、老朽化した水道施設
を計画的に更新するなど、水道水の安定供給に努めます。

３) 災害対策の充実 2013 2016 2020

①
救急医療機関や避難所へ至る配水ルートを基幹管路として位置づけ、水
道管の耐震化を推進します。

②
災害や断水時などに適切かつ迅速な対応ができるよう水道施設の危機管
理体制を強化します。

③ 応急給水用資器材の整備を進め、応急給水体制を充実します。

４) 事業運営基盤の強化 2013 2016 2020

①
将来の大規模な施設更新に備え、長期的な財政計画により安定的な事業
運営に努めます。

５) お客様サービスの向上 2013 2016 2020

①
営業日の拡充や経営状況の公表内容を充実させるなど、お客様サービス
の向上に努めます。

②
水と水道への理解を深める施設「アクアルームかりや」は、より多くの
市民に親しまれるように展示内容の充実を図ります。

③
啓発用飲料水「かりやの水」や水道モニター会議などにより、安全でお
いしい水の PR に努め、水道水の評価向上を図ります。
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本市の下水道事業は、昭和 27 年に近隣市町に先がけて整備に着手し

ました。汚水処理は、愛知県及び本市を含む６市３町（当時）による境

川流域下水道事業として平成元年４月１日に供用開始しました。

平成 21 年度末で、下水道普及率は 86.3％に達し、全国平均（73.7％）

や愛知県平均（70.8％）と比較しても大きく上回る整備を行ってきま

した。しかし、市街化区域の一部及び市街化調整区域の既存集落におい

て未整備の地域があるため、引き続き整備を行っていく必要があります。

下水道水洗化人口については、平成 17 年～平成 21 年の５年間の平

均で、毎年 6,500 人程度が下水道を使えるようになっているのに対し

て、下水道に接続している人は毎年 4,900 人程度の増加に止まってお

り、下水道への接続について、より一層の市民意識の向上を図る必要が

あります。

また、合流式下水道で整備されている中心市街地（中部処理分区）は、

市内で最も早く下水道の整備を行ってきた地域であるため、下水道管の

老朽化が進んでおり、下水道の機能低下、道路陥没による事故などを未

然に防止するため、計画的に調査点検、改修工事を進めていく必要があ

ります。さらに、地震や集中豪雨などの災害に備え、適切な施設管理に

加え、下水道施設の耐震化を推進していく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■下水道普及率……行政区域内の人口に対して、下水道が整備され、供用開始された区域の人
口の割合。

■下水道水洗化人口……公共下水道に接続している人口（浄化槽利用の人口は含まない）。

■合流式下水道……下水の排除方法の一つ。雨水と汚水を同じ管渠で処理場まで流し、浄化処
理をして河川などに放流する方式。もう一つは「分流式下水道」で、雨水と汚水を分離して、
雨水は直接河川へ放流し、汚水は処理場で浄化処理して河川などに放流する方式。

■ＢＯＤ……Biochemical Oxygen Demand の略で、生物化学的酸素要求量のこと。河川水
や工場排水中の汚染物質（有機物）が微生物によって無機化あるいはガス化されるときに
必要とされる酸素量のこと。この数値が大きくなれば、水質が汚濁していることを意味す
る。

■下水道水洗化率……下水道の供用開始区域内の人口に対する水洗化人口の割合。

■公共用水域……水質汚濁防止法によって定められる公共利用される水域や水路。河川、湖沼、
港湾、公共溝渠、かんがい用水路など。

■管更生工事……道路を掘削せずに、老朽化した管渠の内面から補修を行い、機能維持を図る
工事。

境川流域関連公共下水道事業基本計画
2003 年改定〜 2015 年

第３次刈谷市都市計画マスタープラン
2011 年〜 2020 年

刈谷市合流式下水道緊急改善計画
2005 年〜 2013 年

1-6

下水道

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●下水道が整備され、生活排水が側
溝や排水路に流れず、生活環境が
向上しています。

●河川やため池などの水質が改善
し、多様な生物が生息する水辺と
なっています。

下水道普及率

86.3％ 93％ 95％

河川の水質浄化度（二級河川森前川

のＢＯＤ）

7.5mg/ℓ ５mg/ℓ ５mg/ℓ

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●家庭や事業所の汚水が適切に処理
され、清潔で衛生的な生活をして
います。

下水道水洗化率

77.8％ 85％ 93％

下水道水洗化人口

97,579 人 121,300 人 140,300 人

管更生工事58
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河川やため池などの公共用水域は、多様な動植物が生息するなど、生活の中に自然を感じること
のできる大切な空間です。そのため、下水道の整備を推進するとともに、その役割を正しく理解し、
また積極的に利用することにより、公共用水域の水質や生活環境の改善に努めます。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

下
水
道

市民の役割

下水道に接続し、生
活排水を川に流さな
いように努めます。

団体・事業者などの役割

排出する処理水の管理を徹底し、公
共用水域の水質保全や自然環境の回
復・保全に努めます。

行政の役割

下水道の必要性や仕組みな
どの啓発に努めます。また、
公共下水道の整備を推進す
るとともに、施設の適切な
維持管理に努めます。

１) 公共下水道の整備 2013 2016 2020

①
市街化区域及び市街化調整区域の既存集落を中心に、公共下水道（汚水）
の整備を推進し、生活環境及び公共用水域の水質を改善します。

② 合流式下水道における雨天時放流水の水質を改善します。

２) 下水道施設の保全と災害対策  2013 2016 2020

①
下水道施設の老朽化に対して、布設替や管更生工事などを行うことによ
り、下水道の機能低下、道路陥没による事故などを未然に防止し、施設
の長寿命化を図ります。

② 震災時に、下水道の機能を維持できるよう施設の耐震化を推進します。

３) 下水道事業の啓発 2013 2016 2020

①
公共下水道事業に対する市民意識の一層の向上を図るため、広報活動や
啓発に努めます。

② 水洗化への助成制度の周知に努め、下水道への接続を促進します。

４) 事業運営基盤の強化 2013 2016 2020

①
今後の施設更新に備え、長期的な財政計画により安定的な事業運営に努
めます。
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地球規模の環境問題が国際的な課題となっている今日、環境への負荷

を減らし、次世代に良好な環境を引き継ぐために、大量生産、大量消費、

大量廃棄の社会から、限りある資源を有効に活用する循環型社会への転

換が望まれています。

本市では、分別収集により資源のリサイクルを進め、ごみの減量化に

向けた様々な取組みを行ってきた結果、ごみの量は減少してきたもの

の、目標値達成のためには、さらなるごみの減量やリサイクルを進めて

いかなければなりません。

また、生活環境においても、都市化の進展や環境に対する意識の高ま

りなどを背景として、工場や事業所を主な発生源とする産業型公害だけ

でなく、自動車の走行に伴う排出ガスや近隣騒音といった都市生活型公

害の増加など公害問題が多様化しています。

本市の生活環境を向上させ、地球環境の保全にもつなげていくために

は、一層のごみの発生抑制、減量化を進め、省資源化や資源の再利用、

再生利用を図るとともに、公害の防止や環境保全への取組みを進めるこ

とが課題となります。

そのためには、市民、事業者、行政がそれぞれの立場で環境活動に取

り組み、地球環境を保全し、環境にやさしいライフスタイルに転換して

いくことが必要です。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■循環型社会……製品などが廃棄物となることが抑制され、循環資源となった場合は適正に循
環的な利用が行われることが促進され、循環的な利用が行われない循環資源については適
正な処分が確保され、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社
会。

■都市生活型公害……自動車の排出ガスによる大気汚染、騒音、生活雑排水による中小河川の
汚濁、地下水の過剰汲み上げなどによる地盤沈下など都市の生活行動や産業活動が環境に
過度の負荷をかけることによって発生する公害のこと。

■ごみの３Ｒ……ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再生利用（リサイクル）
をいい、これに、ごみになるものを断る（リフューズ）を加えてごみの４Ｒということも
ある。

■リサイクルプラザ……家庭で不用になった生活用品などを持ち込んで安価な値段で展示販売
するリサイクルショップ、リサイクル情報コーナー、傘の修理工房、布類の再生、再生補
修家具の展示・入札などの機能を備えたリユース（再利用）、リサイクル（再生利用）を
目的とした施設のこと。

■有機性廃棄物……炭素分を含んだ炭素化合物の廃棄物のこと。具体的には、生ごみ、剪定枝、
廃食用油、下水汚泥など。

刈谷市環境基本計画
2005 年〜 2014 年

刈谷市地球温暖化対策地域推進計画
2008 年〜 2012 年

刈谷市一般廃棄物処理基本計画
2009 年〜 2023 年

刈谷市環境都市アクションプラン
2011 年〜 2020 年

1-7

循環型社会

環境保全

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●分別収集が徹底され、ごみの資源
化が進んでいます。

●公害の発生件数が減少し、生活環
境が良好に保たれています。

リサイクル率

17.6％ 35％ 40％

公害苦情発生件数

60 件 50 件 40 件

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●市民、事業者、行政が、環境への
負荷の少ない行動を実践していま
す。

●ごみの３Ｒに取り組む市民や事業
者が増え、ごみの排出量が減少し
ています。

１人１日当たりのごみ排出量

531g/ 人・日 440g/ 人・日 390g/ 人・日

事業系ごみの年間排出量

18,075 ｔ 14,000 ｔ 12,000 ｔ
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市民、事業者、行政が、それぞれの立場で循環型社会、環境保全を実現するための行動を起こ
すことが重要であり、それぞれが連携して各種の施策を推進することが大切です。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

循
環
型
社
会･

環
境
保
全

市民の役割

ごみの適正な分別や
排出を実践し、ごみ
の減量やリサイクル
に努めます。都市生
活型公害の発生抑制
に向け、環境に配慮
した行動を心がけま
す。

団体・事業者などの役割

事業者は法令を遵守し、ごみ減量や
リサイクルなどに努めます。また、
主体的に環境教育の推進に関与しま
す。

行政の役割

ごみやし尿などを適正に収
集処理するとともに、分別
収集によるごみの減量化や
資源化への啓発に努めます。
また、３Ｒの推進に向けて
相互に協力、連携できる体
制の確立に努めます。

１) 循環型社会 ･環境保全意識の高揚 2013 2016 2020

①
地球環境問題への認識を深め、環境負荷を低減する生活への転換を促進
するため、広報や各種講座などによる啓発に努めるとともに、児童生徒
に対する環境教育を推進します。

②
ごみの３Ｒに取り組む市民や事業者の活動を促進するため、各主体間の
ネットワークづくりを推進します。

③
まだ使える衣類や家具類などの再利用を促進するため、リサイクルプラ
ザの利用の啓発に努めます。

２) ごみの減量化  2013 2016 2020

①
有機性廃棄物の資源化を進めるとともに、資源回収活動への支援を行い、
資源の再利用を促進します。

②
生ごみ処理機器の補助制度の充実やマイバッグ運動によるレジ袋削減な
どにより、ごみの発生抑制を促進します。

③
事業者のリサイクル活動を支援するとともに、ごみの排出指導を徹底し、
事業系ごみの減量を図ります。

３) ごみ ･し尿の適正な処理 2013 2016 2020

①
地域や集合住宅管理者と連携を図り、周知啓発や指導助言を行い、ごみ
の適正な分別や排出に努めます。

② 地域と連携を密にし、不法投棄の防止を図ります。

③
環境保全対策を実施し、一般廃棄物処理施設の適正な管理運営を行いま
す。

４) 公害の防止 2013 2016 2020

①
大気や水質、騒音、振動などの監視測定を実施するとともに、事業所へ
の立入調査や指導を行い、公害の未然防止に努めます。

②
生活排水による水質汚濁、近隣騒音、悪臭などの防止に対する啓発や指
導を行い、都市生活型公害の防止を推進します。

③
公害発生後の処理を迅速かつ適正に行うために、地域や関係機関との連
携を強化します。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画
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地球規模の環境問題が国際的な課題となっている中で、特に地球温暖

化は世界共通の課題です。その原因といわれる CO2 をはじめとする温

室効果ガスは、私たちの日常生活や生産活動におけるエネルギーや資源

の消費によるものです。省エネルギー型製品の普及は進んでいるもの

の、電気やガスの使用量の増加に伴い、CO2 など温室効果ガスの排出

量は増加し続けています。特に民生 ･ 家庭部門での排出量の伸びが著し

いため、家庭生活におけるエネルギー消費の削減などの対策が必要です。

本市では平成 16 年４月に施行した「刈谷市環境基本条例」の中で、

地球環境の保全を基本理念の一つとし、地球温暖化の防止に向けて、太

陽光発電システムの設置や環境対応車の購入に対する助成などを行い、

温室効果ガスの排出削減を推進してきました。

今後も、地球温暖化対策に向けた取組みを積極的に推進する必要があ

り、次の世代のためにも良好な生活環境の保全を図る必要があります。

本市としても、温室効果ガス 25％削減をめざし、地域で対応が可能

な取組みを推進するため、

「環境都市アクションプラ

ン」に基づき、市民、事業

者、行政が適切に役割を分

担し、各主体が連携して、

積極的に低炭素社会の構築

に取り組む必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■低炭素社会……二酸化炭素の排出が少ない社会。

■温室効果ガス……「温暖化ガス」とも呼ばれ、地上から放出された熱を吸収して、地球の気
温上昇の原因となるガスのこと。

■環境対応車……二酸化炭素や排出ガスを大幅に低減するエンジンや動力源を持つ自動車のこ
と。ハイブリッド自動車や電気自動車、天然ガス自動車など。

■クリーンエネルギー……化石燃料の燃焼や原子力などと違って、廃棄物によって環境を汚染
することのないエネルギーのこと。太陽熱、地熱、風力など。

■エコ通勤……CO2 の排出量を抑えるために、自動車を使わず、徒歩、自転車、公共交通機関
などで通勤すること。

刈谷市環境基本計画
2005 年〜 2014 年

刈谷市地球温暖化対策地域推進計画
2008 年〜 2012 年

刈谷市環境都市アクションプラン
2011 年〜 2020 年

1-8

低炭素社会

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●省エネルギーやクリーンエネル
ギーの施設や設備が導入されてい
ます。

● CO2 の排出抑制のため、市民、
事業者、行政が協力できる仕組み
が整っています。

公共施設のエネルギー使用量

17.1ℓ/㎡ 16.1ℓ/㎡ 15.3ℓ/㎡

市内の年間CO2排出量

1,435
千 t-CO2

1,234
千 t-CO2

1,033
千 t-CO2

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●環境意識が浸透し、省エネルギー
に取り組んでいます。

●自動車、公共交通機関、自転車な
どをバランス良く活用していま
す。

省エネルギーに心がけている市民の

割合

81.0％ 83％ 85％

自動車以外の交通分担率

24.4％ 26％ 29％
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低炭素社会実現のため、市民、事業者、行政などが、日常生活や事業活動などに伴って排出さ
れる CO２の削減に取り組むことが大切です。積極的に省エネルギーなどの対策に取り組み、日常
生活や事業活動の改善などにより、地球環境にやさしいライフスタイルへの転換に努めます。

▼　

基
本
方
針
１　

都
市
と
自
然
が
織
り
な
す
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り　

▼　

低
炭
素
社
会

市民の役割

省 エ ネ ル ギ ー や ク
リーンエネルギー型
製品の使用に努める
とともに、環境にや
さしいライフスタイ
ルを心がけます。

団体・事業者などの役割

省エネルギーの推進やクリーンエネ
ルギー導入など、地域や事業活動の
中で環境に配慮した活動を行いま
す。

行政の役割

市内の一事業所として率先
して省資源や省エネルギー
に取り組むとともに、市民
や事業者の地球温暖化防止
に対する意識の高揚や情報
提供などを行います。

１) 環境意識の高揚 2013 2016 2020

①
地球温暖化などの環境問題について、幅広い世代を対象に環境学習の機
会を提供し、市民の環境意識の高揚を図ります。

②
市民、事業者、行政などの各主体における地球温暖化の防止に対する取
組みが円滑に進むよう、講座の開催や広報による啓発など、情報提供の
充実に努めます。

２) 地球温暖化対策の推進  2013 2016 2020

①
環境都市アクションプランに基づき、市民、事業者、行政が連携して地
球温暖化対策を推進します。

②
環境対応車の普及を促進するとともに、自転車利用やエコ通勤など環境
に配慮した交通行動を促進します。

③
中小企業を中心に市内事業所の省エネルギーやクリーンエネルギーの導
入を支援するなど、産業分野での CO2 削減を促進します。

④
暮らしの中で CO2 の削減に努めるエコライフの普及に向けて、エコポイ
ントをはじめとする支援策を活用して、環境にやさしい消費行動を促進
します。

３) エネルギーの有効利用 2013 2016 2020

①
公共施設の新設や改修時には、率先して省エネルギーやクリーンエネル
ギー設備を導入します。

②
太陽光発電システムや高効率エネルギーシステムの設置などに対する支
援を行い、省エネルギーやクリーンエネルギーの導入を促進します。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
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基
本
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生きる力を育み生きる喜びを
　　　　　実感できるまちづくり

１　学校教育

２　青少年育成

３　生涯学習

４　スポーツ

５　文化・芸術

６　歴史・文化財

（教育文化分野）基本方針2
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生きる力を育み生きる喜びを
　　　　　実感できるまちづくり

１　学校教育

２　青少年育成

３　生涯学習

４　スポーツ

５　文化・芸術

６　歴史・文化財

（教育文化分野）基本方針2

66

68

70

72

74
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本市では、子どもの「生きる力」を育むことに重点を置き、小中学校
においては、少人数学級や少人数授業の重視、発達障害児への支援補助
員の配置、小学校外国語活動の導入に対応したＡＬＴの配置などを通し
て、個に応じたきめ細かな指導の充実に努めてきました。中学校では、
生徒の職場体験学習をはじめとする各種体験を通して、社会で働く心構
えや豊かな心を育む教育の推進にも取り組んできました。

不登校、非行、いじめなどの児童生徒の心の問題に対しては、学校、
家庭、地域が一体となって取り組み、児童生徒が社会や仲間たちとの関
わりを意識し、自らの個性と可能性を伸ばし、他者の気持ちを大切にし
ていくことができるよう、心を育てる教育や教育相談体制の充実、情報
モラル教育などを総合的に推進してきました。

新学習指導要領でも、引き続き「生きる力の育成」という理念の共有
の下、基礎的基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力など
の育成、学習意欲の向上や学習習慣の確立、豊かな心や健やかな体の育
成のための指導の充実などが求められています。そのためにも、少人数
学級や少人数授業の充実などを図り、今まで以上に児童生徒一人ひとり
に対応したきめ細かな指導に努めるとともに、地域や企業などの外部の
人材を積極的に活用し、幅広い教育力を活用していきます。

最近では食育の大切さが求められるようになりました。学校給食は、
児童生徒が食に関して総合的に学習する場であり、食習慣の改善につい
て家庭への啓発を進める機会でもあります。

また、本市の校舎や体育館は、昭和 30 年代頃から順次整備されたも
のが多く、耐震補強工事は完了したものの、教育施設の老朽化に対応し
ていく必要があり、より良い教育環境と安全性を確保するため、校舎や
体育館の計画的な改修や改築工事を進めていく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■ＡＬＴ……Assistant Language Teacher の略で、小中学校へ派遣する英語指導助手のこと。
教師の指導を補助して英語教育の充実を図るもの。

■食育……生活していく上での基本として、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を通じて人間を育てること。

■スクールカウンセラー……児童生徒の臨床心理に関して高度な知識と経験を有する専門家を
小中学校に配置して、いじめや不登校などの問題行動に対応するもの。

■行事食……入学祝い、こどもの日、七夕などの時期にあわせた給食。

■リクエスト献立……義務教育期間に食べてきた給食の中で、思い出の給食となるよう中学３
年生を対象に、献立写真からおかず、ごはん、デザート類をそれぞれ選択できる献立。

■地産地消……地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費し
ようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組み。

2-1

学校教育

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●個に応じたきめ細かな指導が行わ
れています。

●地域の人材を活用して幅広く教育
活動が行われています。

小学校における少人数授業非常勤講師数

30 人 40 人 50 人

中学校部活動外部指導者数

18 人 24 人 30 人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●児童生徒が楽しく学習し、確かな
学力や豊かな心、健康な体を身に
つけています。

●児童生徒が安全で栄養豊かな学校
給食を食べ、健やかに成長してい
ます。

学校が楽しいと思う子どもの割合

90.9％ 92％ 93％

給食が好きな子どもの割合

90.7％ 92％ 93％
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子どもの感性豊かな心と健やかな体を育むためには、家庭、地域、学校が一体となって子どもの
成長を見守っていくことが大切です。地域や学校といった社会の中で、人との関わり方や共同生活
でのルールを学ぶことができるように努めます。

▼　

基
本
方
針
２　

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

学
校
教
育

市民の役割

保護者として、子ど

もの成長を支え、地

域や学校との連携に

努めます。

団体・事業者などの役割

子どもが、地域の中で学び、社会や

人と関わりを意識し、個性と可能性

を伸ばすことができる環境づくりに

努めます。また、子どもの安全に目

を配り、交通事故や犯罪から守りま

す。

行政の役割

教育環境の整備とともに、

確かな学力と心豊かな人間

性を身につけた子どもの育

成に努めます。また、家庭

や地域と連携し、社会全体

で子どもを育てる環境の整

備に努めます。

１) 教育内容の充実 2013 2016 2020

①
児童生徒が社会の変化に対応できる能力を身につけることができるよう国際
理解、環境、情報、福祉、健康などの教育を推進します。

② 社会の変化に対応した専門知識と指導力を持つ教職員を育成します。

③
地域の人材や専門家、学生などに教育現場への協力を求め、幅広い教育の充
実を図ります。

④ 社会や仲間たちとの心のふれあいを重視した道徳教育の充実を図ります。

２) 安全 ･安心で地域に開かれた学校づくり  2013 2016 2020

① 地域住民と児童生徒がふれ合う機会の充実を図ります。

② 児童生徒、障害児、地域住民が安心して学校施設を活用できるように努めます。

③ 避難訓練や防犯訓練を定期的に行い、児童生徒の安全確保を図ります。

④ 不審者の侵入対策、通学路での防犯対策を推進します。

３) 学校施設・設備の整備・充実 2013 2016 2020

①
安全性や快適性の向上を図るため、老朽化した校舎や設備の改修及び改築を
推進します。

② 学校施設への省エネルギー設備の導入を推進します。

③ 児童生徒の情報処理能力を高めるために、情報教育設備の充実を図ります。

４) 児童生徒へのきめ細かな対応 2013 2016 2020

①
スクールカウンセラー、心の教室相談員などを活用し、いじめや不登校など
の教育相談体制の充実を図るととも、子どもや保護者などからの相談に対応
するセンター機能を整備します。

②
学校外施設である適応指導教室の充実を図り、不登校児童生徒への多様な支
援を行います。

③ 少人数授業の充実を図り、児童生徒の基礎学力を高めます。

④
保護者、地域、学生などの教育力をいかし、発達障害のある児童生徒への支
援を推進します。

５) 学校給食の充実 2013 2016 2020

①
給食指導や食育授業を実施して食の大切さを学ぶとともに、行事食や季節感
のある旬の食品を取り入れた献立、リクエスト献立などを実施して楽しい給
食にします。

②
第一学校給食センターの建替えを検討するとともに、調理業務の民間委託を
推進します。

③
地産地消の推進や施設の適切な維持管理などにより、安全で安心な給食を提
供します。
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青少年期は、心身の発達に伴い、子どもから大人へと成長する時期で

あり、様々な悩みやかっ藤を経験し、社会の一員としての生活の基盤を

確立し、社会へ貢献するとともに、能力や適正などに応じて活躍の場を

広げていく時期です。

しかし、少子高齢化、核家族化、情報化、雇用形態の多様化など、青

少年を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で、ニートやひきこもり

数が高水準で推移するなど、青少年の社会的自立の遅れが深刻化してい

ます。

また、青少年が被害者、加害者となる重大な事件が多発し、インター

ネットによる有害な情報が氾濫するなど、青少年の健全な成長に対する

懸念が強まっています。

本市では、市民活動団体と連携し、放課後子ども教室、キッズクラブ、

ヤングカレッジ事業など、青少年に多様な体験、学習機会と交流の場を

提供しています。地域社会の中で、成長段階に応じて多様な体験を積み

重ねることで、協調性や社会性などを育み、青少年の健やかな成長と自

立を支援しています。しかし、24 時間型の社会の進行、あるいは家庭

や地域の教育力の低下は、深夜はいかいや喫煙などの不良行為の増加の

要因となっています。

親をはじめ家族にとっても、

社会にとっても青少年は次代を

担うかけがえのない存在です。

今後も、学校、家庭、地域が連

携して、社会全体で青少年の健

全育成を図っていく必要があり

ます。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■青少年育成……本計画においては、概ね未就学児を除く子ども・若者の範囲を想定。

■ニート（NEET）……Not in Education, Employment or Training の略。高校や大学などの
学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん
収入を伴う仕事をしていない 15 歳以上 34 歳以下の個人。

2-2

青少年育成

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●社会全体で青少年を愛情と思いや
りと責任を持って温かく見守って
います。

●青少年の体験活動の場に、地域住
民が指導者やボランティアとして
参加しています。

家族とよく話をする子どもの割合

90.1％ 91％ 92％

放課後などの交流拠点（居場所）数

７か所 17 か所 19 か所

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●青少年が健やかに成長し、社会と
の関わりを持ち、自立しています。

●青少年が個性を発揮し、積極的に
社会活動に参加しています。

地域の祭りや行事などに参加するこ

とが楽しいと思う子どもの割合

84.8％ 86％ 87％

青少年が参加する体験・交流活動参

加延べ人数

5,905 人 18,000 人 20,000 人

第２次刈谷市生涯学習推進計画
2005 年～ 2014 年

刈谷市次世代育成支援行動計画
2005 年～ 2014 年
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学校、家庭、地域などが当事者意識を持ち、それぞれの役割や責任を果たすとともに、相互に協
力、補完し合い、青少年の健全育成に努めます。

▼　

基
本
方
針
２　

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

青
少
年
育
成

市民の役割

自らが青少年に規範

を示すとともに、青

少年に基本的生活習

慣や社会のルールや

マナーを身につける

ことができる家庭教

育の推進に努めま

す。

団体・事業者などの役割

地域全体で青少年の健全な成長を見

守る環境の醸成に努めます。また、

事業者は教育力や資源を活用し学習

機会を提供するなど、地域の教育力

の向上に努めます。

行政の役割

青少年健全育成施策を推進

するとともに、学校、家庭、

地域などと連携して青少年

の自立支援を行います。

１) 家庭教育の推進 2013 2016 2020

①
青少年の人間形成の基本となる家庭の役割の重要性について啓発に努め

ます。

②
家庭教育に関する講座を開催するなど、明るい家庭づくりの推進を図り

ます。

２) 青少年を取り巻く環境の整備  2013 2016 2020

①
学校、家庭、地域が連携し、社会全体で青少年を健やかに育み、自立で

きる環境づくりを推進します。

② 青少年の非行防止活動と有害環境の浄化活動を推進します。

③
複雑化、多様化する青少年や家族からの相談に対応できる体制の充実を

図ります。

３) 青少年の自立支援と社会参加の促進 2013 2016 2020

①
青少年が社会活動に参加し、社会で生きる力や創造力を育めるよう、様々

な体験や交流活動の場の提供と支援を図ります。

②
地域におけるボランティア活動、異世代交流、社会体験など、青少年が

主体的に携わることのできる活動への参加を推進します。
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本市では、「自ら求め　自ら満たし　生きがいをもつ　生涯学習都市」

を基本理念に、生涯学習の推進を図ってきました。市民一人ひとりが充

実した心豊かな生活を送り、地域社会が自らの課題を主体的に解決して

いくなど、自立した地域社会を形成するために個人の学習活動は欠かせ

ないものであり、今後も学習活動における環境の整備を図っていく必要

があります。

生涯学習における学習活動は、学習者の自発的な意思に基づくことが

大切です。本市においては、市民が気軽に参加できる講座や教室などを

開催し、自主的な学習のきっかけづくりに努めてきました。しかし、社

会の変化に対応するために必要な学習は、必ずしも学習者の自発性とは

一致しない場合があり、学習者の興味や関心を呼び起こす啓発活動を行

い、積極的に学習機会を提供していく必要があります。

また、学習者個人の学習成果が社会的に認められることが、次の学習

への動機づけとなることから、個人の学習活動の発表の場の創出や学習

によって身につけた知識や技術の活用を促進する必要があります。

生涯学習の拠点施設としては、本市の生涯学習の中核的施設である中

央生涯学習センターを開設

し、北部、中部、南部の各

地域に生涯学習センターが

整備されました。今後は、

市民の生涯学習の実践の場

として積極的に利用される

よう施設の有効活用を図っ

ていく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■デジタル ･ディバイド……通常「情報格差」と訳され、一般に、情報通信技術（特にインター
ネット）の恩恵を受けることができる人とできない人との間に生じる格差をいう。

■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインする
こと。

2-3

生涯学習

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●生涯学習施設が整備され、気軽に
利用することができます。

●学びたい人が興味や必要に応じて
学ぶことができます。

生涯学習センターの利用件数

9,435 件 27,000 件 28,000 件

大学連携講座の受講者数

０人 1,500 人 1,750 人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●高い学習意欲や自ら学ぶ力を身に
つけています。

●個人の学習の成果をまちづくりに
いかしています。

生涯学習を行っている市民の割合

43.5％ 47％ 50％

ボランティアや地域活動、自主活動

などに参加したことのある市民の割

合

42.5％ 46％ 50％

第２次刈谷市生涯学習推進計画
2005 年～ 2014 年

関連計画
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生涯学習は、学習者の自発的な意思により行われることが基本です。行政をはじめ地域団体、市
民活動団体、事業者、教育機関などは、生涯学習活動の環境づくりのため、それぞれの役割に応
じた取組みに努めます。

▼　

基
本
方
針
２　

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
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▼　

生
涯
学
習

市民の役割

自主的に学習活動や

社会活動に取り組み

ます。

団体・事業者などの役割

学習者が学び、経験を積む機会を提

供するとともに、市民の学習に対す

る意欲や関心の喚起に努めます。ま

た、大学は、公開講座など開催し、

大学が持つ知的財産の提供に努めま

す。

行政の役割

学習情報の提供とともに、

講座や教室などの学習機会

の提供を通して、学習のきっ

かけづくりに努めます。ま

た、利用しやすい生涯学習

施設の維持管理に努めます。

１) 学習機会の充実 2013 2016 2020

①
生涯にわたって学習できるよう幅広い年代に対して、講座や教室などの

学習機会を提供します。

②
高等教育機関や民間事業者などと連携し、市民ニーズを踏まえ、専門性

の高い講座や民間のノウハウをいかした講座の開催を促進します。

③
情報通信技術の進歩に伴い、デジタル ･ディバイドに対応した多様な学

習内容を提供します。

２) 学習活動の支援  2013 2016 2020

①
市民の学習意欲を高めるため、学習成果の発表の場の充実に努めます。ま

た、各種ボランティア活動を行っている人材を積極的に活用します。

② 市民の自主的な活動を活性化するため、各種団体の育成、支援に努めます。

③
市の広報をはじめ、情報誌、インターネットなどを通じて、学習情報の

提供に努めます。

３) 生涯学習施設の利用促進 2013 2016 2020

①
市の広報、ホームページにより生涯学習施設に関する情報の提供に努め

ます。

②
公共施設予約案内システムを見直し、より利用しやすいシステムとしま

す。

③
生涯学習施設を安全で快適に利用できるよう適切な維持管理を行うとと

もに、ユニバーサルデザインに配慮した施設改修を推進します。
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スポーツは多様な側面を持ち、スポーツを “ する ”、“ みる ”、“ ささ

える ” と人それぞれの関わり方があります。市民のスポーツ活動には、

教室、イベント、大会に参加しての活動、クラブ、サークル、団体に所

属しての活動、トップリーグなどを試合観戦しての活動、地域のスポー

ツリーダーとしての活動といった様々なスタイルがあります。

そして、スポーツ活動を推進するためには、市民のニーズに応え、誰

でもスポーツがしたくなる、できる、続けたくなる環境づくりに努める

ことが必要です。

本市では、ウィングアリーナ刈谷や体育館の武道施設などのスポーツ

施設の整備を進める一方で、スポーツ教室の開催、スポーツ関係団体の

育成を図るとともに、地域の中で気軽にスポーツに親しむことができる

ように地域密着型の総合型地域スポーツクラブの設立に努めてきまし

た。

今後は、スポーツマスタープランの目標である「だれもが生涯にわたっ

て、それぞれの体力や年齢、目的に応じ、主体的にスポーツに親しむこ

とのできる生涯スポーツ社会」の実現に向け、引き続き、活動プログラ

ムの充実、クラブや団体の育成、施設の整備や充実、学校施設などの開

放、指導者やリーダーの育成などを進めていく必要があります。

また、スポーツの振興には、行政のみならず、各種スポーツやレクリ

エーション団体、クラブ、学校、企業などがそれぞれ重要な役割を果た

しています。これらの団体や機関が連携することにより、スポーツ振興

に取り組むことが求められています。

総合型地域スポーツクラブの活動の活性化を図り、地域の中で気軽に

スポーツに親しむことができる環境づくりが必要です。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■総合型地域スポーツクラブ……子どもから高齢者、障害のある人まで、様々なスポーツを愛
好する人々が参加できる、地域住民が自主的・自発的に運営する総合的なスポーツクラブ。

■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインする
こと。

■ＮＰＯ……Non Profit Organization の略で、民間非営利組織のこと。非営利すなわち営利
を目的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称。

2-4

スポーツ

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●身近に利用しやすい施設がありま
す。

●スポーツに関する情報を手軽に得
ることができます。

スポーツ施設の利用者数

372,842 人 430,000 人450,000 人

総合型地域スポーツクラブ加入者数

2,233 人 4,200 人 6,000 人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●多くの市民がスポーツに親しんで
います。

●身近に経験豊富な指導者がいま
す。

週１回以上スポーツをしている市民

の割合

38.9％ 45％ 50％

スポーツリーダー養成講座修了者数

(延べ )

1,156 人 1,500 人 1,750 人

第２次刈谷市生涯学習推進計画
2005 年～ 2014 年

第２次刈谷市スポーツマスタープラン
2009 年～ 2018 年

関連計画
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行政のみならず、総合型地域スポーツクラブやスポーツ関係団体、学校、地区組織、事業者、ボ
ランティア ･ ＮＰＯなど多様な主体が、スポーツにふれる機会を創出し、市民が気軽にスポーツに
親しむことができる環境づくりに努めます。

▼　

基
本
方
針
２　

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

ス
ポ
ー
ツ

市民の役割

ライフステージに応

じて、スポーツ活動

に参加します。また、

スポーツを通じた仲

間づくりに努めま

す。

団体・事業者などの役割

各主体の特性をいかし、市民が気軽

にスポーツに参加できる機会の創出

に努めます。また、指導者やリーダー

の育成にも努めます。

行政の役割

気軽にスポーツができる施
設整備に努めるとともに、
スポーツ教室などを開催し、
スポーツに親しむきっかけ
づくりを推進します。また、
スポーツ関係団体や学校、
事業者などのネットワーク
づくりに努めます。

１) スポーツ活動プログラムの充実 2013 2016 2020

①
目的やニーズに応じた教室や講座などを開催し、市民がスポーツ活動に

参加できる機会を提供します。

②
国内トップリーグなどの試合を誘致し、レベルの高い試合が観戦できる

機会を提供します。

③
身近な場所でスポーツに親しむことができるよう、体育指導委員の活動

を支援します。

④
市民がスポーツに興味や関心を持ち、スポーツ活動に参加できるよう啓

発に努めます。

２) クラブ ･ 団体の育成  2013 2016 2020

①

地域のスポーツ振興に加え、スポーツを通じた地域コミュニティの形成

や青少年の健全育成、高齢者や障害のある人の社会参加の場として期待

される総合型地域スポーツクラブの育成を図ります。

②
スポーツ関係団体の活動の充実や組織力の強化を支援し、各種目の競技

人口の拡大や普及振興を図ります。

３) スポーツ施設の整備・充実・開放 2013 2016 2020

① 逢妻川の河川敷を利用して、新たな運動広場の整備を進めます。

②
スポーツ施設、学校体育施設の適正かつ効率的な運営に努めるとともに、

施設の利用率の向上を図ります。

③
ユニバーサルデザインに配慮し、多くの市民が利用しやすい施設となる

よう整備を推進します。

４) スポーツ指導者の育成 2013 2016 2020

①

総合型地域スポーツクラブの指導者を中心に、スポーツの多様な楽しみ

方や適切な技術指導など、幅広くスポーツマネジメントができる豊かな

人間性と管理能力を備えた指導者の育成を図ります。

②

地域に密着したスポーツ活動を活性化し、生涯スポーツを推進するため、

体育指導委員をはじめ市民に身近な立場の推進役となるリーダーを育成

します。

③
様々なスポーツ分野の指導者が連携し、相互に情報を交換し、知識や情

報を共有できるネットワークづくりを推進します。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
本
構
想

基
本
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画
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文化芸術は、個人の趣味や楽しみにとどまらず、人々に元気を与え、

魅力あるまちづくりを推進するために欠かせない要素です。特に、近年

では、地域社会の連帯感の形成や地域経済の活性化にも貢献し、さらに

教育や福祉の分野でも効果があることが注目されており、文化芸術の振

興を図り、魅力あるまちづくりを推進する必要があります。

本市では、総合文化センター、美術館、図書館など、活動拠点となる

施設整備に努めてきました。平成 18 年の市民アンケートの結果では、

本市の人口の約７割強の人が文化施設で芸術を鑑賞し、３割強の人が創

作活動に携わっていると回答されています。しかし、公演や展覧会など

の情報が少なく、地域活動の情報も少ないという課題もあり、文化芸術

のＰＲを積極的に行う必要があります。

市内の文化施設は、概ね整備されてきましたので、今後は、市民が文

化芸術にふれる機会を充実させるとともに、市民が利用しやすく、気軽

に練習や発表ができる施設運営に努めていくことが求められています。

また、文化芸術の担い手は市民であり、その振興のためには、市民と

の連携は欠かせません。市民の自主的な活動を支援するとともに、文化

芸術関係団体間のネットワークを構築し、相互が協力できる関係を築い

ていくことが必要です。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

2-5

文　化

芸　術

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●施設が充実し、創作や発表がしや
すい環境が整備され、文化活動が
活発に行われています。

●文化芸術に関し、様々な情報が提
供されています。

創作や発表がしやすい環境が整備さ

れていると思う市民の割合

60.7％ 63％ 65％

文化芸術関係ホームページの年間更

新回数

84 回 125 回 140 回

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●市民が気軽に文化芸術の鑑賞や体
験ができます。

●文化芸術関係団体が連携を深め、
文化芸術の振興を推進していま
す。

日頃から文化や芸術に親しんでいる

市民の割合

48.6％ 51％ 53％

鑑賞の場、発表などの事業数

325 回 600 回 650 回

刈谷市文化振興基本計画
2008 年～ 2017 年

関連計画
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文化芸術活動を行う個人や団体などと連携し、幅広い市民ニーズに対応した施策の推進に努めま
す。市民が、趣味や生きがいづくりとしての文化芸術に親しむことのできる環境づくりに努めます。

▼　

基
本
方
針
２　

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

文
化
・
芸
術

市民の役割

主体的に文化芸術の

鑑賞や活動に関わり

を持ち、魅力あるま

ちづくりに努めま

す。

団体・事業者などの役割

得意分野をいかして、地域団体や文

化芸術関係団体が主体的に各種事業

やイベントを開催します。また、文

化芸術関係の指導者を活用し、普及

振興に努めます。

行政の役割

活動しやすい施設となるよ

う維持管理に努めるととも

に、講座や展覧会など文化

芸術に親しむきっかけづく

りに努めます。また、市民、

事業者、団体などの連携を

図ります。

１) 鑑賞・体験の機会づくり 2013 2016 2020

①
公共施設において、幅広い分野にわたり文化芸術作品を鑑賞する機会や

体験する機会を提供します。

②
身近なところで気軽に文化芸術にふれる機会やわかりやすく学ぶ機会を

つくり、文化芸術に親しむ機会のなかった人の関心を高めます。

２) 創作・発表の機会づくり  2013 2016 2020

①
公共施設において、創作活動の場を提供するとともに、高い技術を有し

たアーティストの指導を受けることができる機会を充実します。

② 市民が力をあわせて、本格的な創作活動を行う活動を支援します。

③
市民文化祭をはじめ、文化活動をする市民が集い、日頃の創作活動の成

果を発表する機会を提供します。

３) 活動の支援体制の充実 2013 2016 2020

① 専門的な人材を活用した質の高い文化芸術の振興に取り組みます

②
文化芸術活動を行う個人や団体の社会貢献活動の促進や、市民のボラン

ティア活動を支援します。

③
市内外で行われる展覧会やコンサート、講座などの文化芸術活動や活動

団体の情報提供に努めます。

４) 文化芸術の拠点づくり 2013 2016 2020

①
市民ホールを舞台芸術全般にわたり質の高い鑑賞空間として提供すると

ともに、市民の舞台芸術の発表・創造の場として提供します。

②
図書館を身近な知の源泉として市民に閲覧や貸出しを行うとともに、子

どもの読書環境の整備や読書活動の推進体制の充実を図ります。

③
美術館を企画展や常設展を通して心の豊かさを育む場として提供すると

ともに、創作活動の身近な発表の場として提供します。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
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想
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画
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像
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・
目
標
指
標

2-6

歴　史

文化財

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●歴史の小径の整備が進み、歴史に
ふれる環境が整備されています。

●城下町の雰囲気が感じられるまち
になっています。

刈谷の歴史に興味を持っている市民

の割合

35.9％ 41％ 46％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●歴史博物館が整備され、歴史や文
化財にふれることができます。

●文化財の保護活動や伝承活動が活
発に行われています。

歴史博物館の来館者数

― 30,000 人 35,000 人

ガイドボランティア数

66 人 70 人 75 人

小堤西池カキツバタ群落保存管理計画
2008 年～ 2017 年

刈谷市文化振興基本計画
2008 年～ 2017 年

第２次刈谷市観光推進基本計画
2011 年～ 2020 年

関連計画

本市は、古くから衣ヶ浦の東岸に位置し、その沿岸には、縄文時代の

遺跡や貝塚が多く発見されています。天文２年（1533 年）に水野氏が

刈谷城を築城し、江戸時代には城下町として発展をしてきました。その

後、大正 12 年に、豊田佐吉、喜一郎親子の自動織機の試験工場を誘致

したことから、工業都市として発展する基礎が築かれました。

このような歴史的背景から、多くの無形・有形文化財や史跡が残され

ています。これらの文化財や史跡などは共有の財産であり、後世へ大切

に伝えていく必要があります。

本市では、歴史を感じることができる環境の整備として、「歴史の小

径」の整備をはじめ、各種のパンフレットを作成し啓発活動を行ってき

ました。今後も、様々な取組みを通して、まちの歴史に対する認知度を

高める必要があります。

一方、多くの文化財が個人で管理されており、将来的な保存や活用が

課題となっています。貴重な歴史資料を適切に保存管理ができる歴史博

物館の整備を進めるとともに、文化財の収集に努め、資料の保存や公

開、活用を進めていく必要があります。また、万燈祭や奴のねり、雨乞

笠おどりなどの伝統芸能は、後継者の育成も含め保存会などの活動を支

援し、その継承に努めていく必要があります。

このほか、本市には、国の天然記念物である小堤西池のカキツバタ群

落があります。カキツバタの自生地としては、日本一の規模を誇る貴重

な群落ですので、カキツバタの保護増殖に努めるとともに、周辺の自然

的景観の保全を図る必要があります。

76
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歴史や文化財は、まちの大切な財産であるとの認識を共有し、多様な主体が保存や継承に向け
て協力することが大切です。郷土の歴史や文化財を広く市民に周知し、積極的に活用する中で、ま
ちへの誇りや愛着を高めていく必要があります。

▼　

基
本
方
針
２　

生
き
る
力
を
育
み
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

歴
史
・
文
化
財

市民の役割

郷土の歴史や文化財

の理解に努めるとと

もに、歴史や文化財

の保存活動などへの

参加に努めます。

団体・事業者などの役割

歴史や文化財を後世に伝えていく担

い手となるよう努めるとともに、後

継者の育成や地域住民の意識の高揚

に努めます。

行政の役割

施設整備や講座、情報提供

などにより歴史や文化財に

対する市民意識の向上に努

めるとともに、保存や継承

活動への支援に努めます。

１) 刈谷城 の整備 2013 2016 2020

① 亀城公園の整備とあわせ、隅
すみ

櫓
やぐら

や城門、石垣などの復元を推進します。

２) 歴史博物館の整備  2013 2016 2020

①
歴史博物館の建設により、市内に点在する多数の文化財の散逸を防ぎ、保

存・活用に努めるとともに、本市の歴史や文化の発信拠点とします。

②
歴史博物館では、万燈祭や奴のねりなどの無形民俗文化財が体験できる

ように努めます。

③
郷土資料館は民俗に関する資料の保存・展示を中心とし、歴史博物館と

連携を図ります。

３) 文化財の保護・伝承・活用 2013 2016 2020

①
無形民俗文化財保存団体の活動や後継者育成に対して支援を行い、伝統

文化の継承に努めます。

②
国指定天然記念物のカキツバタ群落は、保存管理計画に基づき適切に管

理するとともに、市民と協力して保護活動に努めます。

４) 歴史の啓発 2013 2016 2020

①
講座や体験教室を開設し、市民が歴史や文化財に身近にふれることがで

きる機会や場を提供します。

②
ボランティアの養成や資質向上、市民サポーターの育成を図り、市民が

歴史・文化財事業に積極的に参加できる環境を整備します。

③
見やすく親しみやすいホームページやパンフレットを作成するなど、積

極的に郷土の歴史文化の啓発活動を進めます。

④
刈谷の偉人を紹介するDVDを作成し、市民の郷土への理解と愛着心の高

揚を図ります。

自　　助 互　　助 公　　助
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人と技術で賑わいを創り
　　笑顔で働き続けられるまちづくり

１　農業

２　商工業

３　観光

（産業振興分野）基本方針3

80

82

84
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本市の農業は、稲作を基幹農産物としていますが、都市近郊で消費者

との距離が近いという有利な立地特性をいかし、野菜、果樹、花きなど

も生産しています。しかし、高い兼業化率と農業従事者の高齢化が進み、

産業としての農業を担う後継者不足が深刻な問題となっており、畑作地

帯を中心に遊休農地化が進んでいることから、再ほ場整備も難しい状況

にあります。

このため、農業の将来を担う後継者や新規就農者にとって、魅力的で

やりがいのある産業とするため、農業経営や新規就農のための支援策を

実施し、安定した農業経営と有効的な農地の活用を行う必要があります。

また、余暇の増大や価値観の多様化に伴い、農業に親しむライフスタ

イルやより安全な農産物へのニーズが高まっています。今後は、生きが

い活動としての農業や、地元農家が生産した安全で安心な農産物の供給

を図っていく必要があります。

さらに、食の安全を確保し、

食の大切さへの理解を深めてい

くことが求められており、食育

基本計画に基づき、関係団体や

市民、行政などが協力し、総合

的かつ計画的に食育を推進して

いく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■食育……生活していく上での基本として、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、

健全な食生活を通じて人間を育てること。

■認定農業者……農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画により、市の認定を受け

た農業者（法人含む）。

■優良農地……10ｈａ以上の規模の一団の農地で、区画が大きく大型農業機械の使用が可能な

農地。

■パイプライン……農業用水を長距離にわたって輸送するため、地下に埋設された管路。

■地産地消……地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費し

ようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組み。

3-1

農　業

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●遊休農地が解消され、農業生産基
盤である優良農地が確保されてい
ます。

●地産地消の推進により、店には地
元農家が生産した安全で新鮮な農
産物が並んでいます。

遊休農地面積

10ha ５ha ０ha

地元農産物を買うように心がけてい

る市民の割合

62.2％ 65％ 70％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●農家の収益が向上し、安定した農
業経営となっています。

●新規就農者のための支援策が整
い、農業法人や営農組織、担い手
が育っています。

●農作物の栽培や収穫体験、生きが
い活動としての農業が行われ、食
の大切さを実感しています。

農業生産法人数

2 組織 ３組織 ５組織

新規就農者数

０人 ５人 10人

食生活に気をつけている市民の割合

86.4％ 90％ 95％

刈谷農業振興地域整備計画
2011 年 2 月 策  定

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想
2011 年～ 2020 年

刈谷市食育推進計画
2011 年～ 2020 年

関連計画
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消費者ニーズを把握し、農家と消費者の距離を縮め、地産地消の推進に努めます。また、農地を

貴重な憩いの空間として、農家だけではなく地域住民やボランティア団体などとも協力し、農地の

維持や保全に努めます。

▼　

基
本
方
針
３　

人
と
技
術
で
賑
わ
い
を
創
り
笑
顔
で
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

農
業

市民の役割

農業者は後継者の育

成に努めるとともに、

農地の維持保全に努

めます。また、消費

者は地産地消に努め

るとともに、食への

理解を深めます。

団体・事業者などの役割

地産地消や食育の推進、農地の環境

保全に努めます。また、農業関係者

を中心に、農産物のブランド化の推

進や刈谷の農業のＰＲに努めます。

行政の役割

優良農地の維持管理に努め

るとともに、農業関係者と

も協力し、生産基盤の強化

や後継者育成への支援に努

めます。また、地産地消や

食育の啓発に努めます。

１) 担い手の育成 2013 2016 2020

①
新しい経営感覚を持った後継者の育成と、より効率的な農作業の受委託を推
進するため、生産組織が企業的経営体となるよう育成や強化を図ります。

② 認定農業者の認定を促進するとともに、担い手の育成を支援します。

③ 新規就農者のための就農支援体制を構築します。

２) 生産基盤の強化  2013 2016 2020

①
農地の高度利用や生産性の向上のため、ほ場区画の大規模化、排水路及び農
道の整備を行い、優良農地を確保します。

② 老朽化したパイプラインの布設替えを進めます。

③ 農業委員会による農地パトロールを実施し、無断転用の解消を図ります。

④
新規就農希望者へのあっせんや市民農園としての活用を通じて、遊休農地の
解消を図ります。

３) 農業振興の推進 2013 2016 2020

① 営農組合や認定農業者など担い手の経営規模の拡大に努め、農作業の効率化
と経営コストの縮減を図ります。

② 果樹、露地園芸、花きなどの栽培農家が取り組む新規栽培作物、技術導入を
支援します。

③ 農業関係団体と一体となって、農産物のブランド化を推進します。

④ 有害鳥獣駆除と家畜の防疫を推進します。

⑤ 農家が生産した安全で安心な農産物の販路拡大と地産地消のＰＲに努めます。

４) 農業に親しむライフスタイルの推進 2013 2016 2020

①
土と親しむ生活を送るため、刈谷生きがい楽農センターにて農業研修を実施
し、研修修了者には、遊休農地を活用した市民農園のあっせんを行います。

② 地元農産物の加工技術の普及を推進します。

５) 食育の推進 2013 2016 2020

①
食に関する正しい知識の啓発と健康的な食生活の普及、栄養や食生活に関す
る学習機会の充実を図ります。

②
幼稚園、保育園、小中学校の給食を通じて、親子や家族、仲間や地域との関
わりを深め、子どもの心身の健やかな発達を促します。

③
農作物の栽培や収穫体験などを通じ、自然の恩恵や食を大切にする心を育て
ます。
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本市の工業は製造業を中心に発展してきましたが、長期化する景気の

低迷やグローバル化に対応するため、より一層の経営合理化や生産効率

向上が課題となっています。また、住環境や地球温暖化など環境に配慮

した対応が必要になっています。そのため、環境に配慮した用地整備、

産業育成や起業支援による既存工業の高度化、拡大化を図る一方で、今

後も安定した経済基盤の形成を進めるために、新分野の産業を誘致する

ことが望まれます。

また、産業構造の変化や若年労働力の減少、団塊の世代の退職、フリー

ターの増加など雇用状況が変わる中、男女雇用機会均等法や育児 ･介護

休業法の制定、終身雇用の減少などにより労働環境は大きく変化してい

ます。そのため、公共職業安定所や商工会議所、関係機関と連携し、事

業者をはじめ求職者、労働者への情報提供や啓発を積極的に進め、雇用

対策や就業支援の一層の充実を図る必要があります。

小売業をはじめとする商業は、郊外型大型店舗やインターネット販

売、産地直送など販売手法が多様化し、商店街などの小売店舗では客離

れが進み、後継者不足なども相まって、空き店舗が増加するなど厳しさ

を増しています。しかし、こうした中でも、商店街連盟や商工会議所を

中心に、全市的な商業活性化事業や各商店街の祭りやイベントなど地域

の特色をいかした事業を実施し、成果をあげています。

今後は、高齢社会の進展や低炭素社会の構築に対応する必要性から、

身近に買物ができる環境が整っていることも大切であり、商業者自身が

それぞれの地域や店の特性をいかし、地域コミュニティの拠点となるよ

うな地域密着型商業や消費者ニーズにあわせた商業を検討していくこと

が求められています。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■団塊の世代……第二次大戦後昭和 22 年～ 24 年にベビーブームが起こり、年間約 270 万人

が出生した。このベビーブーム期の世代が団塊の世代と呼ばれている。

■フリーター……15歳から 34歳の若年（ただし、学生と主婦を除く）のうち、パート・アル

バイト（派遣などを含む）及び働く意志のある無職の人。

■男女雇用機会均等法……法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、雇用分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠

中及び出産後の健康の確保を図るなどの措置を推進することを目的とする法律。

■育児・介護休業法……すべての企業、事業所に対して、子どもが一歳になるまでの育児休業

と介護を必要とする家族がいる場合には、３か月までの介護休業の導入を義務づける法律。

■低炭素社会……二酸化炭素の排出が少ない社会。

■キャリア形成……職業能力を身につけていくこと。

3-2

商工業

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●企業の経営環境が安定、合理化し
ています。

●新たな産業分野の企業が立地して
います。

●地域や店の特性をいかした魅力あ
る商店街づくりが進んでいます。

産業が活発であると思う市民の割合

90.2％ 91％ 91％

市内の商店街でよく買物をしている市民の割合

48.8％ 49％ 50％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●雇用環境が安定し、安心して働い
ています。

●地域コミュニティの拠点として、
商店街と地域が連携しています。

事業所・企業統計調査による総従業員数

102,130 人 110,000 人 115,000 人

商店街のイベントなどに参加したことのある市民の割合

36.9％ 40％ 45％

第３次刈谷市都市計画マスタープラン
2011 年～ 2020 年

関連計画
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商工業の振興は、基本的には事業主や商業主の経営判断に基づいた取組みが求められますが、

雇用の創出や地域コミュニティの醸成にも寄与することから、行政としては積極的な支援を行うとと

もに、地域と連携した商工業支援を図っていく必要があります。特に、高齢化が進む中では、身近

なところで生活必需品が購入でき、地域コミュニティの核となる商店街の再生が大切です。

▼　

基
本
方
針
３　

人
と
技
術
で
賑
わ
い
を
創
り
笑
顔
で
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

商
工
業

市民の役割

勤労者としての資質

向上や自己啓発に努

めます。また、商店

街と協力して、地域

のコミュニティの拠

点 づ く り に 努 め ま

す。

団体・事業者などの役割

経営の安定化に努めるとともに、勤

労者への研修や福利厚生の充実など

に努めます。また、個性のある店づ

くりと商店街が地域のコミュニティ

の拠点となるように努めます。

行政の役割

事業者への支援とともに、

関係機関との連携し、労働

環境や商業環境、勤労者福

祉の充実に努めます。また、

工業用地を確保するなど、

経営規模の拡大支援や新産

業の誘致に努めます。

１) 工業の振興 2013 2016 2020

①
商工会議所をはじめ、産学官連携の強化や企業 OB の経験や知識を活用し、

経営改善、新製品や新技術の開発支援を推進します。

②

中小企業者に対する融資制度の利用促進や制度の充実を行い、経営の安

定化及び合理化、経営規模の拡大などを支援するとともに、起業者に対

しては、事業開始に向けた支援に努めます。

③
流通に適した交通利便性の高い地域に、新たな用地の確保を検討し、既存

工業の高度化、拡大化を図るとともに、新たな分野の産業誘致に努めます。

２) 商業の活性化  2013 2016 2020

①
国や県の補助制度を有効に活用し、空き店舗の活用や景観づくりなど商

業環境の整備を支援し、魅力ある商店街形成を促進します。

②
商店街が賑わいある暮らしの場となるため、伝統的な祭りや地域の特色

をいかしたイベントの開催などを支援します。

③ 一店逸品づくりなど個性をいかした店づくりを支援します。

④
商店街が行う街路灯の整備や維持管理、共同駐車場や駐輪場の整備を支

援します。

⑤

中小企業者に対する融資制度の利用促進や制度の充実を行い、経営の安

定化及び合理化、経営規模の拡大などを支援するとともに、起業者に対

しては、事業開始に向けた支援に努めます。

３) 雇用 ･ 就労の安定確保 2013 2016 2020

① 事業者に対する人材活用や経営に関する講座を充実します。

②

雇用の継続 ･ 管理に関する情報提供や啓発を行うとともに、勤労者の人

材育成など職業能力や技術向上のための講座や相談会を開催し、勤労者

の就業支援に努めます。

③

厳しい雇用環境にある学卒者、フリーターなどの若年者や中高年齢者に

対する個人相談や講座の開催、キャリア形成の機会を提供し、就労機会

の増大に努めます。
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本市の観光は、祭り保存会や刈谷市観光協会を中心に開催される大名

行列・山車祭、万燈祭、わんさか祭りなどが主なものでした。平成 16

年 12 月の刈谷ハイウェイオアシスのオープンにより、新たな観光施設

が誕生し、本市を訪れる観光客が飛躍的に増加しました。また、刈谷レ

ストラーレ基本構想により、北部（刈谷ハイウェイオアシス周辺）、南

部（フローラルガーデンよさみ周辺）を癒しの空間と位置づけ、市民の

憩いの場の整備を進めています。

伝統的な祭りは保存会が中心に行っていますが、祭りを後世に継承し

ていくためには、後継者の育成や技術の継承など保存会組織の強化が重

要です。

現在、新たな観光資源として、刈谷城址の復元を含めた亀城公園の再

整備や歴史博物館の整備を進め、観光資源としての活用や情報発信を

行っていく必要があります。

また、本市は、自動車関連を中心とするものづくり産業の集積地で、

世界的な企業が立地しています。大正時代の自動織機の工場誘致から自

動車産業へと発展する過程の中で、多くの産業的な文化財や最新の技術

や製品を紹介する企業の展示施

設が整備されています。こうし

た資源を活用し、観光客が求め

る観光のあり方を検討し、モデ

ルコースを設定するなど産業観

光を推進していく必要がありま

す。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■レストラーレ……ラテン語で「元気を回復する」、「癒す」を意味する言葉。

■ハイウェイオアシス……公園と高速道路の休憩施設を一体的に整備し、高速道路からも一般

道路からも利用できるようにしたエリア。

■産業観光……歴史的文化的価値のある産業文化財（古い機械器具、工場遺構などのいわゆる

産業遺産）、生産現場（工場、工房、農・漁場など）、産業製品を観光対象（資源）として

人的交流を促進すること。

3-3

観　光

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●郊外には癒しの空間、憩いの場が
あります。

●産業観光ができます。

●多くの観光客が刈谷ハイウェイオ
アシスなどの観光拠点を訪れてい
ます。

主要観光拠点数

14 か所 14 か所 15 か所

主要観光拠点の年間利用者数

10,233 千人 10,700 千人 11,200 千人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●伝統的な祭りに、市民が積極的に
参加し、活動しています。

●休日には郊外で過ごして心身をリ
フレッシュしています

観光協会主催のイベント・祭りの観

客数

426,293 人 450,000 人 480,000 人

市内に休日などにリフレッシュでき

る場所があると思う市民の割合

57.4％ 61％ 65％

第２次刈谷市観光推進基本計画
2011 年～ 2020 年

刈谷レストラーレ基本構想
2007 年３月 策   定

関連計画
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観光の推進のためには、多くの人がまちの魅力や良さを再発見し、関係者がそれぞれの立場をい

かし、協力することが必要です。一つ一つの個々の資源を組み合わせ、観光資源としての魅力の向

上に努めます。

▼　

基
本
方
針
３　

人
と
技
術
で
賑
わ
い
を
創
り
笑
顔
で
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

観
光

市民の役割

ま ち の 魅 力 を 発 見

し、積極的なＰＲに

努めます。

団体・事業者などの役割

各主体が特性をいかし、観光事業な

どに取り組むとともに、内外に向け

たまちの魅力や観光資源のＰＲ、ボ

ランティアの育成に努めます。

行政の役割

各主体の取組みへの支援を

行うとともに、ネットワー

クを構築し、相互に連携し、

観光事業の相乗効果を生む

ことができるように努めま

す。

１) ｢ ふるさと刈谷 ｣ の魅力向上と発信 2013 2016 2020

①
刈谷ハイウェイオアシスやフローラルガーデンよさみ、刈谷駅などから

本市の観光情報を発信します。

②
主要な観光拠点で刈谷の魅力を説明、発信できるガイドボランティアを

育成します。

③ 歴史博物館の整備にあわせて、本市の歴史情報を発信します。

２) 産業観光の推進  2013 2016 2020

①
事業者と連携し、工場見学や企業の展示施設などを組み合わせた産業観

光ルートを整備します。

②
依佐美送信所記念館では、来訪者に展示されている産業遺産などを説明

できるガイドボランティアを育成します。

３) 観光資源の発掘と活用 2013 2016 2020

① 市内の史跡などを結ぶ歴史の小径を活用し、歴史散策を推進します。

②
亀城公園は、刈谷城址の趣を感じられる公園として整備し、観光資源と

しての活用を検討します。

③

万燈祭をはじめとする伝統的な祭りを未来へと伝えるため、保存会とも

協力し、後継者の育成や技術の継承を図るとともに、祭りを観光資源と

して活用します。

④ 鉄道会社と連携し、ウォーキングイベントの開催を促進します。

４) 刈谷レストラーレ構想の推進 2013 2016 2020

①
刈谷ハイウェイオアシスを核として、小堤西池カキツバタ群落や洲原池

など北部丘陵地を散策できるルートを整備します。

②
フローラルガーデンよさみ周辺では、景観作物の栽培を支援し、田園風

景と調和した憩いの空間を創出します。
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▼　

基
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針
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ま
ち
づ
く
り

支えあいみんなが元気で
　　安心して暮らせるまちづくり

１　健康づくり

２　地域福祉

３　次世代育成・子育て支援

４　高齢者福祉

５　障害児・者福祉

６　社会保障

７　防災

８　防犯・交通安全

９　市民生活

（福祉安全分野）基本方針4
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がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の発症が依然として

高くなっています。背景には、食生活の偏りや運動を心がけている人が

少ないことにあります。これらの疾病の発症を予防する一次予防対策と

して、健康な人も含め市民一人ひとりが、「健康はつくるもの」という

積極的な意識を持ち、健康づくりに取り組む必要があり、総合健康セン

ターを拠点として、健康寿命の延伸を目標に、生涯を通じた健康づくり

を推進していくことが求められています。

妊産婦や乳幼児の健康診査や健康相談を実施し、健康の保持増進を

図っていますが、核家族化、女性の社会進出などにより妊娠、育児を取

り巻く環境が変化しています。妊娠や育児の不安を軽減するため、集団

的または個別的に行う様々な支援が必要となっています。

従来の感染症は、医療の進歩や防疫体制の整備により、ある程度発生

が抑えられてきましたが、完全に抑制することができたわけではなく、

新型インフルエンザなど新たな感染症の発生による健康被害や社会的影

響が懸念されており、今後さらなる対策が求められています。

また、医療に関しては、生活の安心という観点からも市民の要望や意

識は高く、いつでも安心して必要な医療を受けることができる体制の充

実が求められています。市内唯一の総合病院であり市民病院的な病院で

もある刈谷豊田総合病院の機能の充実を支援するとともに、医師会や歯

科医師会などとも連携し、病診連携や休日夜間診療体制の充実を支援し

ていく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■生活習慣病……高血圧、糖尿病など生活習慣（食生活、運動不足、飲酒、喫煙）が発症原因
に深く関与している疾患の総称。

■健康寿命……人間が健康で自立的に生活できる期間のこと。ある人の余命のうち、日常の生
活動作を自力で行える（病気、怪我、認知症などでない）状態にある期間。

■感染症……インフルエンザや結核、エイズなどウイルスや細菌などの微生物（病原体）が体
内に侵入し、増殖することで引き起こされる疾患のこと。

■新型インフルエンザ……毎年流行を繰り返してきた季節性のインフルエンザウイルスとは異
なり、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするイン
フルエンザのこと。

■病診連携……患者に対し、より効率的、効果的な医療を提供するために、身近な開業医（か
かりつけ医）と専門的な医療機関が役割や機能を分担し、お互いに連携すること。

■食育……生活していく上での基本として、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を通じて人間を育てること。

4-1

健康づくり

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●総合健康センターを拠点に、市民
の健康づくり活動が活発に行われ
ています。

●感染症の流行が最小限に抑えら
れ、安心して医療が受けられる体
制が整備されています。

日頃から健康づくり活動を実践して
いる市民の割合

70.4％ 75％ 80％

安心して医療が受けられる環境が
整っていると思う市民の割合

82.1％ 85％ 88％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●地域の健康づくり活動への参加や
健診、受診を通じて、健康な生活
をしています。

●母子ともに健康で、ゆとりと自信
を持って、楽しく子育てをしてい
ます。

健康診査（がん検診）の受診率

19.9％ 25％ 30％

子育てに自信が持てない母親の割合

6.1％ ５％ ４％

健康日本 21かりや計画
2004 年～ 2013 年

刈谷市新型インフルエンザ対策行動計画
2009 年 10 月策定

関連計画
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「健康はつくるもの」という意識を持ち、市民一人ひとりが生活習慣の大切さと自らの健康状態を
理解し、健康づくり活動を自ら実践、継続することが大切です。行政や医療関係者は、市民の健康
づくりを支援するとともに、健康意識の普及啓発や医療環境の充実に努める必要があります。

▼　

基
本
方
針
４　

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

健
康
づ
く
り

市民の役割

日頃から自分の健康

や生活習慣に関心を

持ち、元気で明るく

楽しく暮らすため、

健康づくりに努めま

す。

団体・事業者などの役割

健康に関する知識の普及啓発に努

め、地域に密着した健康づくり活動

の実施に努めます。また、医療関係

者は、行政と連携し、地域医療体制

の充実に努めます。

行政の役割

健康づくりの普及啓発に努

めるとともに、健康づくり

の拠点や指導相談体制の充

実に努めます。また、医療

関係者の取組みを支援し、

地域医療体制の充実に努め

ます。

１) 健康の増進 2013 2016 2020

①
バランスの良い食生活や適度な運動など健康的な生活習慣を身につける
ための正しい知識の普及啓発を行うとともに、食育や生涯スポーツの推
進と連携し、地域における健康づくり活動を支援します。

②
がん検診など健康診査事業の受診率の向上に努め、疾病を早期に発見し、
事後指導などの充実を図ります。

③

総合健康センターにおいて、生活習慣病予防、介護予防の推進を図るため、
トレーニング機器を活用し、幅広い年齢層を対象に、個々の体力や健康
状態に応じた運動メニューの提示や実践を行い、運動習慣の定着化を推
進します。

２) 母子保健の推進  2013 2016 2020

① 母親と乳幼児の健康の保持増進のために健康診査を実施します。

②
妊娠期から育児期にわたる健康知識の普及や母性 ･父性の育成、保護者
の交流などを支援するとともに、個別相談や家庭訪問などを実施し、育
児不安の軽減に努めます。

３) 予防接種と感染症対策 2013 2016 2020

①
予防接種の重要性や感染症予防の啓発を行い、定期予防接種の接種率の
向上に努めます。

②
感染症の二次感染を防止するため防疫体制の強化を図るとともに、国や
県、医師会などと連携し、新型インフルエンザなどの新たな感染症への
危機管理対策を講じます。

４) 地域医療体制の充実 2013 2016 2020

①
市民病院的な病院であり本市医療の中核的な役割を持つ刈谷豊田総合病
院において、良質な医療を提供できるよう施設整備や医療機器などの充
実を支援します。

②
刈谷豊田総合病院と医師会との病診連携を図るため、かかりつけ医の定
着化などを推進します。

③
市民が安心して救急医療が受けられるよう、医師会や歯科医師会などと
連携し、休日夜間などの医療体制の充実に努めます。

④
県や近隣自治体及び医療機関との調整を図り、地域医療体制の充実を働
きかけます。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画

89

参
考
資
料



核家族化、少子高齢化、共働き家庭の増加などにより家庭や地域の相
互扶助機能が低下するとともに、生活上の諸課題は複雑多様化し、福祉
サービスへの社会的需要は増加しています。さらに、社会経済情勢などの
影響もあり、自殺、ひきこもり、虐待、孤独死などといった新たな社会問
題も見受けられるようになっています。また、増加する単身高齢者など要
援護者の支援についても課題となっています。

これまで、行政や社会福祉法人などにより、障害者や高齢者の様々な福
祉関連施設の整備やサービスの提供を充実してきました。近年は、福祉
分野への民間事業者の新規参入が広がるとともに、ボランティアやＮＰＯ
などの活動が活発化し、行政とボランティア団体などとの連携の気運が高
まっています。さらに、団塊の世代の地域回帰も始まろうとしています。

また、本市では、刈谷市民ボランティア活動支援センターのほか、社会
福祉協議会においても福祉ボランティアの拠点としてセンターを設置する
など、ボランティア活動に関わる団体の育成を図ってきたことにより、団
体の登録数も着実に増加しています。

こうした社会状況の中、福祉の心の醸成を図り、地域の実情に応じた福
祉の推進を、地域団体やボランティア、ＮＰＯなどとの協力の下で、住民
同士で支えあい、地域で問題を解決していく地域福祉の必要性や重要性
が高まっています。

そのため、地域福祉の推進役である社会福祉協議会の充実を図るとと
もに、地域組織や人材の育成支援を通じて、地域住民やボランティア、Ｎ
ＰＯなどと連携し、地域の課題や実情に対応した活動が展開できる地区社
会福祉協議会の設置を推進する必要があります。

現
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と
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標
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■ＮＰＯ……Non Profit Organization の略で、民間非営利組織のこと。非営利すなわち営利を
目的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称。

■団塊の世代……第二次大戦後昭和 22 年～ 24 年にベビーブームが起こり、年間約 270 万人が
出生した。このベビーブーム期の世代が団塊の世代と呼ばれている。

■社会福祉協議会……市区町村に設置され、社会福祉法にも規定されている公益的、自主的な組
織で、地域福祉の推進を図ることを目的に運営される組織。略して「社協」という。

■地区社会福祉協議会……市町村内の小地域福祉課題に取り組むため自治会、小・中学校区など
を単位としてボランティアなど各種団体が協働して運営する組織。略して、「地区社協」という。

■ノーマライゼーション……障害児 ･ 者や高齢者などを特別な存在として見るのではなく、健常者
とともに社会生活を普通に過ごすことが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考
え方やそれに向けた運動や施策のこと。

■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインすること。

4-2

地域福祉

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●地域住民同士で支えあう地域福祉
活動が行われています。

●地区社会福祉協議会を中心とした
地域福祉の体制や仕組みが整って
います。

地域の支えあいにより高齢者や障害者
も安心して暮らせると思う市民の割合

58.3％ 63％ 68％

地区社会福祉協議会設置数

０か所 １か所 ３か所

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●ボランティア活動を通じて、住民
同士が交流しています。

●地域の課題を住民同士が共有し、
解決に向け、行動しています

ボランティア活動などに参加している市民の割合

9.6％ 12％ 15％

社会福祉協議会のボランティア登録団体数

103 団体 115 団体 125 団体

第２次刈谷市地域福祉計画
2010 年～ 2014 年

関連計画
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多くの人が “ 福祉の心 ” を持ち、参加し、支えあう地域社会の形成に努めることが大切です。ボ
ランティアやＮＰＯをはじめ地域を支える多様な主体が、それぞれの役割を担い、協力して地域福
祉の実現をめざします。

▼　

基
本
方
針
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支
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あ
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が
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て
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ま
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▼　

地
域
福
祉

市民の役割

地域の一員であるこ

とを自覚し、地域活

動やボランティア活

動などへ積極的に参

加します。

団体・事業者などの役割

地域で活動する団体は市民を取り込

む主体となり、地域福祉の推進に努

めます。また、事業者などは、財政

的、人的な面で活動への支援に努め

ます。

行政の役割

社会福祉協議会の充実を図

り、地域に密着した組織や

人材の育成を支援します。

また、活動団体などのネッ

トワークを構築し、相談や

活動支援体制を充実します。

１) 福祉の心の醸成 2013 2016 2020

①

学校教育や生涯学習、ボランティア活動などの場面において、市民と障

害児 ･者などがふれ合う機会を増やし、障害や認知症などについての理

解やノーマライゼーション、ユニバーサルデザインを理解した福祉の心

の醸成に努めます。

②
地域住民がふれ合い、思いやりの心を育む機会となる交流活動を推進し

ます。

２) 地域福祉活動の推進  2013 2016 2020

①
ボランティアやコーディネーターの養成講座を開催し、地域福祉の担い

手が育つ環境づくりを推進します。

②
小中高等学校の福祉活動を支援するとともに、各種福祉施設と連携を図

り、児童生徒の体験学習を実施します。

③
地域住民が、地域の課題を見い出し、自らで解決策を考え、行動できる

地域住民会議を開催します。

３) 地域福祉推進体制の充実 2013 2016 2020

①
社会福祉協議会の福祉ボランティア支援機能の充実を図り、地域福祉活

動の担い手となる地域ボランティアの立ち上げや活動を支援します。

②
刈谷市民ボランティア活動支援センターの充実を図り、市民のボランティ

ア活動の情報の収集や発信、団体の交流や連携を推進します。

③

地域住民、ボランティア、ＮＰＯなどとの連携を図り、地域住民会議の

開催や、地域の課題、実情に応じた活動ができる地区社会福祉協議会の

設置を推進します
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少子化や核家族化の進行、地域社会のつながりの希薄化により、子育
てに悩みや不安を持つ保護者が増えていることから、気軽に集まり話がで
き、お互いの不安を相談できる場所や機会が求められています。

本市では、４か所の子育て支援センターが整備され、主に就園前の親
子の遊び、相談の場を提供しています。また、ファミリー ･ サポート ･ セ
ンターは順調に会員数を伸ばし、利用者の多様なニーズに応えることがで
きるようになっています。

今後は、行政のみでなく、地域住民のつながりを一層強化し、異年齢
児や大人との交流ができ、気軽に相談し助け合うことのできる地域コミュ
ニティの確立が望まれています。家庭、地域、事業者、行政がそれぞれ
の役割を担い、連携し、子どもの主体的、創造的な育成を図ることが求め
られるとともに、子育てを支援する市民の自主的活動の育成や支援が必要
です。

一方、少子化が進行する中で、本市における合計特殊出生率は、全国
や愛知県を上回る値を示しており、女性の社会参加を背景に、保育園の０
～２歳児は待機児童が出ている状況です。市の組織改革を行い、幼稚園
と保育園の窓口を一本化し、就学前児童の保育と幼児教育の充実を図っ
ています。また、児童クラブにおいても待機児童が出ています。今後も増
加すると想定されるニーズに対応するため、幼稚園と保育園の連携や施設
整備を進める必要があります。

また、子どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域の子育て機能や教育力
の低下が指摘される中、放課後の子どもが異学年や地域の大人と交流で
き、安全 ･ 安心で健やかに過ごすことができる居場所の確保が求められて
います。
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■ファミリー ･サポート･センター……地域において育児の援助を受けたい人（依頼会員）と行い
たい人（援助会員）が会員となり、育児について助け合う会員組織。

■合計特殊出生率……15 歳から 49 歳までの女性の年齢ごとの出生率の合計で、一人の女性が生
涯に生む子どもの数を表す。

■児童クラブ……仕事などで保護者が昼間家庭にいない小学校低学年児童が、学校終了後などに
健全に過ごす場のこと。

■療育……医療 ･ 治療の「療」と、養育 ･ 保育 ･ 教育の「育」を合体した造語。障害のある児童
に対して、医学的治療だけでなく、教育その他の諸科学を駆使して、能力や可能性の開発を
図ること。

■放課後子ども教室……小学校などの施設を活用し、地域の人の参加を得て、子どもとともに遊び
や体験、学習などの取組みを行う事業。

4-3

次世代育成

子育て支援

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●各地域に子育て支援団体があり、
地域全体が連携して子育て家庭を
支援しています。

●子育てをしながら安心して社会参
加ができる環境が整っています。

子どもを生み・育てやすいと思う市民の割合

75.8％ 78％ 80％

ファミリー ･ サポート ･ センター登録会
員数

1,947 人 2,200 人 2,400 人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●地域住民と子どもたちがのびのび
と交流しています。

●子どもたちが多様な経験や価値観
を学んでいます。

幼稚園や保育園で子どもが多様な経
験をし友達とふれ合い楽しく学んで
いると思う保護者の割合

71.1％ 76％ 80％

子育て支援団体数

８団体 15 団体 20 団体

刈谷市次世代育成支援行動計画
2005 年～ 2014 年

関連計画
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核家族化の進行や地域連携の希薄化などにより、子どもを取り巻く環境が大きく変化し、子育て
機能の低下が危惧される中、地域住民主体の自主的な活動を基本に、地域社会全体で子育て家庭
を応援するとともに子どもの育ちを支援する必要があります。

▼　

基
本
方
針
４　

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

次
世
代
育
成
・
子
育
て
支
援市民の役割

家族は、子どもを愛

情と責任を持って育

てます。市民一人ひ

とりは、子どもと子

育て家庭を応援する

意識を持ちます。

団体・事業者などの役割

地域社会全体で子どもと子育て家庭

を応援するとともに、リーダー的な

役割を果たし、子育て支援に取り組

みます。また、仕事と子育てが両立

しやすい環境づくりや、子育て家庭

に配慮した職場づくりに努めます。

行政の役割

施設整備などの基盤整備に

努めるとともに、子育て支

援団体や子育てサークルの

活動の支援に努めます。ま

た、多様な家族形態や親の

就労の有無に関わらず、す

べての子どもの育ちを継続

的に支援します。

１) 地域における子育て支援 2013 2016 2020

①
子育て支援センターで気軽に親子が集い、遊び、相談できる場を提供し
ます。また、幼稚園と保育園においても子育て相談や講座を開催し、地
域から信頼される開かれた園づくりに努めます。

②
地域の子育て支援団体や子育てサークルの活動支援とネットワークの構
築を図ります。

③
ファミリー ･サポート ･センターの利用者の視点に立ち、多様なニーズ
に柔軟に対応できる体制の整備を図ります。

２) 子どもが健やかに育つ環境づくり  2013 2016 2020

①
関係機関との連携により、児童虐待の防止や障害児療育の充実など、支
援が必要な子どもが健やかに育つ環境整備を図ります。

②
各種手当の支給やひとり親家庭の自立支援を充実し、子育て家庭の経済
的負担の軽減やひとり親家庭の安定した暮らしを支援します。

③
地域、事業者、行政が一体となり、子育て支援に関わる仕組みづくりに
努めます。

３) 保育 ･ 幼児教育の充実 2013 2016 2020

①
子どもの情緒の安定や基本的生活習慣の確立、遊びや自然体験、直接体
験の充実、人と関わる力の育成などを図り、心豊かで心身ともに健康な
子どもを育成します。

②
保育の専門知識や保育技術を習得する研修を充実し、保育士と教諭の資
質向上を図ります。

③
地域の施設や地域の教育力を活用し、地域、園、家庭の三者が協力して
保育と幼児教育の充実を図ります。

４) 幼稚園・保育園の整備・充実 2013 2016 2020

①
老朽化した園舎の増改築や現有する資源をいかし、保育環境の整備を推
進します。

② 幼稚園と保育園の連携強化を図り、保育園の待機児童の解消に努めます。

５) 子どもの居場所づくり 2013 2016 2020

①
小学校敷地内への児童クラブの設置を推進するとともに、定員の拡充を
図ります。

②
放課後子ども教室において、地域住民の参加を得て、子どもの安全で安
心な居場所づくりを推進するとともに、児童クラブとの連携を図ります。

③
児童館を中心に、子どもや親子の遊び場、学習の場を提供するとともに、
講座や行事を実施します。

自　　助 互　　助 公　　助
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今日のわが国は、食生活の改善や医学の進歩に加え、公衆衛生や医療
保険制度などの整備もあり、長寿を享受できる社会となっています。一方、
少子高齢化の進展に伴い、様々な課題も生じており、高齢者自身が社会
の中で重要な役割を果たしていくことが求められています。

平成 12 年度に導入された介護保険制度は、平成 17 年の法改正におい
て、予防重視型システムへの転換、施設給付の見直し、地域密着型サー
ビスをはじめとする新たなサービス体系が確立されました。

本市では、利用者が介護サービスを主体的に選択できるよう、適切な
情報提供に努め、相談や苦情への対応を図るとともに、サービス事業者の
評価を行ってきました。今後も制度の適切な運用に努めるとともに、介護
サービスの一層の充実を図っていく必要があります。

また、高齢者が、安心して住み慣れた地域で暮らすことのできる社会を
築くため、高齢者福祉サービスの充実を図るとともに、介護予防に重点を
おいた各種施策に取り組む必要があります。さらに、高齢者の生きがいづ
くりを目的とした老人クラブやシルバー人材センターなどの活動を支援す
ることで、一層の社会参加の促進を図る必要もあります。

今後は、介護保険事業計画 ･ 老人福祉計画に基づき、高齢者への福祉
施策を充実させるとともに、地域住民が知恵を出し合い、支援を必要とし
ている人を支えるという地域福祉を推進し、地域ケア体制を構築すること
が求められています。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■地域密着型サービス……高齢者の日常生活圏内にサービス提供の拠点を市町村が確保するサービス。

■地域ケア体制……広義では、療養病床の転換を図る過程を通じて、高齢者の生活を支える介護、
医療、地域資源（地区役員 ･ 民生委員 ･ 住民など）による支援、住まいなどの総合的な体制
のこと。ここでは、主に地域資源を活用し、高齢者の生活を地域で支援する体制をいう。

■認知症サポーター……認知症の人と家族の応援者であり、認知症について正しく理解し、偏見
を持たず、認知症の人や家族を暖かい目で見守るなど、自分ができる範囲で活動する人のこと。
市町村などが開催する研修を受講すれば、誰でもなることができる。

■生きがいバンク制度……自分の特技、趣味などを地域でいかしたい人の登録を募り、その豊か
な知識や経験、技能を活用したい人とをつなぐ制度。

■社会福祉協議会……市区町村に設置され、社会福祉法にも規定されている公益的、自主的な組
織で、地域福祉の推進を図ることを目的に運営される組織。略して「社協」という。

■地域包括支援センター……保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士を置き、介護予防ケアマ
ネジメント、総合相談 ･ 支援、権利擁護、包括的 ･ 継続的ケアマネジメントなどの業務を行う
介護保険法に規定された機関。

■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインすること。

4-4

高齢者福祉

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●高齢者やその家族が、必要な介護
保険サービスや福祉サービスを受
けることができます。

●高齢者が地域で安心した生活が送
れる地域ケア体制が整っていま
す。

地域密着型サービス拠点数

５か所 11 か所 13 か所

認知症サポーター養成講座受講者数

563 人 1,000 人 2,000 人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●地域での支援体制が整い、高齢者
やその家族が住み慣れた地域で安
心して生活しています。

●高齢者の意思を尊重した社会参加
や生きがいづくりを実践していま
す。

介護保険サービス利用後、身体的 ･ 精神的に良
くなったと思う要支援・要介護認定者の割合

45.8％ 48％ 50％

老人クラブ加入者数

8,249 人 8,500 人 9,000 人

高齢者のボランティア活動参加率

10.9％ 15％ 20％

刈谷市介護保険事業計画 ･刈谷市老人福祉計画
2009 年～ 2011 年

関連計画
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高齢者や家族が安心して生活を送ることができるまちづくりの実現のため、高齢者自らが積極的
に生きがいづくりや社会参加することが大切です。地域住民や行政は、高齢者の社会参加を促進す
る環境づくりや地域ケア体制の構築に努めます

▼　

基
本
方
針
４　

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

高
齢
者
福
祉

市民の役割

高齢者自らが目標を

持ち、生きがいづく

りや社会参加に努め

ます。また、地域で

の支えあいに努めま

す。

団体・事業者などの役割

高齢者の社会参加の機運を醸成する

とともに、地域や各種団体が協力し

て地域のケア体制の構築に努めま

す。

行政の役割

介護事業者と連携し、適切

な介護サービスなどを提供

します。また、地域ケア体

制の構築に努める地域や団

体の活動を支援します。

１) 高齢者の社会参加 ･ 生きがいづくり 2013 2016 2020

①
能力をいかした就業活動や生きがいバンク制度の利用などを通じ、高齢

者の生きがいづくりを支援します。

②
高齢者が、自主的、積極的に活動できるよう、教養の向上や社会奉仕活

動などを支援します。

③
高齢者が地域福祉の担い手として、その力を発揮できる環境づくりを推

進します。

２) 高齢者世帯への生活支援  2013 2016 2020

①
ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が自立した生活を送ることが

できるよう生活支援サービスの充実を図ります。

②
社会福祉協議会、自治会や民生委員などと連携し、地域での高齢者サポー

ト体制の強化を図ります。

③
在宅の高齢者や家族に各種サービスを提供し、高齢者などの生活支援の

充実を図ります。

３) 介護予防の推進 2013 2016 2020

①

要介護や要支援の状態になるおそれのある高齢者に、適切なケアプラン

を提供するとともに、高齢者への啓発や団体の育成・支援を行い、地域

における介護予防を推進します。

②

認知症高齢者を介護する家族などに対して、認知症に関する知識を学ぶ

機会を提供するとともに、介護方法の習得、情報交換の場の提供や相談

体制の充実を図ります。

４) 介護サービスの充実 2013 2016 2020

①
高齢者が介護を要する状態になっても安心して住み慣れた地域や家庭で

暮らせるよう、多様で柔軟な介護サービスの充実を推進します。

②
介護保険制度の円滑な運営に努め、市民に信頼される、より良い制度の

定着を図ります。

③
地域包括支援センターを中心に、介護予防や介護支援などの総合的なマ

ネジメントを推進し、地域住民の福祉の向上と増進を図ります。

５) 高齢者福祉施設の充実 2013 2016 2020

①
高齢者福祉施設において、健康の増進、教養の向上、レクリエーション

などの場を提供します。

②
自宅で生活することに不安や困難がある高齢者のために、入所施設や一

時的な居住先を提供します。

③
高齢者が利用しやすい施設となるよう、公共施設におけるユニバーサル

デサインを推進します。
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障害児・者福祉は、ノーマライゼーションの理念の下、障害のある人の

自己決定を尊重し、サービス事業者との対等な関係を確立するために、

措置制度から支援費制度、障害者自立支援法の施行へと大きく変化してき

ており、さらに国において新たな総合的な障害者福祉制度が検討されてい

ます。

本市の障害者数は、平成 17 年の 4,340 人から平成 21 年には 4,992

人に増加しています。特に、経済情勢や雇用状況の変化、社会構造の複

雑化に伴い、精神障害者が増加しています。

こうした中で、障害者施策は、障害者が有する能力や特性に応じ、自立

した生活を送れるよう、必要な障害福祉サービスなどの支援を行い、障害

の有無に関わらず地域や家庭で普通の暮らしができる社会の実現が求めら

れています。

今後は、刈谷市障害福祉計画に基づく障害者の地域生活への移行をは

じめ、働く意欲のある障害者への就労支援、地域における障害者への理

解の促進、障害福祉サービスの利用者増加に伴う社会資源の拡充、地域

で障害者の支えとなるボランティアの育成などが課題となります。

また、発達障害を含む障害児の早期発見と支援が重要です。総合健康

センター内に療育機能を含む子育て支援機能が併設されることから、関係

機関と連携し、療育などの支援の充実を図る必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■ノーマライゼーション……障害児・者や高齢者などを特別な存在として見るのではなく、健常者
とともに社会生活を普通に過ごすことが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考
え方やそれに向けた運動や施策のこと。

■障害者自立支援法……「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生
活または社会生活を営むことができる」ようにすることを目的として平成 18 年度に施行され
た法律。

■療育……医療 ･ 治療の「療」と、養育 ･ 保育 ･ 教育の「育」を合体した造語。障害のある児童
に対して、医学的治療だけでなく、教育その他の諸科学を駆使して、能力や可能性の開発を
図ること。

■グループホーム……共同生活援助ともいわれ、少人数の利用者がスタッフの援助（食事の提供、
身の回りの世話などの家事支援）を受けながら、地域の中で共同生活を送る住宅のこと。

■ケアホーム……共同生活介護ともいわれ、少人数の利用者がスタッフの援助（食事の提供、身
の回りの世話などの家事支援）や介護（入浴や食事、服薬などの身体介護）を受けながら、
地域の中で共同生活を送る住宅のこと。

4-5

障害児

者福祉

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●ノーマライゼーションの理念が浸
透し、障害者が地域や家庭で安心
して暮らせる支援体制が整ってい
ます。

●障害者の能力をいかした就労の場
が確保されています。

ノーマライゼーションに心がけている
市民の割合

80.8％ 85％ 90％

障害者の一般就労への移行者数（年
間）

３人 ５人 ７人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●障害者が生きがいを持ち、地域や
家庭で安心して暮らしています。

●障害者が自らの能力をいかして意
欲的に働いています。

福祉施設の入所者の地域生活への移
行（施設入所者総数）

94 人 85 人 80 人

精神障害者の地域生活への移行（退
院可能入院者数）

17 人 14 人 12 人

刈谷市障害者計画
2007 年～ 2011 年

刈谷市障害福祉計画 (第２期 )
2009 年～ 2011 年

関連計画
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障害者が地域や家庭で安心して生活することができるためには、就労支援や生活支援などの障害
福祉サービスの充実を図るとともに、社会や地域の中で、対等な関係で交流できる環境の醸成が大
切です。専門家や各種専門機関などの協力も得て、市民、障害者、事業者、行政が一体となって、
ノーマライゼーションにあふれたまちづくりの実現に努めます。

▼　

基
本
方
針
４　
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▼　

障
害
児
・
者
福
祉市民の役割

障害者自身は社会の

構成員として、持て

る能力を最大限に発

揮して、自ら積極的

に行動します。また

市民一人ひとりは、

障害のある人への理

解や福祉の心を醸成

し、ノーマライゼー

ションのまちづくり

に努めます。

団体・事業者などの役割

行政と連携して、障害者を支援し、

障害のある人もない人も普通に暮ら

せるまちづくりをめざすノーマライ

ゼーションのまちづくりに努めま

す。

行政の役割

障害福祉サービスの充実を

図るとともに、障害者自立

支援協議会を通じて障害者

支援のネットワーク化を図

り、市民、事業者、団体な

どとの協力関係の構築に努

めます。

１) 障害福祉サービスの充実 2013 2016 2020

①

障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者計画

･障害福祉計画に基づき、障害福祉サービス事業者の確保を図り、障害者

に安定したサービスを提供します。

②
障害のある人が自立した生活を送ることができるよう、地域生活支援事

業など本市の実情に応じたサービスを提供します。

③ 障害者の日常の生活の安定を図るため、各種手当を支給します。

④
発達障害を含む障害児の早期発見と最適な支援のため、多面的、客観的

に成長、発達を確認し、一貫した支援体制の充実を図ります

２) 社会参加と自立支援 2013 2016 2020

①
就労のために必要な知識や能力の向上をめざした訓練を提供し、障害の

ある人の自立を支援します。

② 一般企業などへの就労が困難な障害者の就労に向けた支援をします。

③
スポーツや創作活動などを通じて、障害者の健康増進や社会生活を営む

ための機能の維持、回復などを図り、社会参加を促進します。

④
障害のある人に適切な手助けができる環境を整備し、障害のある人への

理解を促進します。

⑤
関係機関による連携、支援の体制を整備し、障害者の地域における暮ら

しを支援します。

３) 障害福祉施設の充実 2013 2016 2020

①
障害者の自立支援の拠点となる施設を整備し、相談や訓錬などの生活支

援を行います。

②
地域における障害者の居住の場となるグループホームやケアホームの整

備を促進します。
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安心して生活することができる社会を維持するために、社会保障制度の

安定的な運用を行う必要があります。

市が担う主な分野としては、国民健康保険などの地域医療保険制度、

福祉医療、国民年金、低所得者の自立支援があります。

国民健康保険などの地域医療保険制度については、増加し続ける医療

費に対応するため、特定健康診査や特定保健指導などを活用し、予防医

療に重点を置いた取組みに努める一方、加入者にとって公平かつ平等な費

用負担となるよう、収納率の向上に努める必要があります。

国民年金については、適正に制度を運用するとともに、制度への加入を

促進するため、国民年金の必要性を啓発していく必要があります。

福祉医療については、本市独自に平成 20 年度から乳幼児医療に代わる

子ども医療を創設し、中学校卒業までの入通院にかかる医療費（保険診

療の自己負担分）を無料にするなど医療費助成の充実を図ってきました。

今後も、福祉医療の充実と医療費負担のバランスを考慮し、制度の適正

な運用を進めていく必要があります。

低所得者の自立支援については、傷病、障害、高齢、失業などにより、

個々の世帯状況に応じた生活支援、指導、助言が必要です。特に、平成

20 年末からの経済状況の悪

化により、本市の生活保護受

給率は大きな伸びをみせてい

ます。今後は、単に保護とい

う視点だけでなく、要支援者

の経済的な自立と安定を図る

ため、関係機関との連携を強

化する必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■特定健康診査……生活習慣病の発症を予防することを主な目的に、厚生労働省により平成 20
年４月から各医療保険者に実施が義務づけられた内臓脂肪症候群に着目した健康診査のこと。

（対象年齢は 40 歳から 74 歳）

■特定保健指導……特定健康診査により内臓脂肪の蓄積があると判定された場合に、生活習慣の
改善を図ることにより将来起こる可能性がある病気を予防するため行われる保健指導のこと。

■社会福祉協議会……市区町村に設置され、社会福祉法にも規定されている公益的、自主的な組
織で、地域福祉の推進を図ることを目的に運営される組織。略して「社協」という。

4-6

社会保障

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●国民健康保険などの地域医療保険
制度が理解され、健全に運用され
ています。

●低所得者に適切な援助が行われて
います。

特定健康診査の受診率

44.0％ 65％ 70％

生活困窮に関する相談件数

912 件 ― ―

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●安心して国民健康保険などの地域
医療保険制度に加入しています。

●低所得者が自立しています。

国民健康保険の市民１人当たり医療費

261,124 円 ― ―

年　金　
手　帳

社　会　
保　険　

庁
日本年金機構

年　金　手　帳
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行政から市民へ提供する社会保障から、市民同士や地域社会が協力して社会保障を進めていくと
いう制度の原点を見つめ直すことが大切です。相互扶助の精神を共有し、市民、地域社会、各種
団体などと行政が協力して、安定した社会を実現できるよう制度の安定に努めます。

▼　

基
本
方
針
４　

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

社
会
保
障

市民の役割

相互扶助の精神を理

解し、制度を積極的

に支えます。

団体・事業者などの役割

社会保障制度を理解し、行政や市民

と協力して、制度の安定した運営の

サポートに努めます。

行政の役割

相互扶助の精神と制度の普

及啓発に努めるとともに、

様々な社会保障制度のメ

ニューを有効に活用できる

環境を整備します。

１) 国民健康保険などの地域医療保険制度の適正運用 2013 2016 2020

①

加入者が相互扶助の精神を理解し、安心して国民健康保険などの地域医

療保険制度を利用できるよう、急激な医療費増加の抑制や公平な費用負

担の確保を図ります。

②
特定健康診査や特定保健指導の受診などを啓発し、病気の予防につなが

る健康管理意識の向上を図ります。

２) 国民年金の普及啓発 2013 2016 2020

①
きめ細かい情報の発信及び気軽に相談できる体制を整えることにより、国

民年金への加入を促進します。

② 国民年金の制度の普及啓発に努めます。

３) 福祉医療の推進 2013 2016 2020

①
市民のニーズや医療費負担のバランスを考慮した各種福祉医療の適正化

に努め、医療費の増大による生活への経済的負担を軽減します。

４) 低所得者の自立支援  2013 2016 2020

①
低所得者に対し、民生児童委員の協力のもと、社会福祉協議会の貸付制

度などの活用を促し、生活の安定や世帯の自立意欲の向上を図ります。

②

生活保護世帯へは、計画的な訪問を実施し、必要な助言や指導を行うと

ともに、関係機関との連携を密に情報共有を図り、生活意欲の高揚や自

立を支援します。
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本市は「東海地震に係る地震防災対策強化地域」及び「東南海 ･ 南海

地震防災対策推進地域」に指定されており、東海地震と東南海地震が連

動して発生した場合、本市全域で震度６弱から６強の揺れになることが予

測されています。

また、近年は、台風や集中豪雨による被害も全国各地で発生しており、

本市においても平成 12 年の東海豪雨により市内の各所で大きな被害が発

生しました。

災害への対策として、地震ハザードマップや洪水ハザードマップの改

訂、避難所施設の機能の充実、防災力強化のため自主防災組織や消防団

との連携を図るなど、災害予防から応急復旧対策まで幅広い取組みを進

めてきました。

さらに、いつ起こるかわからない災害による被害を最小限にとどめるた

めには、正確な情報収集及び伝達手段の確保、災害復旧体制の強化、個

人や地域、行政が協力してそれぞれに求められる役割を果たすことが大切

です。また、市民一人ひとりにおいても、災害への備えや防災意識を高め

ることが重要です。

市民の生命や財産を災害から守

るため、地域防災計画や第２次地

震対策アクションプランに基づき、

地域防災体制の充実強化、市民

一人ひとりの防災意識の高揚を図

り、災害に強いまちづくりを推進す

る必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■東海地震、東南海地震……フィリピン海プレートとユーラシアプレートのひずみにより発生する
海溝型地震。東海地震は静岡県西部・駿河湾一帯が、東南海地震は和歌山県沖が震源と予
想されており、連動して発生することも懸念されている。

■ハザードマップ……自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。予測される
災害の発生地点、被害の拡大範囲及び被害程度、さらには避難経路、避難場所などの情報が
既存の地図上に図示されている。

■自主防災組織……地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づ
いて自主的に結成する防災組織。

4-7

防　災

刈谷市地域防災計画
毎年

第２次刈谷市地震対策アクションプラン
2009 年～ 2014 年

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●橋りょうの耐震性の強化や総合的
な治水対策に取り組み、災害に強
い都市となっています。

●地域、ボランティア、事業者や行
政の連携により災害による被害を
最小限にとどめる体制が整ってい
ます。

●避難所の施設や設備が整っていま
す。

災害に強いまちと思う市民の割合

51.5％ 60％ 70％

自主防災訓練参加者数

3,380 人 3,700 人 4,000 人

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●災害に関する知識を自主的に学
び、災害に備えた準備をしていま
す。

●地域での助け合いの心が広がり、
自分たちの生活は自分たちで守る
という意識を持っています。

メール配信サービス加入者数（防災情報）

10,274 件 17,000 件 22,000 件

地震に対する備えをしている市民の割合

55.2％ 65％ 75％

100



施　

策　

の　

内　

容

共
存
・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方

個人、地域、行政が連携し、「自分たちのまちは自分たちで守る」という気持ちを持ち、災害に
対する備えをすることが重要です。自主防災組織や市が主催する防災訓練などに積極的に参加し、
日頃から防災意識を高め、災害への備えを実践できる環境を整備します。

▼　

基
本
方
針
４　

支
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あ
い
み
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な
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安
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し
て
暮
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る
ま
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▼　

防
災

市民の役割

非常食や生活必需品

の備蓄、家具転倒防

止など、災害に対す

る備えを行うととも

に、自主防災組織の

活動に積極的に参加

し、隣人や地域との

コミュニケーション

に努めます。

団体・事業者などの役割

行政と協力して、防災リーダーの育

成や市民の防災意識の向上に取り組

むとともに、自主防災組織などの地

域防災力の強化に努めます。

行政の役割

橋りょうや河川の整備など

災害に強い基盤整備を進め

るとともに、自主防災組織

などの活性化に努め、個人

や地域コミュニティが自主

的に防災活動に取り組める

よう支援します。

１) 防災意識の高揚 2013 2016 2020

①
自主防災組織や市が行う防災訓練などを通じて、いざというときに行動

できる知識や技術を普及します。

②
小中学校や幼稚園、保育園の子どもを対象に、避難訓練や地震体験車に

よる地震体験を実施し、防災意識の高揚に努めます。

③
地域で活躍できる防災リーダーを育成するとともに、自主防災組織やボ

ランティア団体などの育成や指導を行います。

２) 災害対策本部機能の充実  2013 2016 2020

①
災害時の緊急情報を瞬時に市民に伝達する手段を整備し、情報提供体制

を充実します。

②

被災状況を把握する情報収集体制の充実を図るとともに、災害対策本部

となる庁舎に災害情報システムを整備し、災害情報の共有や初動復旧対

策の迅速化を図ります。

３) 防災体制の充実 2013 2016 2020

① 備蓄品や設備の充実など、避難所の機能の向上を図ります。

②

地域の防災活動に必要な防災施設、防災資機材の整備を支援し、自主防

災組織の強化を図るとともに、高齢者や障害者など災害時要援護者の支

援体制を整備します。

③
消防団や自主防災組織の一層の充実を図り、両者の連携を強化すること

により、地域の防災力を高めます。

④

医療やライフラインなどの事業者との災害時の活動に関する協定や県外

の市町村との災害応援協定などに基づき、相互応援体制の構築を推進し

ます。

４) 災害に強いまちづくり  2013 2016 2020

①
地震対策アクションプランに基づき、電線類地中化や道路、橋りょうの

安全確保などを計画的に推進し、緊急輸送路や避難路を確保します。

② 民間住宅などの耐震化を促進します。

③
密集市街地のまちづくりに対して、活動の支援を行い、災害に強いまち

づくりに向けた市民の意識の醸成を促進します。
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地域での人間関係が相対的に希薄化し、地域社会が持っていた相互扶

助機能が低下する中で、犯罪に対する抑止機能も低下しています。

本市の犯罪状況は、平成 15 年をピークに減少傾向で推移していました

が、平成 20 年から増加し、市民生活を脅かすひったくりや車上ねらい、

侵入盗などが発生しています。また、子どもが巻き込まれる事件も発生し

ています。これまでも、地域安全パトロール隊の結成や、子どもの安全を

見守るこども 110 番の家やスクールガードなどの活動を進めるとともに、

児童への防犯ブザーの配布などを行ってきました。

今後も、安心して生活することができる地域社会を形成するためには、

地域、警察、行政が一体となって、自分たちのまちを守る組織を強化し、

地域が持っていた犯罪に対する抑止機能を高める必要があります。そのた

め、安全安心なまちづくりをめざした地域安全パトロール隊の活動を支援

するとともに、市民一人ひとりの防犯意識を高めていくことが重要です。

一方、県内における交通事故死者数は、平成 17 年以降５年連続の減

少となりましたが、全国では５年連続ワースト１位でした。平成 21 年中

の本市の人身事故件数は、991 件で前年対比 79 件の減少でした。

交通事故の多くは、ルールやマナーを守らないことに起因するものが多

いことから、幅広い啓発活動を展開し、交通安全に対する意識を高めるこ

とが重要です。高齢化の進展により、高齢者が交通事故の被害者となるケー

スとともに、高齢ドライバーが引き起こす事故も増加しており、高齢者向

けの安全教育の充実が求められています。

また、犯罪や交通事故を防止するためには、防犯灯や防犯カメラの設

置、歩行者空間の確保やガードレールの設置など、安全な道路や公園を

はじめとする公共空間の整備も重要です。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■地域安全パトロール隊……パトロール活動を中心に、児童の登下校時の交通安全指導などを行
い、「地域の安全は自分たちの手でと」という自覚、連帯感に基づいて地域安全活動に取り組
んでいるボランティアのこと。

■こども110 番の家……子どもが犯罪などの被害にあった、またはあいそうになったと助けを求め
てきたとき、その子どもを保護するとともに、警察、学校、家庭などへ連絡するなどして、地
域ぐるみで子どもたちの安全を守っていくボランティア活動のこと。

■スクールガード……学校の児童・生徒が事故にあったり、犯罪に巻き込まれたりしないよう、学
校内や周辺地域（通学路など）を見回りする学校安全ボランティアのこと。

4-8

防　犯

交通安全

第９次刈谷市交通安全計画
2011 年～ 2015 年

関連計画

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●地域安全パトロール隊が積極的に
活動し、地域の安全を守っていま
す。

●交通安全施設が充実し、交通事故
が少なくなっています。

地域安全パトロール隊員数

1,988 人 2,200 人 2,400 人

犯罪や事故への不安がなく安心して
外出できると思う市民の割合

49.7％ 55％ 60％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●高い防犯意識や交通安全意識を
持って生活しています。

●防犯対策や交通安全対策が充実
し、市民が安心して暮らしていま
す。

人口1,000人当たりの人身事故発生件数

6.8 件
（県平均6.9件）

県平均以下 県平均以下

人口 1,000人当たりの犯罪発生件数

24.0 件
（県平均19.7件）

県平均以下 県平均以下
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防犯の推進には、地域住民が高い防犯意識を持つことが大切です。地域活動などを活性化し、
犯罪の抑止力の向上に努めます。また市民、地域、事業者、行政などが協力して、交通マナーを守
り、安全な運転に心がける意識の向上に努めます。

▼　

基
本
方
針
４　

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

防
犯
・
交
通
安
全

市民の役割

防犯や交通安全に関

する意識の高揚に努

めます。また、防犯

活動に積極的に参加

するとともに、交通

安全の推進に努めま

す。

団体・事業者などの役割

地域住民を巻き込んで、防犯パト

ロールや交通安全など地域組織によ

る活動の活性化に努めます。また、

事業所などは、従業員への交通安全

教育に努めます。

行政の役割

防犯や交通安全に関する基

盤整備を進めるとともに、

市民や各種団体の活動を支

援します。また、防犯意識

や交通安全意識の啓発に努

めます。

１) 防犯・交通安全意識の高揚 2013 2016 2020

① 地域、警察、行政などが連携し、地域における防犯活動を推進します。

②
パトロール講習会や防犯講話、広報活動を通して、防犯意識の高揚に努

めます。

③
地域、職場、学校など市民ぐるみの交通安全運動を展開し、交通ルール

の徹底や交通マナーの向上を図ります。

④
関係機関と連携し、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を進め、交

通安全意識の高揚に努めます。

２) 地域の安全性の強化  2013 2016 2020

① 防犯灯や防犯カメラの整備を推進し、犯罪の抑止を図ります。

②

快適な道路空間の確保のため、歩道やガードレールなどの交通安全施設

の整備を推進するとともに、危険な交差点などにペイントや道路反射鏡、

案内標識などの設置を進めます。

③ 警察と連携し、地域の暴力追放活動の推進を支援します。

④
地域、学校、家庭、行政が密接に連携し、子どもの犯罪被害を防止する

体制づくりを図ります。

３) 地域の安全活動の推進 2013 2016 2020

①
地域安全パトロール隊の活動を支援し、地域の自主的な防犯活動を促進

します。

② メール配信サービスを利用し、犯罪の発生や被害情報を提供します。

③
警察署や交番と地域が連携を密にし、防犯、交通安全活動を展開できる

よう支援します。

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画
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本市では、日常生活における困りごとやトラブルに対する法律相談など
の機会を設け、市民が抱える問題に適切に対処できるよう支援を行ってい
ます。面談や電話による「多重債務」、「相続贈与」、「離婚婚姻」などの日
常生活全般におよぶ複雑で専門的な相談が増加する中、相談員と相談日を
増やすなど、相談体制の充実を図ってきました。また、在住外国人の一般
的な生活相談はポルトガル語、スペイン語の通訳ができる臨時職員を配置
し、税金、福祉、在留資格などの生活相談に対応してきました。

今後も、グローバル化、情報化、少子高齢化などの社会環境の変化と
ともに、家庭や地域のつながりの希薄化なども進み、困りごとやトラブ
ルを抱える市民や在住外国人からの相談件数は増加することが見込ま
れ、一層の相談体制の充実が求められています。また、困りごとやトラ
ブルが犯罪化、人権侵害となるなど、複雑かつ多様化しています。その
ため、犯罪被害者や人権に係る新たな視点の相談体制の充実を図ること
も必要です。

近年、消費生活における様々な問題が生じ、国は平成 21 年に消費者庁
を発足させ、多発している「食品の安全や安心」に関わる偽造表示や、市
民生活を脅かす「振り込め詐欺」、「架空請求や不当請求」、「悪質商法」
などに対応する消費者安全法が制定されたことから、今後こうした問題に
対する相談も増加すると考えられます。

こうした課題に対応するとともに、年々手口が巧妙になっている悪質な行
為により消費者が被害にあわないように啓発に努めていく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■消費者庁……家庭用器具の欠陥による事故や食品の偽造表示などの情報を一元的に集約し、調
査・分析を行うほか、関係省庁に対し、適切な措置をとるように勧告したり、事業者に対して
も取組みの支援、指導を行ったり、立ち入り検査や勧告や命令の実施を行うために、内閣府に
設置された国の機関。

■振り込め詐欺……他人名義の預貯金口座や携帯電話などを利用し、多くの人から高額なお金を騙
し取る詐欺行為。

■架空請求や不当請求……身に覚えのない架空の請求をでっちあげ、手紙やはがき、メールなどで
支払いを要求してくること。

■悪質商法……商品を不当な高額で売りつけ、お金を騙し取る商法。

■消費者安全法……消費者の安全の確保、利益の保護、製品における重大事故に関する措置を規
定した平成 21 年に制定された法律。

■人権擁護委員……法務大臣から委嘱された民間の人で、人権に係る相談や啓発の活動をしている
人。

■消費生活センター……消費者からの苦情・トラブルに係る相談窓口。県設置８か所（県民生活プ
ラザ内）、市町村設置９か所。

■県民生活プラザ……暮らしに関する情報提供や各種相談を行っている愛知県の相談窓口。西三河
県民プラザ（西三河総合庁舎内）、他県内７か所。

4-9

市民生活

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●プライバシーが保護された相談し
やすい環境が整っています。

●消費者被害にあわないための情報
提供が充実しています。

専門家による法律相談対応可能数

1,125 件 1,260 件 1,400 件

振り込め詐欺や悪質商法などに気をつけ

ている市民の割合

94.4％ 96％ 98％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●多様な問題や悩みが解消され、安
心に生活しています。

●氾濫する情報や宣伝などに惑わさ
れない賢い消費者になっていま
す。

相談員数（弁護士・司法書士・消費生活・外国人など）

16 人 18 人 20 人

消費生活に関する講座開催数

４回 ６回 ８回
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日常生活の問題や悩みなどの解決は、個人での対応が難しい面もあり、気軽に相談や支援ができ
る体制の整備が必要です。また、消費生活におけるトラブルについては、情報収集や情報発信に努
める中で、一人ひとりが適切な行動ができるよう知識と意識の向上を図る必要があります。

▼　

基
本
方
針
４　

支
え
あ
い
み
ん
な
が
元
気
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り　

▼　

市
民
生
活

市民の役割

悪質な行為による被

害にあわないよう

に、日頃から注意し、

適切な行動ができる

ように努めます。

団体・事業者などの役割

地域でのつながりを強め、気軽に相

談ができる地域づくりに努めます。

また、消費者団体などは、市民の消

費者意識の高揚に努めます。

行政の役割

市民からの生活問題や悩み

などの相談支援体制の充実

に努めるとともに、積極的

に情報発信を行い、悪質な

行為に対する注意喚起に努

めます。

１) 市民相談の充実 2013 2016 2020

①
弁護士や司法書士などの法律の専門家や、各種の経験を有する相談員の確

保に努めるとともに、相談回数などを増やし、相談体制の充実を図ります。

②
外国語に対応できる相談員の確保に努め、在住外国人の日常生活におけ

る生活相談の充実を図ります。

③
人権擁護委員などと連携し、犯罪被害や人権侵害などへの相談体制を検

討します。

④
市民が相談しやすい雰囲気づくりと、安心して相談できる場所を確保し

ます。

２) 情報提供の充実  2013 2016 2020

①
警察や消費生活センターなどの関係機関との連携を密にし、各種相談に

関する情報の共有を図ります。

②
消費トラブルなどの情報提供に努め、悪質な行為などに対する注意喚起

に努めます。

３) 消費者の保護・育成 2013 2016 2020

①
消費生活情報を提供し、消費者意識の啓発に努めるとともに、消費生活

に関する講座を開催し賢い消費者の育成に努めます。

②
県民生活プラザとの連携を密にし、消費者取引における公正や公平の確

保及び消費者保護による被害防止に努めます。

③
消費者団体の行う研修や見学会の開催を支援し、消費者意識の高揚と消

費者団体の指導や育成を図ります。

市
民
相
談

自　　助 互　　助 公　　助

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画
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市民と行政の信頼と協働で
　　　　　　　築くまちづくり

１　参加・協働

２　共生・交流

３　情報共有

４　行政経営

（計画推進分野）基本方針5

108

110

112

114
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本市では、地方分権と地域の自立をめざし、市民主体のまちづくりを進
めるため、市民参加による市政運営が求められており、計画策定における
市民委員の参加やパブリックコメントなどを通じて、市政への市民参加に
取り組んでいます。

これまでは、市民の暮らしに必要な公共的なサービスは、主に行政が
提供してきましたが、それだけでは、今日の複雑化、個別化する市民のニー
ズに対応することは難しい状況になっています。

市民が必要としている公共的なサービスを効果的に提供するためには、
日常生活の課題を把握している地域団体や、多様なニーズに対して柔軟に
対応できる市民活動団体などの提案を取り入れ、協力して公共的なサービ
スを提供していくことが必要です。

また、子育てや高齢者介護などを担ってきた家族や隣近所の結びつきが
弱まり、今後は、地域で支えあい、解決していく力が大切になります。そ
のため、地域で生じる課題を、様々な組織がそれぞれの資源や特性をいか
し、協力して課題解決に取り組む必要があるとともに、このような取組み
に対する意識の高揚や様々な支援を図っていく必要があります。

こうした中で、刈谷市共存 ･ 協働のまちづくり推進基本方針に基づき、
まちづくりを担う様々な主体と協力して、市民生活を市民自身で守り合い、
支えあうことができる共存 ･ 協働のまちづくりを推進していくことが求めら
れています。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■地方分権……国と地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、国の権限や財源を地方に移譲
するとともに、地方に対する国の関与の縮減を図ること。

■パブリックコメント……意見公募手続き。公的な機関が規則や命令などを制定しようとする
前に、広く公に意見・情報・改善案などを求め、その結果を反映させることによって、よ
り良い行政をめざす手続き。

■主体……まちづくりを担う、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、教育機関等、行政の６つ
の主体。

■ＮＰＯ……Non Profit Organization の略で、民間非営利組織のこと。非営利すなわち営利を目
的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称。

■共存……年齢、性別、国籍、障害の有無などの各々の違い並びに様々な考え方、活動及び組織の
存在を認め合い、多様性を大切にすること。

■自分ごと……まちの課題を誰かが解決してくれるだろうと「他人ごと」として考えるのではなく、自
分の地域は自ら良くしていこうという気持ちを持って受けとめ、できることから自ら行動する捉え方。

■ワークショップ……参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究集会。

■市民活動支援基金制度……市民・事業者などから寄せられた寄附金に市が同額を上乗せし、基金
に積み立て、地域団体や市民活動団体などが行うまちづくり活動や、ＮＰＯ法人の設立支援な
どの補助金として活用する新たなまちづくりの仕組みのこと。

5-1

参　加

協　働

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●地域の多様な主体が協力、連携し
てまちづくりに取り組んでいま
す。

●ひとりで悩まず、困りごとを話し
合う場があります。

ＮＰＯ法人数

20 法人 25 法人 30 法人

気軽に相談できる人や場所があると

思う市民の割合

67.2％ 70％ 73％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●地域の課題に自発的に取り組み、
市民同士で支えあっています。

●市民が主体となり、必要なことを
自分たちで創りだしています。

市民ボランティア活動支援センター

登録団体数

319 団体 350 団体 400 団体

地域活動やボランティア活動が活発

であると思う市民の割合

57.0％ 60％ 62％

刈谷市共存 ･ 協働のまちづくり推進
基本方針

2009 年 2 月策定

関連計画
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「共存 ･ 協働の心」を持って対話をはじめることから、様々な立場の人や組織の理解が生まれ、
想いの分かち合い、学びあい、助け合いへと発展し、新たな仲間、知恵、資源が集まり、まちづく
りの力を生み出す循環が大切です。

▼　

基
本
方
針
５　

市
民
と
行
政
の
信
頼
と
協
働
で
築
く
ま
ち
づ
く
り　

▼　

参
加
・
協
働

市民の役割

まちの課題を自分ご

ととして捉え、まち

づくりに自発的に参

加し、協力するよう

努めます。

団体・事業者などの役割

市民の地域への関心を喚起し、参加

を促すよう努めます。また、団体が

持つ専門性を活用し、地域特性や市

民ニーズを踏まえたまちづくりに努

めます。

行政の役割

行政も主体の一つとして、

積極的に市民と協力すると

ともに、市民同士が協力し、

まちづくりに取り組むこと

が で き る よ う、 人 材 育 成、

情報、財政支援、場の提供

などの環境整備に努めます。

１) 参加意識 ･気運の醸成 2013 2016 2020

①
まちづくり活動や「共存 ･ 協働のまちづくり」のあり方について、ホー

ムページや広報紙など様々な媒体を活用し、啓発に努めます。

②
市民が自ら考え、自ら施策を進めていくために、共存 ･ 協働のまちづく

り推進委員会の充実を図ります。

③
市民がまちの課題を自分ごとと捉え、参加し、交流し、育ち合う循環づ

くりに努め、まちづくり活動への多様な市民参加を促進します。

２) 参加 ･ 協働の機会の充実  2013 2016 2020

①
施策立案や事業計画に際して、対話やワークショップの手法を活用し、市

民が参加する機会を充実します。

②
市民ボランティア活動支援センターを中心に、知恵や人材を共有、活用し、

コーディネート機能を充実します。

③

まちづくりを担う各主体において、参加、対話、育ち合いをコーディネー

トできる人材を育成するとともに、コーディネーターが活躍できる機会

を充実します。

④
課題解決に役立つ情報、共感や参加につながる情報などを蓄積し、必要

な情報が必要な人へ伝わる仕組みづくりに努めます。

３) 市民活動の推進 2013 2016 2020

①
ＮＰＯ法人や市民活動団体などの設立や活動に対する助言、情報の提供

などに努めます。

②
市民活動支援基金制度による寄附文化の醸成を図るとともに、市民活動

の財政的な支援を行います。

③
異なる団体同士が出会い、対話することで交流や相互理解を進め、協働

を育む機会の充実に努めます。

４) 地域活動の推進 2013 2016 2020

①
自治会をはじめとする地域活動に財政的な支援を行うとともに、市民が

地域活動に参加するよう啓発に努めます。

②
ホームページや広報紙を活用し、地域活動の取組みや活動状況などの情

報提供に努めます。

③
地域の特性、歴史、市民の意見などを考慮し、多様なコミュニティづく

りを促進します。

④ 市民が生活者の観点から地域のまちづくりに参加できるよう支援します。
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本市では、憲法に定められている個人の尊重と法の下の平等の実現に
向けて、平成 13 年に刈谷市男女共同参画プランを策定し、男性と女性
が共に支えあうことのできる社会の実現を基本理念に、男女共同参画社
会形成のための啓発や教育、男女共同参画の促進、仕事と育児や介護の
両立、人権の擁護や尊重などの取組みを進めてきました。

しかし、今なお固定的な性による役割分担意識や女性に対する暴力な
どはなくなっていません。今後は、男女平等の視点に立った意識改革だ
けでなく、日々の暮らしの中で、仕事と生活の調和の実現や女性の社会
参加の促進など、本市の実情にあわせた施策展開を拡充し、男女共同参
画社会の実現をめざす必要があります。

また、本市の外国人登録者数は過去 10 年間で約２倍に増加しており、
言葉や文化、習慣などの違いから、地域では生活上の問題が起こってい
ます。日本人と外国人がお互いを地域で暮らすパートナーとして受け入
れ、理解し合い、地域の一員として一緒にまちづくりに参加することが
求められています。

外国人の定住化が進み、教育現場では、言葉や文化などの違いから生
じる問題や不就学などの多くの課題があり、就学前や就学後など成長段
階に応じ、保護者への対応も含めた受入れ体制を整えていく必要があり
ます。

本市は、カナダ ･ ミササガ市と昭和 56 年に姉妹都市提携を締結し交
流を深めており、平成 17 年の愛知万博を契機に始まったインドとの交
流も継続しています。今後も、在住外国人や諸外国との市民レベルの交
流を進めるとともに、国内の地域間の交流、大学や事業者との産学官連
携など、多様な交流を推進し、活力や魅力あるまちづくりにつなげてい
くことも重要です。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■男女共同参画……男女が性別による社会的役割に縛られることなく、両性が対等な構成員として
社会に参加すること。従来の「男は仕事、女は家庭」という固定観念に固執することなく、個
人としての社会参加が尊重される。

■多文化共生……国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築
き、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

■多文化ソーシャルワーカー……外国人が自分の文化と異なる環境で生活することで生じる心理的 ･
社会的な問題に対して、外国人本人、家族、コミュニティなどに働きかけることにより、相談か
ら解決まで一貫した支援を行う人材。

■プレスクール……学校教育法第 1 条による公立学校の入学予定者のうち、新 1 年生年齢の外国人
の子どもを対象として、文化や言語の多様性を前提として、年齢相応の認知発達の支援を図り、
日本語指導及び学校生活指導を行うこと。

5-2

共　生

交　流

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●男女とも仕事と生活の調和を支え
る社会的基盤が整備されていま
す。

●日本人と外国人が共に暮らし、国
際交流が活発に行われています。

職場や家庭、地域などで男女が

性別に関わりなく活動ができて

いると思う市民の割合

63.9％ 67％ 70％

国際交流イベントや行事に参加した

ことのある市民の割合

7.9％ 12％ 17％

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●男女ともに多様な生き方を選択し
ています。

●日本人と外国人が互いに理解を深
め、地域づくりに参加しています。

外国人と地域で共生して暮らしてい

ると思う市民の割合

37.0％ 40％ 45％

第２次刈谷市男女共同参画プラン
2011 年～ 2020 年

刈谷市次世代育成支援行動計画
2005 年～ 2014 年

関連計画
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男女共同参画社会や多文化共生社会の実現をめざすためには、市民一人ひとりが正しい理解と
知識を持つことが重要であるとともに、市民の積極的な参加と、事業者、地域団体や市民活動団体
など多様な主体が協力することが大切です。

▼　

基
本
方
針
5　

市
民
と
行
政
の
信
頼
と
協
働
で
築
く
ま
ち
づ
く
り　

▼　

共
生
・
交
流

市民の役割

男女共同参画や多文

化共生に対する正し

い理解を持ち、性別

や 国 籍 に と ら わ れ

ず、共に支えあうこ

とができるように努

めます。

団体・事業者などの役割

異文化に対する理解や寛容を持ち、

外国人の地域活動への参加の促進に

努めます。また、事業所などは、従

業員の仕事と生活の両立支援に努め

ます。

行政の役割

男女共同参画、多文化共生

などに対する意識啓発に努

めるとともに、共に支えあ

うことができる環境の整備

を推進します。また、多様

な交流を促進し、活力や魅

力づくりに努めます。

１) 男女共同参画の推進 2013 2016 2020

①

男女共同参画をテーマとしたイベント、講座などを開催し、男女共同参

画意識の啓発に努めるとともに、市民や団体と協力して女性団体の活動

や女性の活躍を支援します。

②
市民参加による刈谷市男女共同参画推進懇話会を設置し、男女共同参画

社会の実現に努めます。

③
仕事と家事や育児、介護の両立を支援する環境の整備を図り、男女とも

に仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を支援します。

④ 審議会や委員会などの政策や方針決定過程への女性の参画に努めます。

２) 多文化共生の推進  2013 2016 2020

①
外国人の日本語でのコミュニケーション能力の向上を図るため、日本語

を学ぶ機会を提供します。

②
行政情報の提供や生活の悩みごとを相談できる相談窓口の充実を図りま

す。また、多文化ソーシャルワーカーの活用を検討します。

③
国籍や文化などの違いによらずお互いの人権を尊重し、すべての市民が

共に暮らせる多文化共生の意識啓発に努めます。

④
プレスクールを開設し、就学前の外国人の子どもに対する日本語指導や、

外国人児童生徒に対する学校生活への適応指導などを実施します。

３) 国際交流・都市間交流の推進 2013 2016 2020

①
姉妹都市をはじめ諸外国との草の根レベルの交流を促進するため、国際

交流協会や国際交流団体などの支援や育成を図ります。

② 国際交流を促進し、多文化共生を推進する拠点施設を整備します。

③
行政課題への対応や地域振興などを図るため、国内の自治体間との連携

を推進します。

４) 産学官の交流 ･ 連携の促進 2013 2016 2020

①
まちづくりを効果的に進めるため、産学官連携を活用できる体制の整備

を推進します。

②
地域の教育力の向上を図るため、愛知教育大学をはじめとする大学など

の専門性をいかした講座や教室を開催します。

③ 企業の教育力や資源を活用した学習機会の提供を促進します。
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市政に対する市民の関心が高まる中、情報公開制度の整備、広報紙や

ホームページの充実などにより行政が保有する情報を積極的に提供し、

市民に対する市政情報の提供に努めるとともに、市民の市政への参加を

推進してきました。

今後も、市民と行政が協力してまちづくりを進めるためには、多様な

情報を幅広く出し合い、情報を共有することが大切であり、市民は意見

や情報を行政に届け、市は迅速に対応できる体制づくりに取り組む必要

があります。そのため、パブリックコメントやアンケートなどの制度を

充実させるとともに、計画策定や方針策定などへの市民参加を推進し、

市民と行政が理解し合い、支えあう関係を構築していくことが重要です。

また、パソコンや携帯電話などの普及により、情報通信技術が飛躍的

に進み、行政が発信する情報が市民にとって受け取りやすくなった反

面、情報量が膨大となり、提供された情報を有効に活用しにくいという

課題も生じています。そのため、必要な情報に容易にアクセスできる仕

組みの構築が求められています。

一方で、個人情報の流出や漏えいなどの危険性が高まり、大きな社会

問題となっていま

す。 情 報 セ キ ュ リ

ティリスクへの対

策が必要となって

います。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■パブリックコメント……意見公募手続き。公的な機関が規則や命令などを制定しようとする
前に、広く公に意見・情報・改善案などを求め、その結果を反映させることによって、よ
り良い行政をめざす手続き。

5-3

情報共有

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●市民の持っている意見や情報がま
ちづくりにいかされています。

●情報セキュリティ環境が整備され
ています。

●大量の情報の中から必要な情報を
容易に入手できる環境が整ってい
ます。

市民の意見が市政に反映されて

いると思う市民の割合

40.4％ 45％ 50％

ホームページへの年間アクセス件数

771,924 件 830,000 件 880,000 件

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●生活に必要な情報が提供され、市
民生活に役立っています。

●パソコンや携帯端末などにより、
行政への申請や手続きができ、暮
らしが便利になっています。

生活に必要な情報が得られていると

思う市民の割合

66.9％ 75％ 83％

電子申請・届出可能業務数

46 件 54 件 60 件
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市の保有する情報は、共有の財産です。必要な情報を容易に入手することができる環境の整備と
ともに、個人情報の漏えいや情報システムのセキュリティの向上を図る必要があります。また、まち
づくりには、市民や事業者などが持つ情報が大切であり、主体的に情報の発信に努めるとともに、
行政は積極的に広聴に努め、まちづくりに対する情報を共有することが大切です。

▼　

基
本
方
針
５　

市
民
と
行
政
の
信
頼
と
協
働
で
築
く
ま
ち
づ
く
り　

▼　

情
報
共
有

市民の役割

アンケートや各種調

査などに積極的に協

力することに心がけ

るとともに、まちづ

くりに対する意見や

情報の発信に努めま

す。

団体・事業者などの役割

地域住民の意見や考えをとりまと

め、まちづくりの情報として、団体

や事業者、行政などと共有するよう

に努めます。また、行政と市民との

橋渡し役を担い、市政情報の発信の

支援に努めます。

行政の役割

多様な媒体を活用し、情報

発信を行うとともに、まち

づくりへの市民の意見や情

報の収集に努めます。また、

保有する個人情報の保護に

努めるとともに、市民とま

ちづくりに必要な情報の共

有を図ります。

１) 情報の公開と管理 2013 2016 2020

①
行政運営の公正性の確保と透明性の向上を図るため、市民が必要とする

市政情報の適切かつ迅速な公開及び提供を推進します。

②
個人情報をはじめ市が保有する情報の漏えいや、情報システムの改ざん

や破壊などに対し、情報セキュリティ対策を推進します。

２) 広報 ･ 広聴の充実 2013 2016 2020

①
市民の情報格差の解消を図るため、広報紙のほかホームページや回覧板、

ケーブルテレビ、ＦＭラジオなど様々な手段を活用し、情報を発信します。

②
ホームページと携帯端末用ホームページなどを充実し、市民ニーズに即

応した双方向の情報発信の環境整備に努めます。

③

電子メールをはじめ市政モニターやパブリックコメント、市民アンケー

トや各種説明会を実施するなど、より幅広く市政への情報や意見の収集

に努めます。

④ ホームページの充実を図り、必要な情報へのアクセス機能を向上します。

３) 電子市役所の推進 2013 2016 2020

① 情報通信技術を積極的に活用し、事務の効率化を推進します。

②
庁内の情報やシステムを有効に連携し、活用することで、窓口サービス

を充実し、市民サービスの向上に努めます。

③
庁舎以外の公共施設においても各種行政手続きができるよう、情報通信

技術の活用に向けた検討を行います。

KARI
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地方分権の進展に伴い、自治体を取り巻く環境は大きく変化し、今ま

で以上に自己決定と自己責任による自律した行政経営が求められていま

す。

本市は、早くから行政改革に取り組み、経費の縮減、事業の見直し、

職員の削減などを進めてきました。平成 16 年には行政経営方針を策定

し、経営的な視点を取り入れ、業務の効率化、民間活力の活用、選択と

集中による施策や事業の効率的な推進などに努め、一定の成果をあげて

きました。その結果、全国的に国や地方の財政状況が悪化する中でも、

堅調な産業基盤にも支えられ、健全財政を維持し、第６次総合計画に掲

げられた市民生活の向上をめざし、各種施策を積極的に進めることがで

きました。

しかし、公共施設や福祉施策の充実などに伴い、今後は経常的経費の

増加が見込まれ、新規施策への投資余力が縮小傾向で進むことが予想さ

れます。また、学校施設をはじめとする公共施設、道路や公園などの都

市施設の老朽化に対応する必要があります。経常的経費の増加を抑制す

るためにも、さらなる経費の縮減や財源の確保を図り、市民や事業者な

どとともに必要なサービスを社会全体で担い、限られた経営資源を最大

限に活用し、効果的 ･ 効率的に行財政運営を進めていくことが求められ

ます。

また、生活圏域の広域化とともに、一つの市町では解決できないこと

も増えており、市民の生活に必要な機能を共同で処理し、相互に機能を

分担する必要性が高まっています。これまでも、ごみ処理、農業共済事

務、消防などの共同処理を行ってきましたが、今後も市民ニーズを踏ま

え、周辺市町との連携を推進していく必要があります。

現

状

と

課

題

め
ざ
す
姿
（
生
活
像
）
・
目
標
指
標

用
語
解
説

■地方分権……国と地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、国の権限や財源を地方に移譲する
とともに、地方に対する国の関与の縮減を図ること。

■実質公債費比率……市税などの毎年経常的に収入される財源に占める、償還に要する費用（特別
会計や企業会計などへの繰出金のうち、償還に要する費用に充てられるものも含む）の割合を
示す。25％を超えると、財政の立て直しの道筋を示した財政健全化計画の策定が必要になる。

■道州制……現行の都道府県をいくつかのブロックに分けて統合し、「道」や「州」の広域的な自治
体を設置しようとする構想のこと。

■定住自立圏構想……中心市の機能と周辺市町村の機能が、協定によって連携し、「定住」のため
の暮らしに必要な機能を総体として確保するとともに、地域の誇りや魅力あふれる地域の形成を
めざすもの。

5-4

行政経営

めざす姿　〜まちの状態〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●健全な財政を維持し、効率的な行
政運営と質の高いサービスを維持
しています。

●事務事業の共同処理など、周辺市
町との連携が図られています。

実質公債費比率

2.1％ ７％以内 ７％以内

広域で共同又は連携している事業数

７件 10 件 12 件

めざす姿　〜市民の暮らし〜 現状値
目標値

2015 年 2020 年

●市政に関心を持ち、市の財政や行
政経営に目を配っています。

効率的な行政運営が行われていると

思う市民の割合

50.5％ 55％ 60％

刈谷市行政経営方針
2004 年４月 策   定

中期財政計画
2011 年～ 2015 年

関連計画
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施　

策　

の　

内　

容

共
存
・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方

事業の実施状況や計画の目標の達成度、予算の概要や決算状況などの情報を共有し、行政運営
への民間活力の活用も含め、多様な主体が公共的なサービスを担うことができる社会を構築してい
くことが大切です。また、周辺市町との連携の中で、圏域全体で生活に必要な機能を確保していく
視点も大切です。

▼　

基
本
方
針
５　

市
民
と
行
政
の
信
頼
と
協
働
で
築
く
ま
ち
づ
く
り　

▼　

行
政
経
営

市民の役割

市の行財政運営に関

心を持つとともに、

まちづくりに主体的

に参加するよう努め

ます。

団体・事業者などの役割

地域の困りごとなどを自分たちの力

で解決していくことのできる地域づ

くりに努めます。

行政の役割

限られた経営資源を適切に

配分し、行財政運営の効率

化を図ります。また、まち

づくりに対する市民の関心

を高める情報発信に努め、

市民力や地域力を発揮でき

る環境整備を図ります。

１) 効率的な行政運営 2013 2016 2020

① 民間活力を積極的に活用し、効率的な行政運営を推進します。

②
地域団体や市民活動団体などが、新たな公共的なサービスの担い手とな

ることができるよう連携するとともに、活動を支援します。

③
総合計画に掲げた目標の達成状況をわかりやすく公表するとともに、行

政評価委員会を設置し、行政運営の外部評価を実施します。

④
変化に即応できる柔軟な思考と想像力を持った職員を育成するため、職

員研修の充実を図るとともに、職員数の適正化に努めます。

⑤ 新たな行政課題に柔軟に対応できる組織づくりを進めます。

２) 健全な財政運営  2013 2016 2020

①
中長期的な展望に立った財政計画を策定し、実施計画と予算編成との整

合を図り、適正な財政運営に努めます。

②
今後増加する公共施設の改修や改築などの財政負担に対応するため、目

的基金を設置し、健全財政の維持に努めます。

③

自主財源の根幹をなす市税の適正かつ公平な賦課徴収や収納率の向上に

努めるとともに、公平性の確保の観点から使用料や手数料などについて

受益者負担の適正化を図ります。

④
事務事業の見直しや廃止を含め、経常的経費の縮減や財源の重点的な配

分を通じて、財政運営の効率化を図ります。

⑤
企業会計の手法により財務諸表を作成し、わかりやすく公表するととも

に、財政運営に活用します。

３) 広域行政・広域連携の推進 2013 2016 2020

①
地方分権の推進、道州制など国の動向を注視し、広域行政、広域連携の

あり方について調査研究します。

②
定住自立圏構想の中心市として周辺市町との連携を進め、圏域全体の利

便性の向上や魅力の創出を図ります。

③
国道や県道、河川の整備などの広域的な課題に対しては、近隣市町との

連携、協調を図り、国や県に事業の推進を要望します。

自　　助 互　　助 公　　助
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第
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画
の
実
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に
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て

　基本計画に示した重点プロジェクトや分野別計画を着実かつ効率的に推進していく

ための組織体制や進行管理の仕組みなど、計画の実現に向けた留意点を整理します。

１）計画推進体制

●庁内における計画推進体制
◇分野別計画に基づく施策を計画的に推進

するため、施策を担当する各部課が責任

を持って、様々な広報及び広聴手段を通

じて、市民との情報共有や意思疎通に努

め、各施策のめざす姿や取組みの内容を

市民と共有し、共存 ･協働のまちづくり

を推進します。

◇重点プロジェクトに掲げる分野を横断す

る取組みを推進するため、分野間の連携

を密にするとともに、プロジェクトチー

ムを設置するなど、効率的な実施体制を

構築します。

◇基本計画に掲げる施策を効率的、効果的

に推進するため、定期的に行政組織のあ

り方を検証し、必要に応じて組織の再編

や整理を行います。

●共存･協働による計画推進体制
◇今後の計画推進にあたっては、市民や市

民活動団体、事業者などと行政による共

存 ･協働のまちづくりに基づく取組みを

推進します。

◇まちづくりを主体的に担う市民組織など

の育成に努め、重点プロジェクトに位置

づけた各プランなどをはじめ施策の目標

達成のために、市民が主体的に活動でき

る取組みを推進します。

市 民

地域団体

行 政

事業者 教育機関等

課　題

市民活動団体
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２）進行管理の仕組み

●ＰＤＣＡサイクルに基づく

　　　　　　　　進行管理体制
◇第７次総合計画では、基本構想におけるまちづ

くりの指標をはじめ、基本計画における重点プ

ロジェクトや分野別計画に対応した目標指標を

客観的な数値で示しています。今後は、ＰＤＣ

Ａサイクルに基づく効率的で効果的な行政経営

を一層推進するため、基本構想や基本計画に位

置づけた目標指標を活用した施策評価に取り組

みます。

●市民の目線による進行管理
◇第７次総合計画を着実かつ効率的に推進してい

くため、学識経験者などで構成する評価委員会

を設置するとともに、施策評価にあたっては、

市民アンケートの実施などを通して市民の意識

や満足度を定期的に把握します。

◇評価委員会などでは、重点プロジェクトや分野

別計画に位置づけた施策について、目標指標に

基づき定期的に進捗状況を把握し、計画の進行

管理を行います。

３）予算・財政計画との連動

●財政計画と整合の取れた

　　　　　　　　実施計画の立案
◇毎年度ローリング方式で作成する実施計画は、

予算編成との連動に留意し、財政計画と整合の

取れた計画とします。また、実施計画で具体化

する事務事業は、分野別計画（５分野、30 の

基本施策）に基づき体系化されたものとし、重

点プロジェクトとの関連性についても明確にし

ます。

●予算編成･執行手法の継続的な研究
◇第７次総合計画の着実かつ効果的な推進に向け

て、予算編成や執行に係る手法についても新た

な考え方の導入の必要性を継続的に検討し、弾

力的な運用に努めます。

Plan 財政計画・実施計画の作成

施策・事務事業の点検・評価

施策・事務事業
の実施

財政計画・実施計画
の改善

（計画）

Do
（実行）

Action
（改善）

Check（評価）
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１）まちづくりの指標

目標指標 単位 現状値 現状時点
目 標 値 

2030 年
説明・アンケート設問及び算出式

住みやすさを実感して
いる市民の割合

％ 82.5 2010 年 85 
『総合的にみて、刈谷市は住みよいところだと感じます
か？』の設問に対し、「大変住みやすい」または「どち
らかといえば住みやすい」と回答した市民の割合

住み続けたいと思って
いる市民の割合

％ 87.5 2010 年 90 
『これからも刈谷市に住み続けたいと思いますか？』の
設問に対し、「いつまでも住み続けたい」または「当分
住み続けたい」と回答した市民の割合

市政に対して不満と感
じていない市民の割合

％ 85.4 2010 年 88 
『刈谷市の市政（まちづくり）について満足しています
か？』の設問に対し、「満足」、「やや満足」または「ふつう」
と回答した市民の割合

２）重点プロジェクトに対する目標指標

重点プロ
ジェクト

目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

安　

全
・
安　

心

犯罪や事故への不安
がなく安心して外出
できると思う市民の
割合

％ 49.7 2010 年 55 60 

『刈谷市は「犯罪や事故への不安がなく
安心して外出できる」と思いますか？』
の設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

災害に強いまちと思
う市民の割合

％ 51.5 2010 年 60 70 

『刈谷市は「災害に強いまちである」と
思いますか？』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合

地域の支えあいによ
り高齢者や障害者も
安心して暮らせると
思う市民の割合

％ 58.3 2010 年 63 68 

『刈谷市は「地域の支え合いにより高齢
者や障害者も安心して暮らせる」と思
いますか？』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合

日頃から健康づくり
活動を実践している
市民の割合

％ 70.4 2010 年 75 80 
『日頃から健康づくり活動を実践してい
ますか？』の設問に対し、「はい」と回
答した市民の割合

外国人と地域で共生
して暮らしていると
思う市民の割合

％ 37.0 2010 年 40 45 

『刈谷市に住む外国人と日本人は、異な
る文化や習慣を互いに認め合いながら
暮らしている」と思いますか？』の設
問に対し、「そう思う」または「どちら
かといえばそう思う」と回答した市民
の割合

活　

力
・
魅　

力

刈谷駅周辺が活気や
魅力があると思う市
民の割合

％ 49.3 2010 年 55 65 

『「刈谷駅周辺は、活気や魅力がある」
と思いますか？』の設問に対し、「そう
思う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

地域での交流や世代・
分野などの垣根を越
えた交流が活発であ
ると思う市民の割合

％ 35.3 2010 年 45 50 

『刈谷市は「地域での交流や世代・分野
などの垣根を越えた交流が活発である」
と思いますか？』の設問に対し、「そう
思う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

刈谷市に誇りや愛着
を感じていると思う
市民の割合

％ 74.8 2010 年 77 80 

『刈谷市に誇りや愛着を感じています
か？』の設問に対し、「そう思う」また
は「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

１ 目標指標一覧
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重点プロ
ジェクト

目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

ゆ
と
り
・
生
き
が
い

快適で便利な住環境
が整備されていると
思う市民の割合

％ 74.7 2010 年 77 80 

『刈谷市は「快適で便利な住環境が整備
されている」と思いますか？』の設問
に対し、「そう思う」または「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民の
割合

各種施設が整い、文
化やスポーツ、学習
活動などに取り組み
やすいと思う市民の
割合

％ 72.2 2010 年 74 77 

『刈谷市は「各種施設が整い、文化やス
ポーツ、学習活動などに取り組みやす
い」と思いますか？』の設問に対し、「そ
う思う」または「どちらかといえばそ
う思う」と回答した市民の割合

緑や自然を身近に感
じることができると
思う市民の割合

％ 65.7 2010 年 67 70 

『刈谷市は「緑や自然を身近に感じるこ
とができる」と思いますか？』の設問
に対し、「そう思う」または「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民の
割合

次
世
代
育
成

子どもを生み・育て
やすいと思う市民の
割合

％ 75.8 2010 年 78 80 

『刈谷市は「子どもを生み ･ 育てやすい」
と思いますか？』の設問に対し、「そう
思う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

近所の人をみかけた
らあいさつをする子
どもの割合

％ 80.7 2010 年 85 88 

『近所の人をみかけたらあいさつをして
いますか？』の設問に対し、「している」
または「どちらかといえばしている」
と回答した小中学生の割合

持　

続

産業が活発であると
思う市民の割合

％ 90.2 2010 年 91 91 

『刈谷市は「産業が活発」だと思います
か？』の設問に対し、「そう思う」また
は「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

日常の移動手段とし
て、自転車や公共交
通機関の利用を心が
けている市民の割合

％ 38.8 2010 年 41 45 

『日常（通勤・通学や買物など）の移動
手段として、自転車や公共交通機関の
利用を心がけていますか？』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらかと
いえばそう思う」と回答した市民の割
合

健全な財政状況を維
持していると思う市
民の割合

％ 65.7 2010 年 68 70 

『刈谷市は「健全な財政状況を維持して
いる」と思いますか？』の設問に対し、

「そう思う」または「どちらかといえば
そう思う」と回答した市民の割合

市
民
力
・
地
域
力

市民一人ひとりの意
識やモラルが高いと
思う市民の割合

％ 42.7 2010 年 46 50 

『刈谷市は「市民一人ひとりの意識やモ
ラルが高い」と思いますか？』の設問
に対し、「そう思う」または「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民の
割合

地域活動やボラン
ティア活動が活発で
あると思う市民の割
合

％ 57.0 2010 年 60 62 

『刈谷市は「地域活動やボランティア活
動が活発である」と思いますか？』の
設問に対し、「そう思う」または「どち
らかといえばそう思う」と回答した市
民の割合

信　

頼

市民の意見が市政に
反映されていると思
う市民の割合

％ 40.4 2010 年 45 50 

『刈谷市は「市民の意見が市政に反映さ
れている」と思いますか？』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらかと
いえばそう思う」と回答した市民の割
合

効率的な行政運営が
行われていると思う
市民の割合

％ 50.5 2010 年 55 60 

『刈谷市では「効率的に行政運営が行わ
れている」と思いますか？』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらかと
いえばそう思う」と回答した市民の割
合

■　

１　

目
標
指
標
一
覧

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画

参
考
資
料

121



３）分野別計画に対する目標指標

基本方針1 都市と自然が織りなす住みよいまちづくり

基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

市
街
地･

住
環
境

刈谷駅周辺が活気や
魅力があると思う市
民の割合

％ 49.3 2010 年 55 65 

『「刈谷駅周辺は、活気や魅力がある」
と思いますか？』の設問に対し、「そ
う思う」または「どちらかといえばそ
う思う」と回答した市民の割合

市街化区域DID地区
の人口密度

人 /
ha

56.5 2008 年 58.3 59.1
市街化区域内における DID 区域内の
人 口 密 度　【 市 街 化 区 域 内 に お け る
DID 区域内の人口÷その面積× 100】

快適で便利な住環境
が整備されていると
思う市民の割合

％ 74.7 2010 年 77 80 

『刈谷市は「快適で便利な住環境が整
備されている」と思いますか？』の設
問に対し、「そう思う」または「どち
らかといえばそう思う」と回答した市
民の割合

まちづくりに関する
ワークショップ実施
数

か所 6 2009 年 7 8
まちづくりに関するワークショップの
実施数

道
路･

交
通

自動車以外の交通分
担率

％ 24.4 2010 年 26 29 

自動車交通以外の交通手段分担率　
【目的（手段）別に自動車を使用する
率をアンケートより算出、年度別目標
転換率より算出】

車や自転車などで移
動しやすい道路と思
う市民の割合

％ 60.2 2010 年 63 66 

『「刈谷市の道路は、車・自転車・歩き
などで移動しやすい」と思いますか？』
の設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

主要区間の平均所要
時間（刈谷駅～市内
主要地点）

分 18.5 2010 年 17.5 16.5

主要区間の所要時間　【(1) 北部市民
センター、(2) 東刈谷市民センター、
(3) 小垣江市民センター⇔刈谷駅の区
間を 7：00、7：30、8：00 に出発し、
全６路線の平均走行時間を算出】

公共施設連絡バスの
年間利用者数

人 443,615 2009 年 500,000 550,000 
公共施設連絡バスの１年間の利用者数
の総計

公
園
緑
地･

緑
化

公園や緑地が充実し
ていると思う市民の
割合

％ 69.3 2010 年 75 80 

『刈谷市は「公園・緑地が充実している」
と思いますか？』の設問に対し、「そ
う思う」または「どちらかといえばそ
う思う」と回答した市民の割合

身近な公園・緑地の
配置率

％ 73.8 2010 年 74 75 

市街化区域内において、整備済みの公
園緑地等の誘致圏内に含まれる地域面
積の市街化区域全体に対する割合　

【整備済みの公園緑地等の誘致圏内に
含まれる地域面積÷市街化区域全体面
積】

緑や自然を身近に感
じることができると
思う市民の割合

％ 65.7 2010 年 67 70 

『刈谷市は「緑や自然を身近に感じる
ことができる」と思いますか？』の設
問に対し、「そう思う」または「どち
らかといえばそう思う」と回答した市
民の割合

自宅の敷地などを利
用して緑化に努めて
いる市民の割合

％ 72.2 2010 年 76 80 

『自宅の敷地などを利用して緑化に努
めていますか？』の設問に対し、「そ
う思う」または「どちらかといえばそ
う思う」と回答した市民の割合

地域住民に管理され
ている公園数

か所 121 2010 年 130 140
地域住民が安全かつ楽しく利用でき、
愛着を持ってもらうため、愛護会等を
組織し、維持管理される公園数
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基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

河
川
・
池
沼

準用河川整備率 ％ 88.3 2009 年 90 92 
準用河川の整備率　【整備済総延長÷
整備計画総延長】

水辺の憩いの場整備
数（河川・池沼）

か所 7 2009 年 8 11
水辺の憩いの場の整備済箇所数

総合治水対策量の達
成率

％ 35.9 2009 年 50 70 
総合治水対策量の達成率　【達成量÷
対策目標量】

雨水貯留浸透施設の
年間設置数

か所 10 2009 年 30 50
雨水貯留浸透施設の年間設置数

地域住民に管理され
ている河川・池沼数

か所 9 2009 年 12 13
地域住民に管理されている河川・池沼
数

上
水
道

有収率 ％ 94.2 2009 年 96 96 
年間の給水量に対して、料金収入の対
象となった水量の割合　【（有収水量÷
給水量）× 100】

基幹管路の耐震化率 ％ 39.8 2009 年 68 93 
基幹管路総延長のうち耐震化された延
長の割合　【（基幹管路耐震管延長÷基
幹管路総延長）× 100】

安心して水道が利用
できると思う市民の
割合

％ 87.9 2010 年 89 91 

『刈谷市は「安心して水道が利用でき
る」と思いますか？』の設問に対し、「そ
う思う」または「どちらかといえばそ
う思う」と回答した市民の割合

節水に努めている市
民の割合

％ 76.6 2010 年 78 80 

『節水に努めていますか？』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民の
割合

下
水
道

下水道普及率 ％ 86.3 2009 年 93 95 

行政区域内の人口に対して、下水道が
整備され、供用開始された区域の人口
の割合　【供用開始区域内人口÷行政
区域内人口】

河川の水質浄化度
（二級河川森前川の
BOD）

mg/ 7.5 2008 年 5 5 

河川水の汚染物質（有機物）が、微生
物によって無機化、あるいは、ガス化
される時に必要とされる酸素量　【森
前川のＢＯＤ実績値】

下水道水洗化率 ％ 77.8 2009 年 85 93 

下水道の供用開始区域内の人口に対す
る水洗化人口（公共下水道に接続して
いる人口）の割合　【水洗化人口÷供
用開始区域内人口】

下水道水洗化人口 人 97,579 2009 年 121,300 140,300 公共下水道に接続している人口

循
環
型
社
会
・
環
境
保
全

リサイクル率 ％ 17.6 2009 年 35 40 

総ごみ・資源物排出量のうち、資源物
収集による「直接資源化量」、焼却施
設や粗大ごみ施設での処理で資源化す
る「中間処理後資源化量」及び集団回
収量の割合　【総資源化量÷（総ごみ
排出量＋集団回収量）】

公害苦情発生件数 件 60 2009 年 50 40
典型７公害（大気汚染、水質汚濁、土
壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）
に関する１年間の苦情発生件数

１人１日当たりのご
み排出量

ｇ
/ 人 ･ 日

531 2009 年 440 390

市民１人１日当たりのごみ（可燃ごみ、
不燃ごみ、粗大ごみ）の排出量　【年
間ごみ排出量（事業系除く）÷ 365
日×４月１日現在人口】

事業系ごみの年間排
出量

ｔ 18,075 2009 年 14,000 12,000 
事業系ごみの年間排出量　【可燃ごみ
直搬＋粗大ごみ直搬＋埋立ごみ直搬＋
資源回収所不燃ごみ】
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基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

低
炭
素
社
会

公共施設のエネル
ギー使用量

/㎡ 17.1 2009 年 16.1 15.3

小中学校（21 校）、幼稚園（16 園）、
保育園（10 園）及び延床面積 1,000
㎡以上の主な公共施設（市役所含め
27 施設）のガス、電気などのエネル
ギー使用量を原油換算した値　【主な
公共施設の年間エネルギー使用量（ ）
÷延床面積（㎡）】

市内の年間CO2排出
量

千ｔ
-CO2

1,435 2008 年 1,234 1,033 

市内から年間 CO2 排出量　【各部門の
エネルギー消費量に CO2 排出係数を
乗じて算出。国の目標水準に準じて挑
戦目標として設定】

省エネルギーに心が
けている市民の割合

％ 81.0 2010 年 83 85 

『省エネルギーに心がけていますか？』
の設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

自動車以外の交通分
担率

％ 24.4 2010 年 26 29 

自動車交通以外の交通手段分担率　
【目的（手段）別に自動車を使用する
率をアンケートより算出、年度別目標
転換率より算出】

基本方針2 生きる力を育み生きる喜びを実感できるまちづくり

基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

学
校
教
育

小学校における少人
数授業非常勤講師数

人 30 2010 年 40 50
市が雇用する小学校における少人数授
業対応非常勤講師数

中学校部活動外部指
導者数

人 18 2010 年 24 30
中学校部活動の外部指導者数

学校が楽しいと思う
子どもの割合

％ 90.9 2010 年 92 93 

『学校は楽しいですか？』の設問に対し、
「とても楽しい」または「どちらかとい
えば楽しい」と回答した小中学生の割
合

給食が好きな子ども
の割合

％ 90.7 2010 年 92 93 
『給食は好きですか？』の設問に対し、
「大好き」または「どちらかといえば好
き」と回答した小中学生の割合

青
少
年
育
成

家族とよく話をする
子どもの割合

％ 90.1 2010 年 91 92 

『日頃から、家族とよく話しをします
か？』の設問に対し、「よくする」また
は「どちらかといえばする」と回答し
た小中学生の割合

放課後などの交流拠
点（居場所）数

か所 7 2010 年 17 19

地域住民が指導者やボランティアとし
て参加する放課後等の交流拠点 ( キッ
ズクラブ・放課後子ども教室・中高生
の居場所）の箇所数

地域の祭りや行事な
どに参加することが
楽しいと思う子ども
の割合

％ 84.8 2010 年 86 87 

『「地域の祭りや行事」などを楽しみに
していますか？』の設問に対し、「楽し
みにしている」または「どちらかとい
えば楽しみにしている」と回答した小
中学生の割合

青少年が参加する体
験・交流活動参加延
べ人数

人 5,905 2009 年 18,000 20,000 
キッズクラブ、放課後子ども教室、中
高生の居場所、ヤングカレッジ、ヤン
グゼミナールの参加延べ人数

生
涯
学
習

生涯学習センターの
利用件数

件 9,435 2009 年 27,000 28,000 
北部・中央・南部の各生涯学習センター
の利用件数の合計

大学連携講座の受講
者数

人 0 2009 年 1,500 1,750 
大学と連携して実施する市民講座（大
学連携講座）の延べ受講者数

生涯学習を行ってい
る市民の割合

％ 43.5 2010 年 47 50 
『生涯学習を行っていますか？』の設問
に対し、「はい」と回答した市民の割合
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基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

生
涯
学
習

ボランティアや地域
活動、自主活動など
に参加したことのあ
る市民の割合

％ 42.5 2010 年 46 50 

『ボランティアや地域活動、自主活動に
参加したことがありますか？』の設問
に対し、「はい」と回答した市民の割合

ス
ポ
ー
ツ

スポーツ施設の利用
者数

人 372,842 2009 年 430,000 450,000 

ウィングアリーナ刈谷及び刈谷市体育
館の利用者の合計　【個人、貸切、教室
の利用者の実数を毎月算出】

総合型地域スポーツ
クラブ加入者数

人 2,233 2009 年 4,200 6,000 

市内に６つある総合型地域スポーツク
ラブ加入者数の合計　【個人及び家族会
員数の合計値を、２か月に１回開催さ
れる研究会で各クラブより報告】

週 1回以上スポーツ
をしている市民の割
合

％ 38.9 2010 年 45 50 
『 週 １ 回 以 上 ス ポ ー ツ を し て い ま す
か？』の設問に対し、「はい」と回答し
た市民の割合

スポーツリーダー養
成講座修了者数（延
べ）

人 1,156 2009 年 1,500 1,750 

スポーツリーダー養成講座修了者の合
計　【毎年、スポーツ課が主催している
スポーツリーダー養成講座の受講者の
うち、修了者の累計】

文
化･

芸
術

創作や発表がしやす
い環境が整備されて
いると思う市民の割
合

％ 60.7 2010 年 63 65 

『刈谷市は「文化芸術の創作や発表がし
やすい環境が整備されている」と思い
ますか？』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合

文化芸術関係ホーム
ページの年間更新回
数

回 84 2009 年 125 140 

文化芸術関係のホームページ年間更新
回数　【図書館、美術館、総合文化セン
ターのホームページに掲載する情報の
提供回数】

日頃から文化や芸術
に親しんでいる市民
の割合

％ 48.6 2010 年 51 53 

『日頃から文化や芸術に親しんでいます
か？』の設問に対し、「そう思う」また
は「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

鑑賞の場、発表など
の事業数

回 325 2009 年 600 650

美術館企画展、市民ホールでの事業な
ど身近で文化芸術を鑑賞・体験する機
会を増やし、市民が芸術に親しむ環境
の充実を図るための事業数　【美術館に
おける教育普及活動、市民ホールでの
事業数の合計】

歴
史･

文
化
財

刈谷の歴史に興味を
持っている市民の割
合

％ 35.9 2010 年 41 46 

『 刈 谷 の 歴 史 に 興 味 を 持 っ て い ま す
か？』の設問に対し、「そう思う」また
は「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

歴史博物館の来館者
数

人 − − 30,000 35,000 
歴史博物館での展示見学者と体験学習
者数

ガイドボランティア
数

人 66 2010 年 70 75
刈谷ふるさとガイドボランティアの会
と依佐美送信所記念館ガイドボラン
ティアの会の会員数

基本方針3 人と技術で賑わいを創り笑顔で働き続けられるまちづくり

基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

農　

業

遊休農地面積 ha 10 2009 年 5 0
遊休農地の面積　【「2009 年時点にお
ける遊休農地面積（10ha）」−「指導
等により解消が確認できた面積」】

地元農産物を買うよ
うに心がけている市
民の割合

％ 62.2 2010 年 65 70 

『地元の農産物を買うように心がけてい
ますか？』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合
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基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

農　

業　

農業生産法人数 組織 2 2010 年 3 5
農業生産法人数　【2010 年度以降に新
たに設立された農業生産法人の数】

新規就農者数 人 0 2009 年 5 10 非農家で新たに農業に参入した人の数

食生活に気をつけて
いる市民の割合

％ 86.4 2010 年 90 95 

『食生活に気をつけていますか？』の設
問に対し、「そう思う」または「どちら
かといえばそう思う」と回答した市民
の割合

商
工
業

産業が活発であると
思う市民の割合

％ 90.2 2010 年 91 91 

『刈谷市は「産業が活発」だと思います
か？』の設問に対し、「そう思う」また
は「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

市内の商店街でよく
買物をしている市民
の割合

％ 48.8 2010 年 49 50 
『市内の商店街でよく買物をしています
か？』の設問に対し、「はい」と回答し
た市民の割合

事業所・企業統計調
査による総従業員数

人 102,130 2006 年 110,000 115,000 

事業所・企業統計調査による総従業員
数　【全事業所・企業について、事業の
種類・経営組織・従業員数・資本金な
ど事業活動に関する基本的な内容につ
いて、統計法に基づき、５年ごとに調
査を実施】

商店街のイベントな
どに参加したことの
ある市民の割合

％ 36.9 2010 年 40 45 
『商店街のイベントなどに参加したこと
がありますか？』の設問に対し、「はい」
と回答した市民の割合

観　

光

主要観光拠点数 か所 14 2009 年 14 15 愛知県観光入込客統計の市内拠点数

主要観光拠点の年間
利用者数

千人 10,233 2009 年 10,700 11,200 
愛知県観光入込客統計の主要観光拠点
の年間利用者数

観光協会主催のイベ
ント・祭りの観客数

人 426,293 2009 年 450,000 480,000 
観光協会主催のイベント・祭りの観客
数　【主催者発表の観客数の合計】

市内に休日などにリ
フレッシュできる場
所があると思う市民
の割合

％ 57.4 2010 年 61 65 

『刈谷市には「休日などにリフレッシュ
できる場所がある」と思いますか？』
の設問に対し、「はい」と回答した市民
の割合

基本方針4 支えあいみんなが元気で安心して暮らせるまちづくり

基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

健
康
づ
く
り

日頃から健康づくり
活動を実践している
市民の割合

％ 70.4 2010 年 75 80 

『日頃から健康づくり活動を実践してい
ますか？』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合

安心して医療が受け
られる環境が整って
いると思う市民の割
合

％ 82.1 2010 年 85 88 

『刈谷市は「安心して医療が受けられる
環境が整っている」と思いますか？』
の設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

健康診査（がん検診）
の受診率

％ 19.9 2009 年 25 30 
健康診査の受診率　【胃がん検診・子宮
がん検診・肺がん検診・乳がん検診・
大腸がん検診の受診率の平均値】

子育てに自信が持て
ない母親の割合

％ 6.1 2009 年 5 4 

乳幼児健康診査時に実施している「す
こやか親子アンケート」の設問『育児
に自信がもてないことがありますか？』
に対し、「いつもある」と回答した母親
の割合
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基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

地
域
福
祉

地域の支えあいによ
り高齢者や障害者も
安心して暮らせると
思う市民の割合

％ 58.3 2010 年 63 68 

『刈谷市は「地域の支え合いにより高齢
者や障害者も安心して暮らせる」と思
いますか？』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合

地区社会福祉協議会
設置数

か所 0 2010 年 1 3
地区社会福祉協議会の設置数

ボランティア活動な
どに参加している市
民の割合

％ 9.6 2010 年 12 15 
『現在、地域福祉に関するボランティア
活動に参加していますか？』の設問に
対し、「はい」と回答した市民の割合

社会福祉協議会のボ
ランティア登録団体
数

団体 103 2009 年 115 125
社会福祉協議会のボランティア登録団
体数

次
世
代
育
成･

子
育
て
支
援

子どもを生み・育て
やすいと思う市民の
割合

％ 75.8 2010 年 78 80 

『刈谷市は「子どもを生み ･ 育てやすい」
と思いますか？』の設問に対し、「そう
思う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

ファミリー・サポー
ト・センター登録会
員数

人 1,947 2009 年 2,200 2,400 
年度別ファミリー・サポート・センター
登録会員数（援助会員・依頼会員・両
方会員の計）

幼稚園や保育園で子
どもが多様な経験を
し友達とふれ合い楽
しく学んでいると思
う保護者の割合

％ 71.1 2010 年 76 80 

保護者アンケートの設問『幼稚園・保
育園で子どもがいろいろな経験をし、
友達と触れあい楽しく学んでいると思
いますか？』に対し、「そう思う」と回
答した保護者の割合

子育て支援団体数 団体 8 2009 年 15 20
年度別子育て支援団体数（子育て支援
団体ネットワーク会議登録団体）

高
齢
者
福
祉

地域密着型サービス
拠点数

か所 5 2009 年 11 13
地域密着型サービスの拠点となる施設
として、実際に整備された施設の数

認知症サポーター養
成講座受講者数

人 563 2009 年 1,000 2,000 
認知症サポーター養成講座を受講した
人数

介護保険サービス利
用後、身体的・精神
的に良くなったと思
う要支援・要介護認
定者の割合

％ 45.8 2007 年 48 50 

高齢者等実態調査に係るアンケートの
設問『サービスを利用して、要支援・
要介護認定者は身体的・精神的に変化
があったか』に対し、「良くなった」と
回答した人の割合

老人クラブ加入者数 人 8,249 2010 年 8,500 9,000 
老人クラブの加入者数　【毎年４月１日
現在の刈谷市老人クラブ連合会登録者
数】

高齢者のボランティ
ア活動参加率

％ 10.9 2007 年 15 20 

「刈谷市介護保険事業計画・刈谷市老人
福祉計画」作成に係るアンケートの設
問『あなたはボランティア活動に、参
加したいと思いますか？』に対し、「参
加している」と回答した高齢者（一般）
の割合

障
害
児･

者
福
祉

ノーマライゼーショ
ンに心がけている市
民の割合

％ 80.8 2010 年 85 90 

『高齢者や障害者の方々などへの気配り
など福祉の心を持った行動に心がけて
いますか？』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合

障害者の一般就労へ
の移行者数（年間）

人 3 2009 年 5 7
市が実施する就労移行支援事業により
一般企業等への就労に移行した障害者
の数

福祉施設の入所者の
地域生活への移行（施
設入所者総数）

人 94 2009 年 85 80
福祉施設に入所している身体 ･ 知的障
害者の数

精神障害者の地域生
活への移行（退院可
能入院者数）

人 17 2008 年 14 12
医療機関に入院している精神障害者の
うち、退院可能な人の人数
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基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

社
会
保
障

特定健康診査の受診
率

％ 44.0 2009 年 65 70 

刈谷市の国民健康保険に加入する 40
歳以上の特定健康診査受診対象者の中
で、実際に特定健康診査を受診した被
保険者の割合　【特定健康診査受診者数
÷特定健康診査受診対象者数× 100】

生活困窮に関する相
談件数

件 912 2009 年 − −
生活保護相談の年間件数

国民健康保険の市民
１人当たり医療費

円 261,124 2008 年 − −

国民健康保険の市民１人当たり医療費
　【１年間の刈谷市国民健康保険加入者
の保険医療費÷刈谷市国民健康保険加
入者数】

防　

災

災害に強いまちと思
う市民の割合

％ 51.5 2010 年 60 70 

『刈谷市は「災害に強いまちである」と
思いますか？』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう思う」
と回答した市民の割合

自主防災訓練参加者
数

人 3,380 2009 年 3,700 4,000 
各地区の自主防災会の防災訓練の参加
者の総数

メール配信サービス
加入者数 (防災情報）

件 10,274 2009 年 17,000 22,000 
刈谷市メール配信サービスの防災情報
を登録している件数

地震に対する備えを
している市民の割合

％ 55.2 2010 年 65 75 
『地震に対する備えをしていますか？』
の設問に対し、「はい」と回答した市民
の割合

防
犯･

交
通
安
全

地域安全パトロール
隊員数

人 1,988 2009 年 2,200 2,400 
登録している地域安全パトロール隊員
数

犯罪や事故への不安
がなく安心して外出
できると思う市民の
割合

％ 49.7 2010 年 55 60 

『刈谷市は「犯罪や事故への不安がなく
安心して外出できる」と思いますか？』
の設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

人口 1,000 人当た
りの人身事故発生件
数

件
6.8 

( 県平均
6.9）

2009 年
県平均

以下
県平均

以下

市内で発生した人身事故件数　【愛知県
刈谷警察が発表する市内で発生した人
身事故件数】

人口 1,000 人当た
りの犯罪発生件数

件
24.0 

（県平均
19.7）

2009 年
県平均

以下
県平均

以下

市内で発生した刑法犯数　【愛知県刈谷
警察が発表する市内で発生した刑法犯
数】

市
民
生
活

専門家による法律相
談対応可能数

件 1,125 2009 年 1,260 1,400 
専門家による法律相談の相談対応可能
件数

振り込め詐欺や悪質
商法などに気をつけ
ている市民の割合

％ 94.4 2010 年 96 98 

『振り込め詐欺や悪質商法などに気をつ
けていますか？』の設問に対し、「そう
思う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

相談員数（弁護士・
司法書士・消費生活・
外国人など）

人 16 2010 年 18 20
法律専門家の相談及び、消費生活相談、
交通事故相談、一般相談、外国人生活
相談の相談員数

消費生活に関する講
座開催数

回 4 2009 年 6 8
消費生活に関する講座開催数

基本方針5 市民と行政の信頼と協働で築くまちづくり

基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

参
加･

協
働

NPO法人数 法人 20 2010 年 25 30
刈谷市内に事務所を置く、ＮＰＯ法人
数

気軽に相談できる人
や場所があると思う
市民の割合

％ 67.2 2010 年 70 73 

『気軽に相談できる人や場所があります
か？』の設問に対し、「そう思う」また
は「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合
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基本施策 目標指標 単位 現状値 現状時点
目標値 

2015 年
目標値 

2020 年
説明・アンケート設問及び算出式

参
加･

協
働

市民ボランティア活
動支援センター登録
団体数

団体 319 2009 年 350 400
市民ボランティア活動支援センターに
登録している団体数

地域活動やボラン
ティア活動が活発で
あると思う市民の割
合

％ 57.0 2010 年 60 62 

『刈谷市は「地域活動やボランティア活
動が活発である」と思いますか？』の
設問に対し、「そう思う」または「どち
らかといえばそう思う」と回答した市
民の割合

共
生･

交
流

職場や家庭、地域な
どで男女が性別に関
わりなく活動ができ
ていると思う市民の
割合

％ 63.9 2010 年 67 70 

『職場や家庭、地域などで男女が性別に
かかわりなく活動ができていますか？』
の設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

国際交流イベントや
行事に参加したこと
のある市民の割合

％ 7.9 2010 年 12 17 
『国際交流イベントや行事に参加したこ
とがありますか？』の設問に対し、「は
い」と回答した市民の割合

外国人と地域で共生
して暮らしていると
思う市民の割合

％ 37.0 2010 年 40 45 

『「刈谷市に住む外国人と日本人は、異
なる文化や習慣を互いに認め合いなが
ら暮らしている」と思いますか？』の
設問に対し、「そう思う」または「どち
らかといえばそう思う」と回答した市
民の割合

情
報
共
有

市民の意見が市政に
反映されていると思
う市民の割合

％ 40.4 2010 年 45 50 

『刈谷市は「市民の意見が市政に反映さ
れている」と思いますか？』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらかと
いえばそう思う」と回答した市民の割
合

ホームページへの年
間アクセス件数

件 771,924 2009 年 830,000 880,000 
インターネットで刈谷市ホームページ
にアクセスした年間件数

生活に必要な情報が
得られていると思う
市民の割合

％ 66.9 2010 年 75 83 

『刈谷市では「生活に必要な情報を得る
ことができる」と思いますか？』の設
問に対し、「そう思う」または「どちら
かといえばそう思う」と回答した市民
の割合

電子申請・届出可能
業務数

件 46 2010 年 54 60

自宅や職場のパソコンからインター
ネ ッ ト を 通 じ て、 原 則 ２ ４ 時 間・
３６５日、市に対する申請・届出等が
可能となる手続きの件数

行
政
経
営

実質公債費比率 ％ 2.1 2008 年
7％
以内

7％
以内

財政構造を示す弾力性の割合　【市税な
どの毎年経常的に収入される財源に占
める、償還に要する費用（特別会計や
企業会計などへの繰出金のうち、償還
に要する費用に充てられるものも含む）
の割合を示す】

広域で共同又は連携
している事業数

件 7 2010 年 10 12
協議会・一部事務組合・広域連合など
を通じて実施している事務処理や相互
利用等が可能な行政サービスの施策数

効率的な行政運営が
行われていると思う
市民の割合

％ 50.5 2010 年 55 60 

『刈谷市では「効率的に行政運営が行わ
れている」と思いますか？』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらかと
いえばそう思う」と回答した市民の割
合

■　

１　

目
標
指
標
一
覧

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画

参
考
資
料

129



２ 刈谷市総合計画審議会

１）条　例

刈谷市総合計画審議会条例

昭和３９年４月１日　　　
条例第１３号　　　

改正　平成３年１０月１日条例第２４号　　平成１３年３月３０日条例第３号　

　  （趣旨）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４の規定に基づき、刈谷

市総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
　  （設置）
第２条　市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため刈谷市総合計画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。
 　 （組織）
第３条　審議会は、委員３０人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
 　 （１）  市教育委員会の委員
 　 （２）  市農業委員会の委員
 　 （３）  公共的団体の役職員
 　 （４）  学識経験を有する者
 　 （５）  地域を代表する者
 　 （６）  市内に住所を有する者
　  （会長）
第４条　審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を

代理する。
　  （委員）
第５条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
　  （会議）
第６条　審議会の会議は、会長が招集する。
２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
　  （庶務）
第７条　審議会の庶務は、市長の定める機関が行う。
　  （雑則）
第８条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
　　　附　則
　  （施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
 　 （刈谷市新市建設審議会条例の廃止）
２　刈谷市新市建設審議会条例（昭和３４年条例第１４号）は、廃止する。
　　　附　則（平成３年１０月１日条例第２４号）
　この条例は、公布の日から施行する。
　　　附　則（平成１３年３月３０日条例第３号）
　この条例は、平成１３年４月１日から施行する。
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２）委員名簿

委員の構成 団体名・役職等 氏　　名 備　　考

市教育委員会の委員 刈谷市教育委員会委員 近　藤　桂　子

市農業委員会の委員 刈谷市農業委員会会長 加　藤　保　広

公共的団体の役職員

刈谷医師会副会長 野　村　英　雄

刈谷商工会議所専務理事 渡　辺　富　香

刈谷市婦人会連絡協議会副会長 間　瀬　菜穂子

刈谷市老人クラブ連合会副会長 鈴　木　　　朗

刈谷市社会福祉協議会会長 澤　田　明　慶

刈谷市体育協会理事長 澤　辺　泉　二

刈谷市文化協会常任理事 籠　瀬　提　花

刈谷青年会議所理事長 深　谷　正　典

刈谷市商店街連盟副会長 久　永　美　規

連合愛知三河西地域協議会副代表 洲　崎　浩　一

刈谷市立学校・幼稚園ＰＴＡ連絡協議会副
会長

柏　崎　多鶴美

学識経験を有する者

愛知教育大学学長 松　田　正　久 会長

愛知教育大学学長補佐 都　築　繁　幸 会長職務代理者

名古屋市立大学大学院教授 瀬　口　哲　夫

愛知教育大学教授 大　村　　　惠

アイシン精機株式会社総務部部長 石　黒　文　彦

地域を代表する者

刈谷市自治連合会会長（中部地区長） 渡　邊　　　孝

刈谷市自治連合会副会長（小垣江地区長） 長谷川　　　満

刈谷市自治連合会副会長（今川地区長） 塚　本　國　博

刈谷市公民館運営連絡協議会会長（高須公
民館長）

加　藤　　　眞

刈谷市公民館運営連絡協議会副会長（一ツ
木公民館長）

不　殿　莞　爾

刈谷市公民館運営連絡協議会副会長（高津
波公民館長）

鈴　木　隆　明

市内に住所を有する者

かりや未来会議（高須町） 正　木　愛　美

かりや未来会議（恩田町） 中　村　正　美

かりや未来会議（恩田町） 柴　田　義　昭

かりや未来会議（小垣江町） 平　野　哲　孝

かりや未来会議（下重原町） 尾　島　多恵子

かりや未来会議（小垣江町） 米　田　正　寛

※団体名・役職等は平成 21 年度時点
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３）分科会の構成

４）諮　問

５）答　申

分科会名 担当分野 委　員　名

第１分科会 都市環境、産業振興
◎瀬口　哲夫　　加藤　保広　　渡辺　富香　　深谷　正典
　久永　美規　　石黒　文彦　　塚本　國博　　加藤　　眞
　正木　愛美　　柴田　義昭

第２分科会 福祉安全
◎都築　繁幸　　野村　英雄　　間瀬菜穂子　　鈴木　　朗
　澤田　明慶　　長谷川　満　　不殿　莞爾　　中村　正美
　平野　哲孝

第３分科会 教育文化、計画推進
◎大村　　惠　　近藤　桂子　　澤辺　泉二　　籠瀬　提花
　洲崎　浩一　　柏崎多鶴美　　渡邊　　孝　　鈴木　隆明
　尾島多恵子　　米田　正寛

◎印は分科会長

刈企第４１９号

平成２２年２月１０日

　刈谷市総合計画審議会会長　様

刈谷市長　竹　中　良　則　　　　　

　　　第７次刈谷市総合計画について（諮問）
　刈谷市総合計画審議会条例第２条の規定に基づき、第７次刈谷市総合計画の策定について、貴会の
調査、審議を求めます。

平成２２年１０月１５日

　刈谷市長　竹　中　良　則　様

刈谷市総合計画審議会会長　松　田　正　久　　　　　

　　　第７次刈谷市総合計画について（答申）
　平成２２年 2 月１０日付けで諮問のありました「第７次刈谷市総合計画」について、慎重に審議を
重ね、別添のとおりとりまとめましたので答申します。
　なお、本計画の推進にあたっては、下記事項を十分に踏まえ、将来都市像「人が輝く　安心快適な
産業文化都市」の実現に努められることを希望します。

記 
１　総合計画の各施策に盛り込まれた共存・協働のまちづくりの考え方に基づき、多様な主体がそれ

ぞれの役割を自覚し、まちづくりに積極的に関わることができるよう努めること。
２　計画、実行、評価、改善による効率的な事業の実施を図るとともに、市民にわかりやすい形での

総合計画の進行管理に努めること。
３　今後の社会経済情勢の動向を的確に把握し、計画の見直しなど弾力的に対応するとともに、市民

目線での行政運営に努めること。
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１）市民・中学生まちづくりアンケート

　第７次刈谷市総合計画の策定にあたって、幅広く市民の意見や要望を聞き取り、市民意向を反映した計画づ
くりを行うことを目的として、市民、中学生を対象としたアンケート調査を実施しました。

市民まちづくりアンケート 中学生まちづくりアンケート

調査対象 20 歳以上の市民 5,000 名 市内の中学 2 年生 1,444 名

調査方法 郵送による配布・回収 学校を通じた配布・回収

調査時期 平成 20 年 11 ～ 12 月 平成 20 年 10 月

回収状況
配布数：5,000 票 配布数：1,444 票

回収数：2,911 票　回収率：58.2％ 回収数：1,382 票　回収率：95.7％

３ 市民参加

市民 中学生

刈谷市の住みやすさ

○市民の 80.5％、中学生の 94.5％が刈谷市は住みやすいと回答しています。

大変
住みやすい

どちらかといえば
住みやすい

21.7％

58.8％

どちらとも
いえない
14.4％

どちらかといえば
住みにくい
3.5％

大変住みにくい
0.5％

無回答
1.2％

住みやすい
47.9％まあまあ

住みやすい
46.6％

どちらかといえば
住みにくい
3.3％

住みにくい
1.8％

無回答
0.4％

市民 中学生

これからの居住意向

○市民の 86.1％、中学生の 52.8％がこれからも刈谷市に住み続けたいと回答しています。

当分
住み続けたい
38.4％

できれば
他市町村へ
移転したい
5.2％

すぐにでも
他市町村へ
移転したい
0.5％

わからない
6.6％

無回答
1.5％

住み続けたい
52.8％

いつまでも
住み続けたい
47.7％

市外に移りたい
11.7％

わからない
35.2％

無回答
0.2％

■　

２　

刈
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総
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画
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第6次総合計画の施策に対する満足度・重要度

○「上水道の整備」や「工業の振興」などの満足度は高くなっていますが、「職員の適切な人員配置」
や「国民健康保険や国民年金の運営」、「交通事故のない安全なまちづくり」などの満足度が低くなっ
ています。

○「保健・医療体制の充実」や「犯罪のない安全なまちづくり」などの重要度が高くなっています。

【満足度・重要度の算出方法】
満足 ( 重要 ) 度の評価について、「満足 ( 高い )」を 5 点、「やや満足 ( 高い )」を 4 点、「ふつう」を 3 点、「や
や不満 ( 低い )」を 2 点、「不満 ( 低い )」を 1 点として計算したポイントで、5 に近いほど満足であ
る ( 重要度が高い ) ことを、1 に近いほど不満である ( 重要度が低い ) ことを示します。

◆満足度の高い 10 施策

満足度の高い施策 満足度

①上水道の整備 3.49

②工業の振興 3.47

③保健・医療体制の充実 3.30

④身近に親しめる公園 ･ 緑地の整備 3.29

⑤公共下水道の整備 3.26

⑥スポーツがしやすい施設 ･ 環境の整備 3.19

⑦消防 ･ 救急体制の充実 3.18

⑧保育園と幼稚園における保育 ･ 教育の充実 3.13

⑨生涯学習施設の整備、講座の充実 3.10

⑩ごみの減量化 ･ 再資源化の推進 3.10

◆重要度の高い 20 施策

重要度の高い施策 重要度

①保健・医療体制の充実 4.18

②犯罪のない安全なまちづくり 4.12

③交通事故のない安全なまちづくり 3.99

④高齢者が暮らしやすい環境の整備 3.96

⑤消防 ･ 救急体制の充実 3.92

⑥介護サービスの充実 3.89

⑦防災 ･ 災害対策の推進 3.88

⑧小中学校における教育内容 ･ 環境の充実 3.88

⑨子育てしやすい環境の整備 3.88

⑩勤労者が働きやすい環境の整備 3.87

重要度の高い施策 重要度

⑪福祉医療 ･ 老人医療制度の適正な運営 3.86

⑫障害者にやさしい環境の整備 3.85

⑬ごみの減量化 ･ 再資源化の推進 3.85

⑭安定した財源の確保と健全な財政運営    3.83

⑮保育園と幼稚園における保育 ･ 教育の充実 3.80

⑯鉄道 ･ バスなどの公共交通網の整備 3.76

⑰国民健康保険や国民年金の運営 3.74

⑱環境の保全 3.74

⑲道路の整備 3.72

⑳青少年の健全育成 3.72

◆満足度の低い 10 施策

満足度の低い施策 満足度

①職員の適切な人員配置 2.73

②国民健康保険や国民年金の運営 2.76

③交通事故のない安全なまちづくり 2.76

④低所得者世帯への相談、支援 2.80

⑤犯罪のない安全なまちづくり 2.81

⑥障害者にやさしい環境の整備 2.81

⑦安全で親しみのある河川 ･ ため池の整備 2.82

⑧効率的 ･ 効果的な行政運営 2.82

⑨安心して市民が相談できる環境の整備 2.83

⑩商業の振興 2.84

市民
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刈谷市の好きなところ・嫌いなところ・自慢

今後のまちづくりの方向性

○好きなところは「お店や施設が充実している」や「自然が多い」など、嫌いなところは「お店が少
ない」や「安全面」などとなっています。

○「公共施設」や「自然」が刈谷市の自慢と考えられています。

○「安全で、安心して暮らせるまち」や「住環境が良く、暮らしやすい快適なまち」が期待されています。

好きなところ（上位５つ） 割合

①商業施設が充実している 16.2%

②公共施設が充実している 14.3%

③自然が多い 12.2%

④交通が便利 7.0%

⑤人がやさしい、良い人が多い 6.7%

安全で、安心して暮らせるまち

住環境が良く、暮らしやすい快適なまち

障害者や子ども、高齢者を大切にするまち

未来を築く子どもが健やかに育つまち

産業が盛んで、活気あふれるまち

緑豊かで、自然との調和がとれたまち

ごみや公害のない清潔なまち

文化や教育が充実し、生きがいをもって暮らせるまち

中心市街地に魅力のある施設があり、人が集いにぎわいのあふれるまち

他の都市にはない魅力を持った個性のあるまち

スポーツが盛んで、健康なまち

市民が主体的に市政に参画し、行政との協働で進める市民自治のまち

地域で技術や経験、人材を活かせるまち

その他

自慢（上位５つ） 割合

①公共施設 施設が多い、総合運動公園

等
22.1%

②自然 自然が多い、緑、田んぼ等 12.7%

③住みやすさ 住みやすい、財政が豊か等 11.2%

④商業施設 店が多い、スーパー、コン

ビニ等
9.9%

⑤企業 自動車関連企業、工業が盛

ん等
8.3%

嫌いなところ（上位５つ） 割合

①商業施設が少ない 18.8%

②安全面（事故・犯罪が多い等） 14.8%

③汚い・ゴミが多い 10.7%

④交通が不便 10.3%

⑤自然が少ない、汚い等 7.6%

中学生

56.6%

48.5%

27.0%

26.3%

19.8%

17.1%

16.9%

13.9%

11.9%

10.2%

7.3%

5.9%

5.7%

2.1% 市民
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２）かりや未来会議

第７次刈谷市総合計画の策定にあたって、市民の皆さんが主体的に学び、話し合いをしながら、市民と市が
協働で取り組む『これからの刈谷のまちづくり』について検討し、具体的な提案をいただくため「かりや未来
会議」を設置しました。

かりや未来会議では、「刈谷市の将来像」や「市民と行政による協働のまちづくりプロジェクト」などを含
むまちづくり提案をグループで話し合い、提案書をとりまとめました。

◆グループ構成

グループ名 メンバー

A グループ
◎正木　愛美　　　○中村　正美　　　久永　美規　　　　吉原　珠実

　杉浦　伸司　　　　柴田　桂児　　　小澤　正平

B グループ
◎神谷　巧　　　　○柴田　義昭　　　畑　和子　　　　　杉浦　祐介

　鈴木　富喜　　　　竹内　健人　　　宮田　みきね

C グループ
◎平野　哲孝　　　○米田　正寛　　　尾島　多恵子　　　岡部　扶美子

　黒野　一弘　　　　加藤　幹雄　　　宮田　孝裕

◎リーダー　○サブリーダー

◆開催経過

回 開　催　日 内　容（■：研修、□：グループワーク）

第 1 回 平成 21 年 7 月 25 日（土）

○オリエンテーション

■共存 ･ 協働のまちづくりを学ぶ

□刈谷のまちづくりへの期待

（検討テーマの設定・グループ分け）

第２回 平成 21 年８月 20 日（木）
■刈谷のまちづくりを学ぶ

□刈谷の良い点・悪い点を整理し、まちづくり課題を抽出

運営会議① 平 成 21 年 ９ 月 ３ 日（ 木 ）○会議の進め方について

第３回 平成 21 年 9 月 10 日（木）□課題解決のために取り組むべきアイデア・提案

第４回 平成 21 年 9 月 29 日（火）□テーマ別まちづくり提案①

第５回 平成 21 年 10 月 15 日（木）□テーマ別まちづくり提案②

第６回 平成 21 年 11 月５日（木）□テーマ別まちづくり提案③

運営会議② 平成 21 年 11 月 13 日（金）
○テーマ別提案のとりまとめについて

○提案発表会の進め方について

第７回 平成 21 年 11 月 26 日（木）
□提案書のとりまとめ

□発表会準備

発表会 平成 21 年 12 月 13 日（日）
○提案発表会リハーサル

○提案発表会
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Ａグループ　〜安心・安全、環境・健康〜

提案の名称 提案の具体的な内容

防災性の高い災害に強いまちに！
●自主防災会の活発化
●市民館などを避難所として活用
●密集市街地の改善

いつでもどこでもだれでも安心して歩ける
まちに！

●スーパー防犯灯の設置
●地域安全パトロールの充実
●防犯ベルの活用

自転車や公共交通を利用しやすいまちに！
●自転車で走りやすい、走りたくなるまちにする
●公共バスの見直し
●サイン・標識の見直し

利用者の目線で使いやすい公共施設に！

●使用制限の緩和
●ネット環境の充実・インフラ整備
●女性の目線で施設づくり
●ユニバーサルデザインによる施設づくり

緑や土がたくさんあるまちに！
●各家庭の緑をふやす
●地球温暖化対策

食育と運動で健康なまちに！
●地産地消・食育の推進
●保健センターの活用

人と人、団体と団体、市民と行政をつなぐ
コーディネーターを育成する

●人材育成
●つながり・連携を深める

Ｂグループ　〜誇り・魅力・活力〜

提案の名称 提案の具体的な内容

愛着のもてる街づくり
●個性のある景観（まち並み）づくり
●私のまち、ここが好きコンテスト！
●地域自慢の花壇づくり！

歴史と自然資源を活かす
●刈谷城復元
●歴史・自然資源を活かした各種イベントの開催！
●海を身近に感じられる環境づくり

刈谷のシンボルを発信する
●ハイウェイオアシスの活用！
●特産品の発掘

新産業づくり
●ロボット産業など新たなものづくり
●農業・医療介護・教育産業の充実

働きやすいまちから住んでみたいまちへ
●衣食住が充実したまちづくり
●便利・快適・安全安心を向上

心の豊かさづくり
●モラルの向上
●食育（食べ物を大切にする心）
●芸術を感じる心づくり

◆提案の概要
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Ｃグループ　〜市民・地域活動、子ども〜

提案の名称 提案の具体的な内容

地域のふれあい塾を創ろう！

●小学校区と地区・自治会の連携
●学校を活用した「ふれあい塾」の設置
●「ふれあい塾」を利用した交流

元気な仲間を増やし、まちの「いいとこ」

見つけよう！

●「市民活動祭り」の開催
●「まちを良くし隊」による、まちの課題といいとこ探し
●町対抗フェスティバルの開催　など

あいさつでかりやの和・輪・話をつなげよ

う！

●スクールガード活動で地域の活性化
●「あいさつでつなごう刈谷のまち」運動の展開

子どもがわくわくする冒険の森と川を創ろ

う！

●わくわくする遊び場づくり
●遊びの指導者の設置

子どもの可能性を引き出そう！
●劇団、合唱団の設立
●地域住民による劇団、合唱団の指導・育成

ホタルが舞う公園を創ろう！
●ホタルが舞う公園づくり
●川をきれいにする
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３）市民生活の現状及び児童・生徒の意識や行動に関するアンケート

第７次刈谷市総合計画の策定にあたって、市民や小中学生の意識等を幅広く把握し、第７次総合計画の指標
を設定する上での基礎資料とすることを目的として、市民、小中学生を対象としたアンケート調査を実施しま
した。

市民生活の現状についてのアンケート 児童・生徒の意識や行動に関するアンケート

調査対象 20 歳以上の市民 5,000 名 市内の小学 5 年生と中学 2 年生 3,045 名

調査方法 郵送による配布・回収 学校を通じた配布・回収

調査時期 平成 22 年 5 月 平成 22 年 5 月

回収状況
配布数：5,000 票 配布数：3,045 票

回収数：3,281 票　回収率：65.6％ 回収数：2,971 票　回収率：97.6％

市民 小中学生

刈谷市の住みやすさ

○市民の 82.5％、小中学生の 95.8％が刈谷市は住みやすいと回答しています。

大変
住みやすい

どちらかといえば
住みやすい

25.4％

57.1％

どちらとも
いえない
13.5％

どちらかといえば
住みにくい
2.7％

大変住みにくい
0.7％

無回答
0.5％

住みやすい
55.5％まあまあ

住みやすい
40.3％

どちらかといえば
住みにくい
2.6％

住みにくい
1.3％

無回答
0.2％

市民 小中学生

これからの居住意向

○市民の 87.5％、小中学生の 59.1％がこれからも刈谷市に住み続けたいと回答しています。

当分
住み続けたい
35.4％

できれば
他市町村へ
移転したい
3.7％

すぐにでも
他市町村へ
移転したい
0.6％

わからない
7.7％

無回答
0.5％

住み続けたい
59.1％

いつまでも
住み続けたい
52.1％

市外に移りたい
10.2％

わからない
30.4％

無回答
0.2％
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市政の満足度

市政に対する現状の評価と今後の期待

市政に対する現状の評価と今後の期待

やや満足
29.6％

ふつう
43.6％

やや不満
9.9％

不満
3.5％ 無回答

1.2％

満足
12.2％

○市民の 41.8％が刈谷市の市政に対して満足と回答し

ています。

○第７次総合計画の施策体系をもとに設定した 33 項目

に対して、満足度をよこ軸、重要度をたて軸として

グラフを作成すると、満足度が低く重要度が高い施

策（Ａゾーン）として、「高齢者が暮らしやすい環境

の整備」や「社会保障制度の適正運用」、「防犯・交

通安全対策の推進」など 11項目があげられています。

 

 

 

19

重要度平均

3.69

満足度平均

3.09
3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

2.2　　　 2.4             2.6            2.8             3.0            3.2             3.4             3.6            3.8            4.0

満足度

重

要

度

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

15

20

22

21
2624

23

25

27

15

29

32

33

31

30

16
17

18

19

6

7
8

9

分野 № 項　　　目

都 市
環 境

1 市街地や住環境の整備

2 道路の整備

3 鉄道・バスなど公共交通の充実

4 身近に親しめる公園・緑地の整備

5 安全で親しみのある河川・ため池の整備

6 水道水の安定供給

7 公共下水道の整備

8 ごみの減量化 ･ 再資源化の推進

9 省エネなど地球温暖化対策の推進

教 育
文 化

10 学校教育の内容や教育施設の充実

11 青少年の健全育成

12 生涯学習施設の整備、講座の充実

13 スポーツがしやすい施設 ･ 環境の整備

14 文化 ･ 芸術活動の推進

15 歴史や文化財の保護・活用

分野 № 項　　　目

産 業
振 興

16 農業の振興

17 商業の振興

18 工業の振興

19 地域資源を活かした観光振興

福 祉
安 全

20 健康づくり活動や医療体制の充実

21 地域で支え合う福祉の充実

22 子育てしやすい環境の整備

23 高齢者が暮らしやすい環境の整備

24 障害者にやさしい環境の整備

25 社会保障制度の適正運用

26 防災・災害対策の推進

27 防犯・交通安全対策の推進

28 市民相談体制の充実

計 画
推 進

29 市民参加と協働のまちづくりの推進

30 男女共同参画の推進

31 国際化・多文化共生の推進

32 市民と行政の双方向の情報共有

33 効率的・効果的な行政経営

市民
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市民の暮らしの現状

○市民の暮らしに関する事項については、振り込め詐欺などへの注意をはじめ、健康、食生活、

省エネルギー、高齢者などへの配慮、節水などに関する意識が高くなっています。

38.9

19.1

31.4

34.6

17.5

9.0

27.3

49.3

42.4

25.3

69.1

25.7

29.8

17.0

33.3

19.7

45.2

46.4

31.1

26.9

34.9

39.2

44.0

55.5

25.3

49.1

37.4

46.9

10.7

25.2

17.9

14.9

29.2

39.3

23.7

8.9

10.7

15.1

3.4

19.1

23.3

26.4

15.8

34.5

4.7

20.7

23.5

13.3

5.2

8.7

8.3

3.4

1.4

2.8

2.2

1.9

1.4

0.8

1.0

0.8

1.3

0.7

0.8

0.8

1.2

1.4

0.7

0.8

1.6

1.2自宅の敷地などを利用して緑化に努めている

日常（通勤・通学や買物など）の移動手段として、
自転車や公共交通機関の利用を心がけている

節水に努めている

省エネルギーに心がけている

日頃から文化や芸術に親しんでいる

刈谷の歴史に興味を持っている

地元の農産物を買うように心がけている

自分の健康を意識している

食生活に気をつけている

高齢者や障害者の方々などへの気配りなど
福祉の心を持った行動に心がけている

振り込め詐欺や悪質商法などに気をつけている

刈谷市に誇りや愛着を感じている

気軽に相談できる人や場所がある

職場や家庭、地域などで男女が
性別にかかわりなく活動ができている

そう思う どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない 無回答

○健康づくり活動を実践している市民が７割と多くなっています。

43.5

38.9

48.8

36.9

55.2

70.4

42.5

9.6

7.9

55.5

60.5

50.6

62.6

44.1

28.6

56.8

89.9

91.7 0.4

0.5

0.7

1.0

0.7

0.5

0.6

0.7

1.0生涯学習を行っている

週1回以上スポーツをしている

市内の商店街でよく買物をしている

商店街のイベントなどに参加したことがある

地震に対する備えをしている

日頃から健康づくり活動を実践している

ボランティアや地域活動、自主活動に参加したことがある

現在、地域福祉に関するボランティア活動に参加している

国際交流イベントや行事に参加したことがある

はい いいえ 無回答

 

 

市民

市民

■　

３　

市
民
参
加

総　

論

基
本
構
想

基
本
計
画

参
考
資
料

141



刈谷市のまちの現状

○刈谷市のまちの現状については、産業の活発さをはじめ、水道の利用、医療環境、子どもの生み・

育てやすさ、住環境の整備などの評価が高くなっています。

そう思う どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない 無回答

15.9

12.6

9.9

14.8

19.8

43.4

18.3

12.0

47.9

12.9

8.0

15.6

23.5

6.5

5.2

7.9

8.4

4.1

10.2

58.8

47.6

39.4

50.9

49.5

44.5

53.9

48.7

42.3

44.5

50.3

60.2

58.6

43.2

46.3

49.1

38.2

40.4

32.7

35.3

58.5

46.4

55.5

17.5

26.4

37.4

25.9

22.4

7.4

21.3

30.9

6.4

32.5

32.5

17.1

12.4

37.1

37.3

35.4

45.8

46.7

52.8

47.9

25.6

36.1

23.4

4.9

10.8

10.4

6.4

5.8

4.1

5.6

8.0

6.2

10.8

8.0

5.3

10.8

7.8

8.4

10.5

4.8

9.1

6.5

2.6

2.3

2.2

1.7

2.5

1.4

3.8

3.1

4.4

4.4

4.6

2.7

3.4

2.8

3.0

2.3

3.3

2.5

2.4

3.4

3.0

2.2

2.1

2.8

2.4

2.2

2.5

2.0

2.9

2.5

2.9快適で便利な住環境が整備されている

道路は、車・自転車・歩きなどで移動しやすい

刈谷駅周辺は、活気や魅力がある

緑や自然を身近に感じることができる

公園・緑地が充実している

安心して水道が利用できる

各種施設が整い、文化やスポーツ、
学習活動などに取り組みやすい

文化芸術の創作や発表がしやすい環境が整備されている

産業が活発である

休日などにリフレッシュできる場所がある

地域の支え合いにより高齢者や障害者も安心して暮らせる

子どもを生み・育てやすい

安心して医療が受けられる環境が整っている

犯罪や事故への不安がなく安心して外出できる

災害に強いまちである

地域活動やボランティア活動が活発である

市民の意見が市政に反映されている

市民一人ひとりの意識やモラルが高い

地域での交流や世代・分野などの
垣根を越えた交流が活発である

刈谷市に住む外国人と日本人は、異なる文化や
習慣を互いに認め合いながら暮らしている

生活に必要な情報を得ることができる

効率的に行政運営が行われている

健全な財政状況を維持している
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４）パブリックコメント

第７次刈谷市総合計画の策定にあたって、計画素案に対する市民の意見や提案を把握し、計画に反映するこ
とを目的として、パブリックコメントを実施しました。

周知方法

●市民だより平成 22 年８月１日号に掲載
●市ホームページにパブリックコメントの実施を掲載
●市政情報コーナー、社会教育センター、各市民センター、各生涯学習センター、総

合文化センター、各図書館、企画政策課で第７次刈谷市総合計画（案）を閲覧

募集期間 平成 22 年８月２日～８月 31 日（30 日間）

提出方法 郵送、Ｅメール

募集結果 ６通、44 件

計画全般について ３件

総論について ５件

基本構想について ５件

基本計画について 29 件

参考資料について ２件

児童・生徒の意識や行動

○大部分の小中学生が、学校や給食、地域の祭りや行事などを楽しみしており、家族や近所の人と

会話やあいさつをしています。

そう思う どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない 無回答

48.7

46.2

49.7

60.6

42.7

36.5

15.8

36.9

42.2

44.5

35.1

29.5

38.0

41.1

25.5

28.1

6.7

7.8

10.5

8.1

14.1

16.3

31.3

20.2

4.6

5.1

6.0

27.3

14.6

2.3

1.5

1.7

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

学校は楽しい

給食は好き

「地域の祭りや行事など」を楽しみにしている

日ごろから、家族とよく話をする

近所の人をみかけたらあいさつをする

電気や水などを使いすぎないように気にしている

刈谷のまちの歴史に興味がある

近所の公園をよく利用している

53.7

28.7

46.1

3.01.17

0.2
地震など大きな災害が起きたときに備えて

家族と話し合ったり、家族で準備をしている

自分からすすんでボランティア活動をしている

はい いいえ 無回答

小中学生
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４ 刈谷市総合計画策定経過

１）策定体制 
市 長 

行政経営検討部会 

各 課 職　員

諮問・答申 

上程・議決 

提案

提案

 参加 

参加 

参加 

参加 

 

情報の共有（広報、ホームページ） 

事務局（企画政策課） 

意見･提案 

意見･提案 

意見･提案 

連携 調整 参加  提案

行政経営会議 

市
民
・
各
種
団
体
・
事
業
者
な
ど

刈谷市 (行政）

市 議 会

職員プロジェクトチーム 

かりや未来会議 

全体会議 

分野別部会 

総合計画審議会 

アンケート調査 

パブリックコメント
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年度 月　日

市

議

会

総

合

計

画

審

議

会

行
政
経
営
会
議
・
検
討
部
会

職
員
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等

市

民

参

加

項　　目 内　　容

平
成
20
年
度

5 月
26 日 ● ○行政経営会議 ・行政経営検討部会検討事項及び部会員の追

加について

30 日 ● ○第１回行政経営検討部会 ・第７次総合計画の策定について

7 月 16 日 ● ○第２回行政経営検討部会 ・策定支援業者の決定について

8 月

18 日 ● ○第４回行政経営検討部会 ・策定方針（案）について
・職員プロジェクトチームについて

25 日 ● ○行政経営会議
・第７次刈谷市総合計画策定方針庁議決定
・職員プロジェクトチームの部会員の公募に

ついて

9 月 22 日 ● ○行政経営会議 ・職員プロジェクトチームメンバーの指名に
ついて

10 月

1 日 ● ○ 中 学 生 ま ち づ く り ア ン
ケートの実施 ・市内の中学２年生対象

2 日 ● ○第５回行政経営検討部会
・施策動向調査について
・市民、中学生アンケートの実施について
・職員研修の実施について

8 日 ● ○行政経営会議
・職員プロジェクトチームメンバーの決定に

ついて
・各種調査の実施について

17 日 ● ○施策動向調査記入説明会
○施策動向調査の実施

・記入説明
・調査実施依頼

28 日 ● ○職員プロジェクトチーム
辞令交付式 ・委嘱

11 月

18 日 ● ○第１回全体会議（正副部
会長会議）

・策定方針について
・プロジェクトの進め方について

19 日 ● ○職員アンケートの実施 ・全職員対象

20 日

● ○市民まちづくりアンケー
トの実施 ・20 歳以上の市民 5,000 人対象

● ○総合計画職員研修 ・職員プロジェクトメンバー、部課等長、希
望職員

12 月

11 日 ● ○第１回教育・文化部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

12 日 ● ○第１回環境・安全部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

16 日
● ○第１回都市基盤部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

● ○第１回産業・魅力部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

17 日
● ○第１回行財政運営部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

● ○第２回環境・安全部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

18 日 ● ○第１回保健・福祉部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

22 日 ● ○第２回保健・福祉部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

24 日 ● ○第２回行財政運営部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

25 日

● ○第２回教育・文化部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

● ○第２回産業・魅力部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

● ○第２回都市基盤部会 ・第６次総合計画の評価・総括について

1 月 21 日 ● ○第２回全体会議（正副部
会長会議）

・分野別部会（第１～２回）の検討結果につ
いて

・部会間の施策組み替えについて
・分野別部会（第３～５回）の進め方につい

て

２）策定経過

■　

４　
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市
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年度 月　日

市

議

会

総

合

計

画

審

議

会

行
政
経
営
会
議
・
検
討
部
会

職
員
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等

市

民

参

加

項　　目 内　　容

平
成
20
年
度

1 月

26 日 ● ○行政経営会議 ・刈谷市総合計画基礎調査（かりやまちづく
り白書）等について

27 日 ● ○第３回都市基盤部会 ・戦略的都市分析について

28 日
● ○第３回行財政運営部会 ・戦略的都市分析について

● ○第３回保健・福祉部会 ・戦略的都市分析について

29 日
● ○第３回産業・魅力部会 ・戦略的都市分析について

● ○第３回環境・安全部会 ・戦略的都市分析について

30 日 ● ○第３回教育・文化部会 ・戦略的都市分析について

2 月

3 日
● ○第４回都市基盤部会 ・戦略的都市分析について

● ○第４回保健・福祉部会 ・戦略的都市分析について

4 日 ● ○第４回環境・安全部会 ・戦略的都市分析について

5 日 ● ○第４回教育・文化部会 ・戦略的都市分析について

6 日
● ○第４回行財政運営部会 ・戦略的都市分析について

● ○第４回産業・魅力部会 ・戦略的都市分析について

9 日 ● ○行政経営会議 ・市民意識調査等の調査結果について

10 日 ● ○第５回都市基盤部会 ・戦略的都市分析について

12 日
● ○第５回保健・福祉部会 ・戦略的都市分析について

● ○第５回産業・魅力部会 ・戦略的都市分析について

13 日
● ○第５回環境・安全部会 ・戦略的都市分析について

● ○第５回行財政運営部会 ・戦略的都市分析について

3 月

2 日 ● ○第３回全体会議（正副部
会長会議）

・戦略的都市分析（第３～５回）の検討成果
について

・市全体の戦略的都市分析について
・第７次総合計画策定に向けた基本方針につ

いて
・第６次総合計画の総括と今後の展開方向に

ついて

9 日 ● ○企画総務委員会 ・「市民意識調査等について」説明

18 日 ● ○第８回行政経営検討部会 ・職員プロジェクトチームの検討成果につい
て

平
成
21
年
度

4 月 15 日

● ○かりや市民だより ・第 7 次刈谷市総合計画策定のためのまちづ
くりアンケート

● ○行政経営会議 ・刈谷市総合計画基礎調査（かりやまちづく
り白書）の内容確認について

5 月 20 日 ● ○行政経営会議
・刈谷市総合計画基礎調査（かりやまちづく

り白書）の最終確認について
・職員プロジェクトチームの再編成について

6 月

1 日 ● ○第１回行政経営検討部会
・まちづくりナビ構築事業スケジュール（平

成 21 年度）について
・かりや未来会議の開催について

8 日

● ○行政経営会議

・刈谷市総合計画基礎調査（かりやまちづく
り白書）の配布について

・まちづくりナビ構築事業スケジュール（平
成 21 年度）について

● ○第１回全体会議（正副部
会長会議）

・平成 20 年度検討成果の報告について
・平成 21 年度職員プロジェクトチームの進め

方について
・基本構想骨子（施策体系）・基本計画構成に

ついて
・かりや未来会議について
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6 月

15 日

● ○かりや市民だより ・かりや未来会議メンバー募集

● ○企画総務委員会 ・「刈谷市総合計画基礎調査（かりやまちづく
り白書）について」説明

● ○第１回都市・環境部会 ・施策体系・基本計画構成について

16 日 ● ○第１回教育・文化部会 ・施策体系・基本計画構成について

22 日 ● ○第１回福祉・安全部会 ・施策体系・基本計画構成について

23 日
● ○第１回産業・魅力部会 ・施策体系・基本計画構成について

● ○第１回行財政運営部会 ・施策体系・基本計画構成について

30 日
● ○第２回都市・環境部会 ・施策体系・基本計画構成について

● ○第２回産業・魅力部会 ・施策体系・基本計画構成について

7 月

2 日
● ○第２回行財政運営部会 ・施策体系・基本計画構成について

● ○第２回福祉・安全部会 ・施策体系・基本計画構成について

3 日 ● ○第２回教育・文化部会 ・施策体系・基本計画構成について

9 日 ● ○かりや未来会議メンバー
選考結果通知

15 日 ● ○第２回全体会議（正副部
会長会議）

・第７次総合計画施策体系について
・基本計画（担当課案）の作成について
・かりや未来会議について

16 日 ● ○第３回行政経営検討部会 ・第７次総合計画施策体系について

25 日 ● ○第１回かりや未来会議
・オリエンテーション
・共存・協働のまちづくりを学ぶ
・刈谷のまちづくりへの期待

8 月

10 日 ● ○基本計画フォーマット記
入説明会

・記入説明
・記入依頼

20 日 ● ○第２回かりや未来会議
・刈谷のまちづくりを学ぶ
・刈谷の良い点・悪い点を整理し、まちづく

り課題を抽出

9 月

3 日 ● ○かりや未来会議運営会議
① ・会議の進め方について

10 日 ● ○第３回かりや未来会議 ・課題解決のために取り組むべきアイデア・
提案

29 日 ● ○第４回かりや未来会議 ・テーマ別まちづくり提案①

10 月

5 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（１回目）

13 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（２回目）

14 日 ● ○第３回全体会議（正副部
会長会議） ・職員プロジェクトチームの進め方について

15 日

● ○第５回かりや未来会議 ・テーマ別まちづくり提案②

● ○第３回産業・魅力部会 ・基本計画１次素案検討

● ○第３回福祉・安全部会 ・基本計画１次素案検討

16 日
● ○第３回教育・文化部会 ・基本計画１次素案検討

● ○第３回行財政運営部会 ・基本計画１次素案検討

20 日 ● ○第３回都市・環境部会 ・基本計画１次素案検討

21 日
● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について

（３回目）

● ○第４回福祉・安全部会 ・基本計画１次素案検討
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10 月

22 日 ● ○第４回産業・魅力部会 ・基本計画１次素案検討

23 日 ● ○第４回行財政運営部会 ・基本計画１次素案検討

26 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（４回目）

27 日 ● ○第４回都市・環境部会 ・基本計画１次素案検討

28 日 ● ○第５回福祉・安全部会 ・基本計画１次素案検討

29 日 ● ○第４回教育・文化部会 ・基本計画１次素案検討

30 日

● ○第５回都市・環境部会 ・基本計画１次素案検討

● ○第５回産業・魅力部会 ・基本計画１次素案検討

● ○第５回行財政運営部会 ・基本計画１次素案検討

11 月

4 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（５回目）

5 日
● ○第６回かりや未来会議 ・テーマ別まちづくり提案③

● ○第５回教育・文化部会 ・基本計画１次素案検討

6 日 ● ○第６回行財政運営部会 ・基本計画１次素案検討

9 日
● ○第６回都市・環境部会 ・基本計画１次素案検討

● ○第６回福祉・安全部会 ・基本計画１次素案検討

10 日 ● ○第６回産業・魅力部会 ・基本計画１次素案検討

12 日 ● ○第６回教育・文化部会 ・基本計画１次素案検討

13 日 ● ○かりや未来会議運営会議
②

・テーマ別提案のとりまとめについて
・提案発表会の進め方について

16 日 ● ○第７回産業・魅力部会 ・基本計画１次素案検討

17 日 ● ○第７回教育・文化部会 ・基本計画１次素案検討

18 日 ● ○第７回福祉・安全部会 ・基本計画１次素案検討

20 日 ● ○第７回行財政運営部会 ・基本計画１次素案検討

24 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（６回目）

26 日 ● ○第７回かりや未来会議 ・提案書のとりまとめ
・発表会準備

12 月

9 ～
10 日 ● ○基本計画２次素案作成に

向けた事前打ち合わせ

13 日 ● ○かりや未来会議提案発表
会

14 日 ● ○行政経営会議 ・かりや未来会議まちづくり提案書について

1 月

6 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（７回目）

12 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（８回目）

20 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（９回目）

2 月

1 日 ● ○臨時行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本計画案（分野別
計画）について

2 日 ● ○臨時行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本計画案（分野別
計画）について

3 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想案（最終素
案）について

4 日 ● ○臨時行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本計画案（分野別
計画）について
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２月

8 日 ● ○行政経営会議
・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案（基本フ

レーム、重点戦略、計画の実現に向けて）
について（１回目）

10 日 ● ○第１回総合計画審議会

・会長の選出について
・会長職務代理者について
・分科会の設置について
・会議の傍聴について
・第７次刈谷市総合計画の策定について（諮

問）
・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（説明）

17 日 ● ○行政経営会議
・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案（基本フ

レーム、重点戦略、計画の実現に向けて）
について（２回目）

22 日 ● ○行政経営会議
・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案（基本フ

レーム、重点戦略、計画の実現に向けて）
について（３回目）

3 月

8 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本計画最終素案に
ついて（１回目）

15 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本計画最終素案に
ついて（２回目）

23 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本計画案（最終素
案）について

26 日 ● ○第２回総合計画審議会

・第７次刈谷市総合計画基本構想案について
（協議）

・第７次刈谷市総合計画基本計画案について
（説明）

30 日 ● ○職員プロジェクトチーム
会議

・第７次総合計画基本構想案・基本計画案に
ついて

・職員プロジェクトチームの今後について

平
成
22
年
度

4 月

12 日 ● ○議員懇談会 ・「第 7 次刈谷市総合計画基本構想案について」
説明

20 日 ● ○会派説明 ・「第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について」
説明

22 日 ● ○第１回総合計画審議会第
２分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

23 日 ● ○第１回総合計画審議会第
１分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

27 日

● ○会派説明 ・「第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について」
説明

● ○第１回総合計画審議会第
３分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

5 月

6 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画の検討状況等につい
て

7 日 ● ○児童・生徒の意識や行動に
関するアンケートの実施 ・市内の小学５年生と中学２年生対象

10 日 ● ○市民生活の現状について
のアンケートの実施 ・20 歳以上の市民 5,000 人対象

24 日 ● ○第２回総合計画審議会第
２分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

25 日 ● ○第２回総合計画審議会第
３分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

28 日 ● ○第２回総合計画審議会第
１分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について
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平
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6 月

2 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画の検討状況等につい
て

21 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画の検討状況等につい
て

22 日 ● ○第３回総合計画審議会第
３分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

24 日 ● ○第３回総合計画審議会第
２分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

30 日 ● ○第３回総合計画審議会第
１分科会 ・第 7 次刈谷市総合計画基本計画案について

7 月

12 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画案について

15 日 ● ○第３回総合計画審議会 ・各分科会の検討結果について
・第７次刈谷市総合計画案について

8 月 2 ～
31 日 ● ○パブリックコメント実施

9 月

6 日 ● ○行政経営会議 ・「第７次刈谷市総合計画案」意見募集結果に
ついて

15 日 ● ○行政経営会議 ・「第７次刈谷市総合計画案」意見募集結果に
ついて

27 日 ● ○行政経営会議 ・「第７次刈谷市総合計画案」意見募集結果に
ついて

29 日 ● ○第４回総合計画審議会 ・パブリックコメントの実施結果について

10 月 15 日 ● ○第５回総合計画審議会 ・答申

11 月 8 日 ● ○行政経営会議 ・第７次刈谷市総合計画基本構想について

12 月
1 日 ● ○市議会 ・基本構想提出

17 日 ● ○市議会 ・基本構想議決
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５ 刈谷市総合計画の推移と概要

計　画 期　間 都市像など

第１次総合計画
1968（昭和 43）年

～ 1977（昭和 52）年

都市像「生産文教都市」建設をめざして

市民福祉の向上と生活の安定を図るため広域的な視野に立
ち、その進むべき方向を示す計画として策定されました。

第２次総合計画
1973（昭和 48）年

～ 1985（昭和 60）年

都市像「緑ゆたかな生産文教都市」

高度経済成長に伴う都市化の動向を背景に社会的ひずみが
生じる中で、人間尊重を基本理念としたまちづくりを展開
するための計画として策定されました。

第３次総合計画
1980（昭和 55）年

～ 1985（昭和 60）年

都市像「緑ゆたかな生産文教都市」

石油ショックによる急激な経済変動に直面し社会・経済情
勢に弾力的に対応するための計画として策定されました。

第４次総合計画
1984（昭和 59）年

～ 1995（平成７）年

都市像「緑ゆたかな生産文教都市」

市民の価値観が多様化し ｢精神的豊かさ｣ や ｢文化性｣ が
求められるという背景から、高齢化社会に向けた施策など、
21 世紀を展望したまちづくりのための計画として策定さ
れました。

第５次総合計画
1993（平成５）年

～ 2002（平成 14）年

都市像「人にやさしい快適産業文化都市」

緑ゆたかな都市から快適な空間創造へ生産都市から産業文
化創造へ文教都市から生きがい創造をめざし策定されまし
た。

第６次総合計画
2003（平成 15）年

～ 2012（平成 24）年

都市像「人にやさしい快適産業文化都市」

第 5 次総合計画の基本構想を引き継ぎ、経済の低迷や社会
情勢の変化、地方分権等に柔軟に対応し、刈谷市の特色を
いかしたまちづくりをめざし策定されました。

第７次総合計画
2011（平成 23）年

～ 2020（平成 32）年

都市像「人が輝く　安心快適な産業文化都市」

生活の安心や快適、環境との調和を図り、本市の特性であ
るものづくり地域の維持発展に努めるとともに、ふるさと
の歴史や文化を継承し、市民が主体的にまちづくりに参加
できる都市をめざし策定されました。
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６ 関連計画一覧

名　　称 期　間 関連する基本施策

第 3 次刈谷市都市計画マスタープラン 2011 年～ 2020 年
市街地・住環境／道路・交通／公園緑地・
緑化／下水道／商工業

第 2 次刈谷市緑の基本計画 2011 年～ 2020 年 市街地・住環境／公園緑地・緑化

刈谷市住宅マスタープラン 2006 年～ 2012 年 市街地・住環境

刈谷市中心市街地活性化基本計画 2000 年３月策定 市街地・住環境

刈谷市交通バリアフリー基本構想 2005 年３月策定 道路・交通

刈谷レストラーレ基本構想 2007 年３月策定 公園緑地・緑化／観光

刈谷市雨水総合治水対策整備計画 2002 年３月策定 河川・池沼

境川流域総合治水対策 1982 年７月策定 河川・池沼

刈谷市水道ビジョン 2009 年～ 2018 年 上水道

刈谷市上水道第４期拡張変更計画 2002 年～ 2015 年 上水道

境川流域関連公共下水道事業基本計画 2003 年改定～ 2015 年 下水道

刈谷市合流式下水道緊急改善計画 2005 年～ 2013 年 下水道

刈谷市環境基本計画 2005 年～ 2014 年 循環型社会・環境保全／低炭素社会

刈谷市地球温暖化対策地域推進計画 2008 年～ 2012 年 循環型社会・環境保全／低炭素社会

刈谷市一般廃棄物処理基本計画 2009 年～ 2023 年 循環型社会・環境保全

刈谷市環境都市アクションプラン 2011 年～ 2020 年 循環型社会・環境保全／低炭素社会

第２次刈谷市生涯学習推進計画 2005 年～ 2014 年 青少年育成／生涯学習／スポーツ

刈谷市次世代育成支援行動計画 2005 年～ 2014 年
青少年育成／次世代育成・子育て支援
／共生・交流

第２次刈谷市スポーツマスタープラン 2009 年～ 2018 年 スポーツ

刈谷市文化振興基本計画 2008 年～ 2017 年 文化・芸術／歴史・文化財
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名　　称 期　間 関連する基本施策

小堤西池カキツバタ群落保存管理計画 2008 年～ 2017 年 歴史・文化財

第２次刈谷市観光推進基本計画 2011 年～ 2020 年 歴史・文化財／観光

刈谷農業振興地域整備計画 2011 年 2 月策定 農業

農業経営基盤の強化の促進に関する基本
構想

2011 年～ 2020 年 農業

刈谷市食育推進計画 2011 年～ 2020 年 農業

健康日本 21 かりや計画 2004 年～ 2013 年 健康づくり

刈谷市新型インフルエンザ対策行動計画 2009 年 10 月策定 健康づくり

第２次刈谷市地域福祉計画 2010 年～ 2014 年 地域福祉

刈谷市介護保険事業計画 ･刈谷市老人福
祉計画

2009 年～ 2011 年 高齢者福祉

刈谷市障害者計画 2007 年～ 2011 年 障害児・者福祉

刈谷市障害福祉計画 (第２期 ) 2009 年～ 2011 年 障害児・者福祉

刈谷市地域防災計画 毎年 防災

第２次刈谷市地震対策アクションプラン 2009 年～ 2014 年 防災

第９次刈谷市交通安全計画 2011 年～ 2015 年 防犯・交通安全

刈谷市共存 ･協働のまちづくり推進基本
方針

2009 年 2 月策定 参加・協働

第２次刈谷市男女共同参画プラン 2011 年～ 2020 年 共生・交流

刈谷市行政経営方針 2004 年４月策定 行政経営

中期財政計画 2011 年～ 2015 年 行政経営
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 7  刈谷市自治基本条例

刈 谷 市 自 治 基 本 条 例

平成２２年１２月２２日　　　

条例第２５号　　　

私たちのまち刈谷市は、カキツバタの咲く美しい自然を有し、古くは城下町として栄え、現代に至

るまで時代の先駆けとなる多くの人材を輩出し、先人の創意工夫とたゆみない努力により、産業と文

化が調和したものづくりのまちとして飛躍的に発展してきました。

このような刈谷らしさを継承して、誰もが住みやすく、誇りの持てるすばらしいまちを守り育て、

未来を担う子どもたちへ、さらにその次の世代へと引き継いでいくことが、今を生きる私たちの使命

です。

この使命を果たすためには、お互いを尊重しながら、自らの立場と役割を受け止め、共に行動する

ことが大切です。

こうした認識に立ち私たちは、刈谷市における自治の基本理念を明らかにし、市民主体の自立した

地域社会を実現するため、ここに自治基本条例を定めます。

　　　第１章　総則

　  （目的）

第１条　この条例は、刈谷市における自治の基本原則を定め、市民の権利及び責務、議会及び議員並

びに市長その他の執行機関の責務並びに自治の基本的な事項を明らかにすることにより、住みやす

く魅力的な刈谷市を実現するための市民主体の自立した地域社会を構築することを目的とする。

　  （条例の位置付け）

第２条　この条例は、刈谷市の自治の基本を定める最高規範であり、他の条例及び規則等の制定、改

廃及び運用においては、この条例に定める規定を最大限に尊重し、この条例との整合を図るものと

する。

　  （定義）

第３条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）市民　市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者及び市内において事業又は活動を行う者

又は団体をいう。

（２）市長その他の執行機関　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業

委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

（３）まちづくり　住みやすく魅力的な刈谷市の実現に向けた市民主体の自立した地域社会を構築

するためのあらゆる事業及び活動をいう。

（４）市政　まちづくりのうち、議会又は市長その他の執行機関が担うものをいう。
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　　　第２章　基本原則

　  （自治の基本原則）

第４条　自治の主役は市民とし、その基本となる原則は次のとおりとする。

（１）参加の原則　まちづくりは、市民の参加を基本とする。

（２）共存・協働の原則　市民、議会及び市長その他の執行機関は、各々の考え等を尊重した上で、

互いの特性をいかし合い、協力してまちづくりを進める。

（３）情報共有の原則　市民、議会及び市長その他の執行機関は、まちづくりに関する情報を互い

に共有する。

（４）適正な市政運営の原則　議会及び市長その他の執行機関は、市民の信託に応えるよう適正な

市政運営を行う。

　　　第３章　自治を担う主体

　  （市民の権利及び責務）

第５条　市民は、まちづくりに参加することができる。

２　市民は、議会及び市長その他の執行機関が保有する情報を知ることができる。

３　市民は、適切な行政サービスを受けることができる。

４　市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らができるまちづくりに積極的に参加するよ

う努めるとともに、参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。

５　市民は、議会及び市長その他の執行機関が発信する情報に関心を持つよう努めるとともに、自ら

もまちづくりの情報を発信するよう努めなければならない。

６　市民は、行政サービスその他市政の執行に対して、応分の負担をしなければならない。

　  （議会の責務）

第６条　議会は、市政の意思決定機関として、市民の意思を市政に反映させるため、適正な市政運営

が行われるよう市長その他の執行機関を監視する機能を果たすとともに、自らも積極的な政策立案

及び提言に努めなければならない。

２　議会は、意思決定の内容及び過程を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなけれ

ばならない。

　  （議員の責務）

第７条　議員は、市民の代表として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を遂行し

なければならない。

２　議員は、市民の意思を把握し、まちづくり全体の観点から適切に判断するよう努めなければなら

ない。

３　議員は、常に自らの審議及び政策立案能力の向上に努めなければならない。

　  （市長その他の執行機関の責務）

第８条　市長は、市政運営の方針を明らかにするとともに、市民の代表者として、総合的見地を持っ

て公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

２　市長その他の執行機関は、職員を適切に指揮監督して市政運営を行うとともに、職員の能力向上

に努めなければならない。

３　市長その他の執行機関は、施策の企画立案、実施等の各過程において、市民に分かりやすく説明し、

開かれた市政運営に努めなければならない。

４　市長その他の執行機関は、市民及び議会との協働及び情報共有を推進するために、必要な環境整

備を行わなければならない。
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５　市長その他の執行機関は、まちづくりに必要な人材を育成しなければならない。

  　（職員の責務）

第９条　職員は、市民全体の奉仕者として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を

遂行しなければならない。

２　職員は、常に職務に必要な知識の習得その他能力の向上に努めなければならない。

  　（子どもへの責務）

第１０条　市民、議会及び市長その他の執行機関は、お互いの協力の下、次世代を担う子どもが健全

に成長できる環境をつくるよう努めなければならない。

　　　第４章　市政運営

　  （市政運営の基本原則）

第１１条　市長その他の執行機関は、社会情勢の変化に対応した総合的かつ計画的な市政運営を行わ

なければならない。

２　市長その他の執行機関は、公正かつ効率的な市政運営を行わなければならない。

　  （総合計画）

第１２条　市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、めざす将来都市像を示した総合計画を

策定する。

２　総合計画は市の最上位計画とし、他の計画は総合計画の内容に即して策定する。

　  （財政運営）

第１３条　市長は、中長期的な展望に立った財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用すると

ともに、積極的に多様な財源を確保し、健全な財政運営に努めなければならない。

　  （行政手続）

第１４条　市長その他の執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上に努め、市民の権

利利益を保護するため、迅速かつ適正な行政手続を行わなければならない。

　  （行政評価）

第１５条　市長は、総合計画の進捗管理等に関して行政評価を実施し、その結果を市政運営に反映す

るよう努めなければならない。

２　市長は、前項に規定する行政評価を実施するに当たっては、第三者による評価を実施する等、そ

の客観性の確保に努めなければならない。

　  （情報公開）

第１６条　議会及び市長その他の執行機関は、市民の知る権利を尊重し、その保有する情報を積極的

に公開しなければならない。

　  （個人情報保護）

第１７条　議会及び市長その他の執行機関は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人情報を

適切に管理し、及び保護しなければならない。

　  （行政組織）

第１８条　市長その他の執行機関は、市民に分かりやすい機能的な組織体制を整えるとともに、組織

を活性化させるため、適切な人材を配置するよう努めなければならない。

　  （国及び他の地方公共団体との連携）

第１９条　市長その他の執行機関は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団

体と相互に連携し、及び協力するよう努めなければならない。
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　　　第５章　参加及び協働

　  （コミュニティ）

第２０条　市民は、自治会、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他地域の課題等に自ら取り

組む団体（以下「コミュニティ」という。）がまちづくりの担い手であることを認識し、コミュニティ

に参加する等、積極的にその活動に関わるよう努めなければならない。

２　コミュニティは、関係する市民の意見を踏まえ、その設立目的を達成するために適切な運営に努

めなければならない。

３　議会及び市長その他の執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その

活動を支援するよう努めなければならない。

　  （危機管理）

第２１条　市民、議会及び市長その他の執行機関は、災害、犯罪等非常の事態に対し事前に備えると

ともに、その対応に当たっては、お互いに協力し、及び連携を図るものとする。

　  （住民投票）

第２２条　市長は、市政の重要な事項について、住民（市内に住所を有する者をいう。）の意思を直

接確認するため、住民投票を実施することができる。

２　議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。

３　住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。

　　　第６章　雑則

　  （条例の検証）

第２３条　市長は、この条例の施行後５年を超えない期間ごとにこの条例の内容について検証し、必

要が生じた場合には見直しを行うものとする。

　　　附　則

　この条例は、平成２３年４月１日から施行する。
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